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「豊島区住宅マスタープラン（後期５年）」の策定にあたって 

 

令和２年に始まった新型コロナウイルス感染症の拡
大は、日々の暮らしに大きな影響を及ぼし、「新たな生
活様式」として、テレワークや時差出勤の拡大、オンラ
イン会議などの推進等、ライフスタイルや働き方に大
きな変化をもたらしました。 

このようななか、「安全・安心に 自分らしく暮らせ
る 魅力あるまち・としま」を基本理念とし、３つの基
本目標を掲げた住宅マスタープラン（平成３１年３月
策定）から５年が経過しました。この間、子育て世帯に

対する住まいの確保や、空き家やマンション管理に関する問題、単身高齢者の住まいの
取り壊しによる立ち退きに伴う相談数の増加など、住まいに関する課題はより複雑・多
様化してきています。 

私は、令和５年４月に豊島区⾧に就任し、区政運営の基本姿勢である「豊かな未来に
つながる」、「子どもや若者、女性の声がつながる」、「すべての人・企業がつながる」の
「３つの“つながる“」を重視してまいりました。そして、これまで区政とつながりづら
かったかもしれない方々の声に耳を傾け、これまで以上に区民目線に立った政策を推進
するため、「子どもレター」「区民による事業提案制度」を創設しました。 

さらに、区が取り組むべき課題として「誰もが住みたくなる”８つ”のまちづくり」を
示し、「あらゆる年齢層の方が、ここに住みたい、住み続けたい」と思ってもらえるよ
うなまちづくりを目指してまいります。 

これらは、様々な施策で総合的に対応していくことで実現するものと考えており、住
宅施策も実現するための施策の１つとして、より充実したものにする必要があると考え
ています。 

この住宅マスタープラン（後期５年）では基本理念、基本目標を踏襲するとともに、
これまでの４つの視点に、新たな視点として「誰も取り残さないための住宅施策の展開」
を加え、「子育て世帯の定住の支援制度の検討」や「マンション施策の充実」など、現
在求められている住宅施策を追加・更新しました。 

今後とも区民の皆様、民間関連事業者様、そして地域で活動する様々な団体と協働し、
この住宅マスタープランに基づく住宅施策を推進してまいりますのでご理解とご協力
をお願い申し上げます。 
 

令和６（２０２４）年３月 
 

    豊島区⾧                 
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■ 統計上の注意 

比率は百分率で表示し、小数点以下第２位を四捨五入しています。ただし、元の数値が 

小数点第２位までのものについては、小数点第２位まで示しています。 

割合の合計は、端数処理を行っているため 100.0％にならない場合があります。 

統計上、内訳と合計の数値が一致しない場合があります。 

■ 「空き家」と「空家」の表記について 

  「空家等対策の推進に関する特別措置法」、「豊島区空家活用条例」、「豊島区空家等対策

計画」では「空家」と表記しています。それ以外の一般的な用語として用いる場合は、

「空き家」と表記しています。 

■ 用語の解説 

（※）がついている用語については、文末又は図表の下の（※）を参照してください。 

 

 



 

 

 

住宅の供給 居住支援 不燃化・耐震化

平成11年度

社会情勢と主な住宅施策の変遷

平成６年度

平成16年度

平成21年度

平成26年度

平成31年度

基本目標１ 住み慣れた地域で暮らし続けられる住まいづくり
基本目標２ 良質で長く住み継がれる住宅ストックの形成
基本目標３ 愛着と誇りが持てる住宅・住環境の創出

“安全・安心に 自分らしく暮らせる 魅力あるまち・としま”

◆住宅確保要配慮者
住宅提供事業

◆サービス付き高齢者向け
住宅の供給

◆高齢者向け優良賃貸住宅
の供給

◆区民住宅（ソシエ）供給

◆福祉住宅（つつじ苑）高齢者等
入居支援事業

◆区営住宅（都営住宅の移管）

◆あんしん住まい提供事業

◆高齢者世帯等
住み替え家賃助成

◆ファミリー世帯等
住み替え家賃助成

◆高齢者等入居支援事業

◆子育てファミリー世帯
家賃助成

◆としま居住支援バンク設立

◆居住支援団体登録制度開始

◆緊急輸送道路沿道建物
の耐震化事業

◆木造住宅の耐震化助成事業

◆都市防災不燃化促進事業

◆居住環境総合整備事業

◆耐震改修促進計画

住宅基本条例

◆住宅セーフティネット事業

令和6年度

◆子育て支援住宅整備事業

豊島区居住支援協議会設立
及びモデル事業の実施

◆木密地域不燃化
10年プロジェクト

◆区営住宅ライブピア長崎の
建替え

◆区営住宅ライブピア池袋本町
の建替え



 

 

マンション管理適正化 ストック活用・空家活用

人と環境にやさしい
都心居住の実現をめざして

H21.4~H26.3
住宅マスタープラン

魅力と活力ある
都市居住の場をめざして

H16.4~H21.3
住宅マスタープラン

人と環境にやさしく安全に
暮らし続けられる都心居住
の実現をめざして

H26.4~H31.3
住宅マスタープラン

後期５年

マンション管理推進条例

建物等の適正な
維持管理を推進する条例

空家活用条例

空き家の増加

地価・家賃の高騰
木造賃貸住宅・小規模住宅の建設

人口の都心回帰

分譲マンションの大量供給

非正規雇用の増加

人口流出

地価・家賃の下落

～高齢社会の仕組みづくりの提唱～

～量的確保から質的向上へ変換～

人口26万人
日本一の高密都市へ

官民協働プロジェクト

解雇・雇用の抑制

居 住 機 能 の 外 部 化

多 様 な 住 ま い 方 の 広 が り

住まいづくり、居場所づくりの推進

視点１ ライフステージ・ライフスタイルに応じた住宅施策の展開
視点２ だれも取り残さないための住宅施策の展開
視点３ 地域の「居場所」づくりの展開
視点４ 住宅施策と福祉施策の連携による安心居住の推進
視点５ 公民連携による良質な住宅ストックの形成

◆管理状況届出書義務化

◆適正管理支援事業

◆建替え・改修支援事業

◆家族的な住まい方認定制度

◆空家登録制度

◆リノベーションまちづくり

生活のゆたかさを実感できる
住宅・住環境をめざして

H5.9~H9.3
住宅マスタープラン

年少・若年人口の減少
高齢者人口の増加
外国人の増加
ファミリー世帯の減少

区営・福祉住宅供給増

～民間住宅を活用した
住宅セーフティネット

制度の開始～

生活のゆたかさを実感できる
住宅・住環境をめざして

安全・安心に自分らしく暮ら
せる魅力あるまち・としま

H9.4~H16.3
第二次

住宅マスタープラン

H31.4~R6.3
住宅マスタープラン

前期５年
コロナ禍の影響

◆東京におけるマンションの適正
な管理の促進に関する条例に
基づく事務

◆豊島区マンション管理推進計画

◆地域貢献型空き家利活用事
業

◆豊島区共同居住型空き家利
活用事業◆豊島区マンション管理計画認定

制度

◆耐震化支援事業

◆都心共同住宅供給事業

狭小住戸集合住宅税

◆中高層集合住宅建築物の
建築に関する条例

◆維持管理支援事業

◆空家等対策計画

社
会
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第１章 

計画の策定にあたって 

 

 

 

●１ 計画改定の背景等    

●２ 計画の位置付け  

●３ 計画の期間    

●４ 計画の構成    

●５ 改定のポイント 
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１ 計画改定の背景等 

 

（１）背景 

① 豊島区の住宅施策等 

豊島区は平成５（1993）年３月に「豊島区住宅基本条例」を制定し、この条例に基づ

き住宅マスタープランを策定してきました。住宅マスタープランでは、公的住宅の供給、

家賃助成、入居の支援など様々な政策手法により、総合的・計画的に住宅施策を推進し

ています。 

自治体の住宅施策は、福祉施策との連携による高齢社会に対応した居住支援や民間住

宅の空き室の有効活用、マンション適正化の推進など課題は多様化してきています。こ

のため、区民に身近な自治体として住宅施策に求められる役割は今まで以上に大きくな

っています。 

 

 

 

 

 

狭小住戸集合住宅税の導入（平成 16(2004)年） 

☛区独自 法定外普通税として 1 住戸の専用面積が 30 ㎡未満の狭小住戸で９戸以上の

集合住宅の建築主に課税（導入時は 1住戸の専用面積が 29㎡未満を対象と

していたが、平成22（2010）年４月１日から30㎡未満に変更となりました。） 

 

居住支援協議会によるモデル事業の実施（平成 24(2012)年） 

☛都内初 居住支援団体と協働で住宅確保要配慮者の居住支援を実施 

不動産店オーナーが直接物件を登録することができるシステムを構築 

 

マンション管理推進条例の制定（平成 24(2012)年） 

☛全国初 マンションの管理状況を把握し良好な管理を目指して管理状況届出書の 

提出を義務化 

 

空家活用条例の制定（平成 29(2017)年） 

☛全国初 空き家の利活用を促進するため、空き家の登録制度や家族的な住まい方 

としてシェア居住を推進 
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② 社会情勢 

令和２（2020）年に始まった新型コロナウイルス感染症の拡大は、日々の暮らしに大

きな影響を及ぼしました。 

新型コロナウイルス感染拡大にともない提唱された「新たな生活様式」は、テレワー

クや時差勤務の拡大、オンライン会議の推進等、働き方にも大きな変化をもたらしまし

た。また、外出自粛などの影響により社会参加の機会が減少し、社会や地域とのつなが

りが大きく制約される人が増加したほか、休業など経済活動により経済的に困窮する人

や、住まいを失うおそれのある人が増加するなど、住宅の確保への課題も生じました。 

少子・高齢化の進展により年齢構成と世帯構成が変化するとともに、単身高齢者が増

加しています。今まで以上に高齢者にやさしい住まいの確保や住環境の形成が求められ

ています。また、障害者の地域生活移行の推進により、障害者が地域で安心して暮らし

続けられる住環境の整備が求められています。さらに、夫婦共働きで子育てをする世帯

が増加し、働き方の変化がライフスタイルにも影響を及ぼしています。加えて、コレク

ティブハウスやシェアハウスなどの新しい住まいのニーズが生じ、住まい方に合わせて

住宅も多様化しています。近年は、空き家の増加、外国籍住民の増加、民泊の普及など

住まいを取り巻く状況も変化しています。 

豊島区は、「SDGs 未来都市」としての発展を通して、「国際アートカルチャー都市」

を、目指す都市像としています。この都市像の実現に向けて、「安心戦略」と「成長戦

略」の好循環により都市基盤を支え続けるとともに、新たな社会課題の解決に向けて、

「SDGs の推進」「DX の推進」「参画と協働」の視点から、すべての施策をバージョンア

ップさせ、「住みたい、住み続けたい、訪れたい」と思える持続発展するまちを目指し

ています。 

 

③ 国の動向 

国の住宅政策は、住生活基本法（平成 18年法律第 61 号）に基づき策定される「住生

活基本計画(全国計画)」によって推進されています。 

新たな「住生活基本計画（全国計画）（計画期間令和３～12（2021～2030）年度）」で

は、人口減少・少子高齢化社会の到来や、近年の気候変動、自然災害の頻発・激甚化、

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う「新たな日常」など、社会環境の変化や価値観

の多様化を踏まえ、新たな住宅政策の方向性が示されています。今回の改正では、コロ

ナ禍や働き方改革の進展のような著しい社会環境の変化を踏まえて、「新たな日常」や

DX の進展、自然災害の頻発・激甚化に対応した施策の方向性、2050 年カーボンニュー

トラルの実現に向けた施策の方向性と合わせて、子育て世帯の住宅取得の推進、多世代

が共生する豊かなコミュニティの形成、住宅セーフティネット機能の整備、既存住宅流

通の活性化などの重要施策について積極的に進めていくことを、基本的な施策の方向性

として示しています。 
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また、マンションの管理の適正化の推進とマンションにおける良好な居住環境の確保

を目的とした、マンション管理適正化法が令和２（2020）年に改正されたことにより、

令和４（2022）年４月から「マンション管理計画認定制度」が創設され、市区町村が「マ

ンション管理適正化推進計画」を定めることができるようになりました。 

 

④ 東京都の動向 

令和４（2022）年に「東京都住宅マスタープラン」が改定されました。東京都住宅マ

スタープランは、東京都住宅基本条例に基づき策定する住宅政策の基本となる計画であ

り、住生活基本法に基づく住生活基本計画の都道府県計画としての性格を併せ持つもの

です。今回の改定では、「成長と成熟が両立した未来の東京の実現」を基本理念とし、

10 の目標と 2040 年代の姿を示しています。 

また、マンション施策においては、平成 31（2019）年３月に、「東京都におけるマン

ションの適正な管理の促進に関する条例」（マンション管理条例）を制定。令和２（2020）

年３月に「東京都マンション管理・再生促進計画」を策定し、同年４月から「管理条例

届出制度」を開始しています。さらに、令和４（2022）年３月には、法律に基づき、「東

京都マンション管理・再生促進計画」を改定し、「東京都マンション管理適正化推進計

画」に位置付けています。 

空き家施策においては、令和５（2023）年３月に、効果的な空き家対策が都内全域で

着実に展開されるよう、中長期的な視点からの都の空き家対策の考え方や具体的な取組

方針を示した「東京における空き家施策実施方針」を策定しました。今後の空き家対策

の基本的考え方として、「既存住宅市場での流通促進」、「地域資源としての空き家の利

活用」、「利活用見込みがない空き家の除却等」の３つの視点に基づき、都内全体として、

区市町村との適切な役割分担のもと、地域特性に応じた空き家施策を誘導・展開してい

くとしています。 

 
 

（２）改定の目的  

平成 31（2019）年３月に策定した現行の住宅マスタープランでは、住宅政策のビジョ

ンと今後取り組むべき住宅施策を総合的かつ体系的に示しています。 

この間、社会情勢の変化に的確に対応するとともに、安全で機能性の高い良質な住宅

ストックの形成や、安心して暮らし続けられる住生活を区民や事業者と協力しながら計

画的に推進してきました。 

しかし、社会に目を向けると、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うライフスタイ

ルの変化や、空き家やマンション管理に関する問題など、社会情勢の変化に伴い、住ま

いに関する課題は多様化しています。こうした状況から、豊島区の住宅施策の実効性を

点検し、今後５年間の住宅施策をより確かものとしていくことを目的に、住宅マスター

プランを見直します。  
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２ 計画の位置付け  

この住宅マスタープランは、豊島区住宅基本条例第７条に基づいて策定するものであ

り、今後の住宅・住環境整備の基本的方向を定め、地域特性に応じた具体的な住宅施策

の展開を図るための行政計画です。 

また、区全体の政策分野を対象とした「豊島区基本構想」及び「豊島区基本計画」に

おける住宅分野を実現するための計画です。基本計画における、新たな社会課題解決へ

の３つの視点（SDGs の推進、DX の推進、参加と協働によるまちづくり）から、各施策

の見直しを行います。そして、都市計画に関する基本的方針である「豊島区都市づくり

ビジョン」と整合を図るとともに、都市づくりの方針を具体化する計画と連携を図りま

す。 

さらに、「豊島区地域保健福祉計画」など分野別計画と連携し、相互に補完・補強し

合うことにより、計画の更なる推進を目指します。 

この住宅マスタープランは、住生活基本法に基づく「住生活基本計画（全国計画及び

都道府県計画）」の内容を踏まえた計画としての性格も有しており、「東京都住宅マスタ

ープラン」とも整合を図ります。 

 

 

  

 

 

豊島区基本構想 

豊島区基本計画 

豊島区都市づくりビジョン 
（都市計画に関する基本的方針） 

都市づくり方針を具体化する計画 

豊島区景観計画 

池袋副都心交通戦略 

 

      など 

 

 
 

 

豊島区 

住宅マスター 

プラン 

分野別計画 

豊島区地域防災計画 

豊島区公共施設等総合管理計画 

豊島区文化政策推進プラン 

豊島区環境基本計画 

豊島区地域保健福祉計画 

豊島区高齢者福祉計画・介護保険 

事業計画 

豊島区障害者計画・障害福祉計画・ 

障害児福祉計画 

豊島区子ども・若者総合計画 

 

 

東京都 

国 

住生活基本計画 

連携 連携 

整合 

東京都住宅マスタープラン 

 住宅市街地の整備方針 

連携 
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３ 計画の期間                  

現行の住宅マスタープラン（平成 31（2019）年３月）は、令和元（2019）年度から令

和 10（2028）年度までの 10 年間となっています。この住宅マスタープラン（後期５年）

は、現行の住宅マスタープランを見直すもので、計画期間は令和６（2024）年度から令

和 10（2028）年度までの５年間とします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１章 計画の策定にあたって 

第２章 豊島区の住生活の現状 

 

 

 

第３章 計画の基本方針 

 

 

 

人口と世帯の 

状況 

住まいをめぐる

状況 

住宅ストックの

状況 

地域における 

住環境の状況 

新たな計画の 

視点 
基本理念 基本目標 

第４章 目標と取組み 

 

 

 

基本目標１ 

住み慣れた地域で暮らし

続けられる住まいづくり 

基本目標２ 

良質で長く住み継がれる

住宅ストックの形成 

基本目標３ 

愛着と誇りが持てる 

住宅・住環境の創出 

第５章 住宅整備の方向性 第６章 計画の実現に向けて 
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５ 改定のポイント 

（１）前提として 

コロナ禍の影響により生じた新たな居住ニーズや住まい方への対応が求められてい

ることや、居住支援に関する課題が多様化していることなどを踏まえて、住宅施策の枠

組みについて見直しました。 

また、国の「住生活基本計画」や都の「東京都住宅マスタープラン」内容を踏まえて、

各施策の見直しを行いました。 

 

 

（２）改定のポイント 

上記の前提のもと、前期５年間の住宅施策の進捗状況等を踏まえ、以下の項目を改定

のポイントとして新たに設定しました。 

◆ ファミリー世帯向けの住戸の附置義務付けによる住宅ストックバランスの改善 

◆ 子育て世帯定住のための支援制度の検討 

◆ マンション施策の充実 

◆ 居住支援協議会を中心とした居住支援団体のネットワークの強化 

◆ 多様な世帯が住み続けられる住まいづくり 

◆ 居住機能の外部化に伴う多種多様な居場所（サードプレイス）づくりの推進 

注：詳細について、第２章を参照してください。 
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第２章 

豊島区の住生活の現状 

 

 

 

●１ 人口と世帯の状況      

●２ 住まいをめぐる状況     

●３ 住宅ストックの状況     

●４ 地域における住環境の状況 

●５ 豊島区の住生活の現状から見えてきた課題 
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１ 人口と世帯の状況   

（１）人口と世帯の推移 

① 人口の推移 

豊島区の総人口は、令和５年（2023）１月１日現在 288,704 人で、増加を続けています。

「豊島区人口ビジョン」によると、総人口は令和 36（2054）年まで増加すると予想してい

ます。 

外国籍住民の人口が平成 30～令和５（2018～2023）年、微減しており、令和５（2023）年

１月１日現在は 28,933 人で総人口の 10.0％を占めています。 

65 歳以上の高齢者人口は平成 30（2018）年から令和５（2023）年まで微減していますが、

令和 36（2054）年まで増加すると予想しています。 

 

■人口の推移と将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

   

資料：住民基本台帳（各年１月１日）、将来推計は豊島区人口ビジョン 

  

令和５(2023)年 平成 30(2018)年 令和 12(2030)年 

25,229 26,319 33,692

204,284 205,728 200,500

57,598 56,657 59,118

287,111 288,704 293,310

29,010 28,933

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

65歳以上人口

15～64歳人口

0～14歳人口

総人口(人)

外国籍住民

25,229

8.8%

204,284

71.2%

57,598

20.1%

0～14歳人口

15～64歳人口

65歳以上人口

26,319

9.1%

205,728

71.3%

56,657

19.6%

33,692

11.5%

200,500

68.4%

59,118

20.2%
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② 世帯数の推移 

豊島区の総世帯数は、令和２（2020）年は 183,687 世帯、世帯構成は、単身世帯の割

合が 64.0％、子育て世帯が 20.1％となっています。「豊島区人口ビジョン」によると、

国が進める結婚・出産・子育て支援策および豊島区独自の施策などにより出生率の改善

を推測し、子育て世帯の割合は上昇すると予想しています。 

 

■世帯数の推移と将来推計 

 

 

資料：国勢調査、将来推計は豊島区人口ビジョン 

 

③ 世帯構成の特徴 

豊島区は、新宿区、渋谷区、中野区とともに 23区の中でも子育て世帯の割合が低く、単

独（単身）世帯の割合が高いグループに属しています。また、区部平均と豊島区の単独（単

身）世帯の割合が平成 27（2015）年より増加しています。 

 

■世帯構成の 23 区比較 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２（2020）年）  

 

 

 

   

令和２(2020)年 平成 27(2015)年 令和 12(2030)年 

 

 

千代田

中央

板橋

新宿

文京

台東

墨田

江東

品川

目黒 大田
世田谷

渋谷

中野

杉並

北
荒川

港

練馬

足立

葛飾

江戸川

35

40

45

50

55

60

65

70

15 20 25 30 35 40 45

単
独
世
帯
割
合

子育て世帯割合

豊島
（％）

（％）

区部平均

単身世帯の割合が

高い区のグループ 

子育て世帯の割合が

高い区のグループ 

111,692 117,608 95,996

22,850 23,515
24,433

37,280 37,000
45,326

4,554 5,555 6,981

176,376 183,687
172,736

その他世帯

子育て世帯

夫婦のみ世帯

単身世帯

世帯数

111,692

63.3%
22,850

13.0%

37,280

21.1%

4,554

2.6%

単身世帯

夫婦のみ世帯

子育て世帯

その他世帯

117,608

64.0%
23,515

12.8%

37,000

20.1%

5,555

3.0%

95,996

55.6%

24,433

14.1%

45,326

26.2%

6,981

4.0%
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（２）転入・転出・定住の状況 

① 転入・転出の状況 

転入・転出ともに令和４（2022）年の１年間では 20,000 人程度となっています。転入は

20～24 歳と 25～29歳が多く、転出は 25～29 歳と 30～34 歳が多くなっています。 

 

■年齢階級別転入者・転出者数（日本人） 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳人口移動報告（令和４（2022）年） 

 

転入・転出先は板橋区、北区、文京区、新宿区などの近隣区が多くなっています。 

 

■転入・転出先の状況（１都３県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳人口移動報告（令和４（2022）年）  

716 333 220 814 

4,854 5,589 
3,391 

2,119 1,275 909 709 446 293 199 170 121 107 61 49 

961 348 187 338 

2,673 

5,104 
3,730 

2,365 
1,414 1,021 759 576 375 277 279 223 138 122 82 

0

5,000

10,000

0

5,000

10,000

（人）

（人）
転入者数

転出者数

東京市部（西東京市、八王子市など） 

神奈川県（横浜市、川崎市など） 

千葉県 

（千葉市、市川市など） 

埼玉県（さいたま市、川口市など） 

300 人以上 

500 人以上 
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42.8%
51.4%
47.2%

55.8%
49.1%

20.5%
14.9%

20.3%
28.2%

38.3%
47.0%
51.8%

57.5%
64.7%
68.9%
72.2%
75.1%
76.4%
74.8%

10.3%
11.8%
15.1%

10.1%
6.9%

5.0%
11.4%

18.0%
17.6%

13.9%
9.7%

7.7%
7.2%

7.2%
6.9%

6.3%
5.0%
5.5%
4.3%

47.8%
51.2%
46.5%
55.3%

48.6%
20.4%
16.2%
22.1%

31.9%
44.7%

54.5%
59.8%
66.4%
72.8%
77.3%
78.6%
78.5%
74.4%

66.5%

10.9%
12.1%
16.2%
9.0%

7.1%
6.2%
14.5%

21.3%
20.0%

14.8%

10.2%
8.7%
7.2%

6.4%
5.9%
5.3%
5.1%

5.7%
7.3%

全体
出生→0～4歳

0～4歳→5～9歳
5～9歳→10～14歳

10～14歳→15～19歳
15～19歳→20～24歳
20～24歳→25～29歳
25～29歳→30～34歳
30～34歳→35～39歳
35～39歳→40～44歳
40～44歳→45～49歳
45～49歳→50～54歳
50～54歳→55～59歳
55～59歳→60～64歳
60～64歳→65～69歳
65～69歳→70～74歳
70～74歳→75～79歳
75～79歳→80～84歳
80～84歳→85歳以上

% 20% 40% 60% 80% 100%

%20%40%60%80%100%

現住所に定住

区内に定住（現住所以外）

男性 女性

② 定住の状況 

豊島区の定住率※は50.1％です。豊島区の定住率は23区の平均58.3％を下回っています。 

豊島区の定住率は平成 27（2015）年の 48.5％より 1.6 ポイント高くなっています。 

■23区別の定住率 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２（2020）年）  ※定住率：現住所もしくは区内に５年間居住している区民の割合 

 

定住率は、年齢により差があり、「15～19 歳→20～24 歳」から「25～29 歳→30～34 歳」

では、男女とも定住率が約３～４割、平成 27（2015）年の３割未満より高くなっています。 

「65～69 歳→70～74 歳」以上になると、男女ともに７割を超えます。 

 

■年齢別の定住率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２（2020）年） 

 

65 歳以上単身者の現住所での居住年数は、30 年以上が多くなっています。 

 

■65 歳以上の単身高齢者の居住年数 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（令和５（2023）年１月１日）  

20%     40%      60%     80%     100% 

23 区平均 58.3％ 

1年未満

387人

1.6%

1～3年未満
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2.6%
3～5年未満
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2.7% 5～10年未満

1,733人

7.4%
10～20年未満

3,566人

15.2%

20～30年未満

2,991人

12.7%

30年以上

13,553人

57.7%

６５歳以上

単身高齢者

23,487人

58.3 
44.1 52.2 44.5 44.0 

54.2 52.8 
60.4 62.3 58.6 52.9 

63.3 58.7 
48.2 51.5 
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50.1 
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（３）区民の定住等に関する意識 

① 定住意向 

今後も現在の場所に、「いつまでも住み続けたいと思っている」と「当分住み続けたいと

思っている」と回答している割合の合計が 82.4％を占めています。 

定住意向を年齢別にみると、年齢が上がるにつれて高くなっています。18～29 歳では

69.6％ですが、70歳以上になると９割を超えます。 

 

■定住意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：協働のまちづくりに関する区民意識調査（令和４（2022）年 11 月） 

 

② 転居したい場合の理由 

「家賃が負担だから」が 24.6％で最も多く、次いで、「家が手狭になったから」が 17.6％、

「治安が良くないから」が 17.1％となっています。 

 

■転居したい場合の理由（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：協働のまちづくりに関する区民意識調査（令和４（2022）年 11 月）  

24.6

17.6

17.1

16.6

15

14.4

14.4

12.3

10.2

0 5 10 15 20 25 30

家賃が負担だから

家が手狭になったから

治安が良くないから

自然環境が良くないから

他の地域にも興味があるから

持ち家に住みたいから

住環境が良くないから

仕事の関係上、転居する必要があるから

物価が高いから （n=187）

（％）

いつまでも住み続けたい

と思っている

39.3

19.2

16.5

28.2

35.2

46.2

64.6

当分住み続けたいと

思っている

43.1

50.4

55.3

53.1

48.1

40.6

26.1

住み続けたいが転居せざるを

えない事情がある
5.2

8.0

11.8

5.9

5.2

3.0

1.6

他の地域・区市町村に転居したいと思っている

4.7

12.0

9.3

4.6

3.6

3.3

2.5

わからない

6.2

8.8

5.5

7.2

7.1

5.3

4.1

不詳

1.5

1.6

1.7

1.1

0.8

1.7

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（n=1,884）

18～29歳（n=125）

30～39歳（n=237）

40～49歳（n=373）

50～59歳（n=364）

60～69歳（n=303）

70歳以上（n=441）
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③ 豊島区を選んだ理由 

豊島区を選んだ理由は、「通勤・通学に便利だから」をあげる割合が 73.9％と最も多く、

次いで「気に入った物件が豊島区内だったから」が 55.8％、「買い物など日常生活に便利だ

から」が 50.1％となっています。 

利便性を重視した住まい選びが豊島区の特徴となっています。 

 

■豊島区を選んだ理由（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：協働のまちづくりに関する区民意識調査（令和４（2022）年 11 月） 

  

73.9

55.8

50.1

17.3

13.5

9.6

7.7

6.4

6.3

5.9

5.6

4.7

4.7

3.8

3.1

12.7

0 20 40 60 80

通勤・通学に便利だから

気に入った物件が豊島区内だったから

買い物など日常生活に便利だから

住環境が良いから

街並みや街の雰囲気が良いから

治安が良いから

公共施設が充実しているから

文化的な環境が良いから

医療・福祉・介護が充実しているから

防災面で安全だから

豊島区またはその地域のイメージが良かったから

出産や子育て環境が良いから

教育環境が良いから

自然環境が良いから

物価が安いから

その他 （n=928）

（％）
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④ 豊島区の子育て環境への評価 

豊島区の子育て環境について、前回と比較すると、就学前児童保護者及び小学生保護者で

は全ての項目で、中高生保護者は１つを除く項目で、「思う」（そう思う+少しはそう思う）

が増加しています。特に「安心して子どもを産む環境づくりができている」「保育施設や幼

稚園での保育・教育が充実している」は 10ポイント以上増加しています。 

一方、「思わない」（あまり思わない+思わない）は、どの保護者においても、全ての項目

で減少しています。 

 

■豊島区の子育て環境への評価 

項目 保護者区分 
思う 

（そう思う+少しはそう思う） 

思わない 

（あまり思わない+思わない） 

  
今回 

（H30） 

前回 

（H25） 
増減 

今回 

（H30） 

前回 

（H25） 
増減 

ア  
子どもの権利を保障す
る取り組みが進んでい

る 

就学前児童保護者 24.3 19.2 5.1 12.7 20.9 ▲8.2 

小学生保護者 27.3 22.4 4.9 13 18.5 ▲5.5 

中高生保護者 22.8 23.3 ▲0.5 10.8 15.4 ▲4.6 

イ  
子どもの遊び場が充実

している 

就学前児童保護者 35.0 22.8 12.2 40.5 56.9 ▲16.4 

小学生保護者 19.4 15.1 4.3 54.1 62.7 ▲8.6 

中高生保護者 17.6 12.6 5.0 53.1 62.4 ▲9.3 

ウ  
安心して子どもを産む
環境づくりができてい

る 

就学前児童保護者 40.9 22.3 18.6 25.2 45.2 ▲20.0 

小学生保護者 31.0 18.8 12.2 31.8 41.4 ▲9.6 

中高生保護者 24.8 17.9 6.9 30.5 36.4 ▲5.9 

エ  
職業生活と家庭生活を

両立するための支援が
行われている 

就学前児童保護者 28.9 12.9 16.0 29.8 46.7 ▲16.9 

小学生保護者 19.2 12.2 7.0 32.8 43.9 ▲11.1 

中高生保護者 15.8 11.8 4.0 28.7 38.3 ▲9.6 

オ  
子育てを視野にいれた
住宅対策や道路・施設整

備が行われている 

就学前児童保護者 14.4 8.2 6.2 51.1 62.8 ▲11.7 

小学生保護者 16.9 7.6 9.3 48.5 56.8 ▲8.3 

中高生保護者 16.4 11.2 5.2 38.4 49.5 ▲11.1 

カ  
保育施設や幼稚園での

保育・教育が充実してい
る 

就学前児童保護者 52.7 24.7 28.0 17.3 40.6 ▲23.3 

小学生保護者 39.0 26.6 12.4 23.7 32.6 ▲8.9 

中高生保護者 33.5 25.2 8.3 21.3 28.2 ▲6.9 

キ  
学校教育が充実してい
る 

就学前児童保護者 24.8 7.8 17.0 12.9 21.7 ▲8.8 

小学生保護者 49.3 40.9 8.4 15.8 23.5 ▲7.7 

中高生保護者 43.2 39.3 3.9 17.3 26.3 ▲9.0 

ク  
地域における子育て支

援や見守り活動が活発
に行われている 

就学前児童保護者 31.4 25.8 5.6 25.5 33.1 ▲7.6 

小学生保護者 42.0 36.3 5.7 21.3 25.4 ▲4.1 

中高生保護者 37.9 30.5 7.4 16.9 27.6 ▲10.7 

資料：豊島区子ども・若者総合計画策定のためのアンケート調査報告書（平成 31（2019）年３月） 
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⑤ 目指すべき生活環境に対する「現在の評価」と「今後の優先度」 

都市再生・交通に関する生活環境について、下記の９つの項目を設定して、現在の評価を

尋ねたところ、「どちらかというとそう思う」から「どちらかというとそう思わない」を引

いた数値が最も高い（満足度が高い）ものは、「鉄道・バス等の交通が便利である」であり、

次いで「駅および駅周辺が整備され、利用しやすくにぎわっている」、「身近な生活道路が安

全・快適に通行できる」となっています。 

一方で、「どちらかというとそう思う」から「どちらかというとそう思わない」を引いた

数値が最も低い（満足度が低い）ものは、「地域に住みつづけるための住宅制度が充実して

いる」です。 

 

■【都市再生・交通における「現在の評価」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：協働のまちづくりに関する区民意識調査（令和４（2022）年 11 月）  

どちらかというとそう思う

87.1

54.8

51.3

48.6

47.0

35.9

35.0

14.3

10.5

どちらともいえない

10.4

33.0

36.3

37.1

35.2

52.1

42.7

58.3

61.7

どちらかというとそう思わ

ない

2.4

12.2

12.4

14.3

17.8

12.0

22.3

27.5

27.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

鉄道・バス等の交通が便利である(n=1,763)

駅および駅周辺が整備され、

利用しやすくにぎわっている(n=1,735)

身近な生活道路が安全・快適に通行できる(n=1,739)

放置自転車が減少し、安全・快適に自転車を利用できるよう、

道路や駐輪場が整備されている(n=1,737)

池袋周辺で、新宿、渋谷などにない魅力ある

まちづくりが進んでいる(n=1,732)

地域特性にあわせたまちづくりが進み、

快適な街並みが生まれている(n=1,711)

池袋駅を中心として、居心地が良く歩きたくなる

まちづくりが進んでいる(n=1,732)

単身向け、ファミリー向けなど、良質な住宅が

バランスよく供給されている(n=1,689)

地域に住みつづけるための住宅制度が充実している(n=1,693)
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都市再生・交通に関する生活環境について、下記の９つの項目を設定して、今後の優先度

を尋ねたところ、「池袋駅を中心として、居心地が良く歩きたくなるまちづくりが進んでい

る」（34.2％）が３割半ばで最も高く、次いで「身近な生活道路が安全・快適に通行できる」

（34.1％）、「地域に住みつづけるための住宅制度が充実している」（31.3％）、「地域特性に

あわせたまちづくりが進み、快適な街並みが生まれている」（30.5％）となっています。 

 

■【都市再生・交通における「今後の優先度」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：協働のまちづくりに関する区民意識調査（令和４（2022）年 11 月） 

  

34.2

34.1

31.3

30.5

27.4

25.8

24.0

23.1

17.1

0% 10% 20% 30% 40%

池袋駅を中心として、居心地が良く歩きたくなる

まちづくりが進んでいる

身近な生活道路が安全・快適に通行できる

地域に住みつづけるための住宅制度が充実している

地域特性にあわせたまちづくりが進み、

快適な街並みが生まれている

池袋周辺で、新宿、渋谷などにない魅力ある

まちづくりが進んでいる

放置自転車が減少し、安全・快適に自転車を利用できるよう、

道路や駐輪場が整備されている

単身向け、ファミリー向けなど、

良質な住宅がバランスよく供給されている

駅および駅周辺が整備され、利用しやすくにぎわっている

鉄道・バス等の交通が便利である

（n=1,884）
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⑥ コロナ関係 

令和３（2021）年度と令和４（2022）年度の調査結果と比較すると、「外食の不安・制約」

はより 14.2 ポイント、「旅行やイベント参加等余暇活動の制約」は 12.8 ポイント、「運動・

スポーツの機会の減少」は 6.0 ポイント、それぞれ減少しています。 

一方、「支出の増加」は 9.7 ポイント増加しています。 

 

■現在の日常生活での困りごとや不安に思うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：「地域や団体・グループ等での活動機会の減少」、「オンラインによる手続き等の方法がわからない、 

そのための機器（パソコンやスマートフォン等）を持っていない」は令和３（2021）年度調査からの選択肢 

注：「マスク・消毒液などの衛生用品が手に入らない」は令和２（2020）年度調査だけの選択肢 

資料：協働のまちづくりに関する区民意識調査（令和４（2022）年 11 月）  

48.3

47.8

40.8

38.8

29.2

27.4

26.6

16.0

11.2

11.1

10.1

8.3

8.2

8.1

5.6

5.3

5.1

5.0

1.3

3.9

50.8

60.6

55.0

40.2

27.3

33.4

16.9

18.4

14.1

7.8

7.6

7.5

7.8

6.7

4.4

4.7

4.6

3.7

2.7

3.0

49.7

50.9

48.3

37.8

25.6

25.2

15.2

12.2

5.4

10.9

4.8

4.2

5.1

4.3

4.0

5.7

8.5

4.1

3.3

0% 20% 40% 60% 80%

ご自身・ご家族の健康（身体面）

旅行やイベント参加等余暇活動の制約

外食の不安・制約

ご自身・ご家族の健康（精神面）

収入の減少

運動・スポーツの機会の減少

支出の増加

地域や団体・グループ等での活動機会の減少

家事の負担増加

学校や保育園等の休みに伴う子育ての負担の増加

ご自身・ご家族の学習機会の確保、学力低下

オンラインによる手続き等の方法がわからない、そのため

の機器（パソコンやスマートフォン等）を持っていない

高齢者施設の利用自粛等に伴う介護の負担の増加

過重労働

失業

働き口がみつからない

休業（無給）

労働時間の減少（半分以上）

マスク・消毒液などの衛生用品が手に入らない

その他

特にない

令和４年度（n=1,884）

令和３年度（n=2,009）

令和２年度（n=2,147）
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協働のまちづくりに関する区民意識調査について 

■調査の目的 

この調査は、多様な主体との協働によるまちづくりを推進するにあたり、地域の生活環境や

身近なまちづくりへの参加・協働のあり方等について、区民の意見や要望を把握し、基本計

画が設定する成果指標・重点施策の確認とともに、これからの行政サービスのあり方の検討等

に資するための基礎資料とすることを目的としています。 

■調査の設計 

（１）調査区域 豊島区全域 

（２）調査対象 区内に２年以上在住する 18 歳以上の区民 

（３）標 本 数 5,000 人 

（４）抽出方法 住民基本台帳から区内を５地域に分割し、各地域より 1,000 人を無作為抽出 

（５）調査方法 自記式調査票による郵送配布・郵送回収 

（６）調査時期 令和４（2022）年６月７日（火）～７月１日（金） 

（７）調査機関 一般社団法人輿論科学協会 

 

豊島区子ども・若者総合計画策定のためのアンケート調査 

■調査の目的 

豊島区では、子どもの健やかな成長や子育てを支える施策の推進のために「豊島区子ども

プラン」（平成 27（2015）年度～平成 31（2019）年度）を、また、子どもから若者の成長や自立を

支える地域社会の形成をめざし「豊島区子ども・若者計画」（平成 29（2017）年度～平成 31

（2019）年度）を策定し、子ども若者支援や子育て支援に関する様々な取り組みをすすめてき

ました。 

これらの計画の期間満了に伴い、「豊島区子どもの権利に関する条例」の視点も加えた

「（仮称）豊島区子ども・若者総合計画」を策定することになり、新計画策定の基礎資料とする

ためアンケート調査を実施しました。 

■調査の設計 

（１）調査対象 17 歳以下の子どもの保護者と９～17 歳の子ども、18～29 歳の若者 

（２）標 本 数 8,900 人 

（３）調査方法 郵送による配布・回収 

（４）調査時期 平成 30（2018）年 11 月 15 日～11 月 29 日 

 

■調査結果の見方について 

￮ グラフ中の“n”は質問に対する回答者数で 100％が何人の回答に相当するかを示す数です。 

￮ 集計した数値(％)は小数点以下第２位を四捨五入して表示しています。このため数値(％)を合

計しても 100.0％にならない場合があります。 

￮ 複数回答の場合は各選択肢の割合を合計すると 100％を超えます。 
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２ 住まいをめぐる状況 

（１）子育て世帯の住まい 

① 子育て世帯の推移 

18 歳未満の子どもがいる世帯は、増加傾向にあります。そのうち、６歳未満の子どもが

いる世帯数が増加しています。 

 

■子育て世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

② 所有関係 

子育て世帯の住宅の所有関係は、持ち家が 51.7％、借家が 48.1％となっています。借家

の割合について、平成 25（2013）年の 34.3％より 13.8 ポイント高くなっています。 

豊島区の住宅の所有関係をみると、持ち家が 36.5％です。 

 

■所有関係別の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 資料：住宅・土地統計調査独自集計（平成 30（2018）年） 

【豊島区全体】 【子育て世帯】 

持ち家

64,480世帯

36.5%
借家

100,090世帯

56.6%

不詳

12,230世帯

6.9%

持ち家

7,780世帯

51.7%

借家

7,240世帯

48.1%

不詳

30世帯

0.2%

5,974世帯

40.4%

7,672世帯

43.4%

8,744世帯

46.1%

9,422世帯

46.0%

8,810世帯

59.6%

10,017世帯

56.6%

10,222世帯

53.9%

11,049世帯

54.0%

14,784世帯

17,689世帯
18,966世帯

20,497世帯

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H17 H22 H27 R2

6～18歳未満の

子どもがいる世帯

6歳未満の

子どもがいる世帯

総数
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③ 居住面積 

子育て世帯で、最低居住面積水準未満の住宅に居住している世帯は 11.5％となっており、

特別区の 14.0％、平成 25（2013）年の 13.5％より少なくなっています。 

 

■居住面積水準 

 

 

 

. 

 

 

 

 

注：不詳を除く 

資料：住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 

 

④ 家賃負担 

１か月の家賃を 10 万円以上払っている世帯は 67.6％となっており、特別区の 59.3％と

比較しても、高い家賃を払っている世帯が多くなっています。 

 

■子育て世帯の１か月当たり家賃（借家） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 資料：住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 
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世帯の型別家賃別世帯の割合をみると、65歳未満の単身は「6～8万円未満」の民営借家

に住んでいる割合が 43.5％、夫婦のみ 高齢夫婦以外は「10～15 万円未満」の民営借家に

住んでいる割合が 45.6％、夫婦と 18歳未満の者は「10～15 万円未満」の民営借家に住んで

いる割合が 43.9％と最も高くなっています。 

 

■世帯の型別家賃別世帯の割合（民営借家） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査独自集計（平成 30（2018）年） 

 

家賃別子育て世帯の割合をみると、区では 10～15 万円未満の家賃の割合が 37.1％を占

め、特別区部と同程度の比率となっていますが、全国と比べ 24.8 ポイント高くなっていま

す。 

また、区では 15 万円以上の家賃の割合は 30.2％であり、特別区部と比べ 6.6 ポイント、

全国と比べ 26.3 ポイントそれぞれ高くなっています。 

 

■家賃別子育て世帯の割合（借家） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 
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⑤ 子育て世帯の年間収入 

年間収入別世帯の型別世帯の割合をみると、65歳未満の単身は「300～500 万円未満」の

年間収入の割合が 35.0％、65 歳以上の単身は「200 万円未満」の年間収入の割合が 53.1％、

夫婦のみ 高齢夫婦以外は「300～500 万円未満」の年間収入の割合が 31.6％と最も多くな

っています。 

夫婦と 18歳未満のものの年間収入の割合をみると、「500～700 万円未満」が 21.8％と最

も多く、全体の 12.0％と比べると、9.8 ポイント高くなっています。 

 

■世帯の型別年間収入別世帯の割合（民営借家） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査独自集計（平成 30（2018）年） 

 

⑥ 転出の状況 

18 歳以下の子どもがいる世帯の転出状況をみると、63.1％の世帯が子どもの年齢が６歳

に達するまでに転出しており、平成 30（2018）年の 59.0％より 4.1 ポイント増加していま

す。 

 

■18 歳以下の子どものいる世帯の最年長の子どもの年齢別の転出状況 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（令和５（2023）年１月１日）  
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（２）単身世帯の住まい 

① 単身世帯の推移 

「単身世帯数」及び「単身世帯の割合」は平成 17（2005）年に減少しましたが、平成 22

（2010）年に再び増加し、令和２（2020）年では、117,608 世帯、64.0％となっています。 

 

■単身世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

年齢階層別単身世帯の割合は、世帯主の年齢が 15～39 歳と 85 歳以上では６割超となって

おり、40～84 歳でも約半数を占めています。 

 

■年齢階層別単身世帯の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２（2020）年） 
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② 所有関係 

単身世帯の 63.2％が「民営借家」に住んでおり、豊島区全世帯の 52.5％より 10.7 ポイン

ト高くなっています。 

また、単身世帯の 21.5％が「持ち家」に住んでおり、豊島区全世帯の 36.5％より 15.0 ポ

イント低くなっています。 

 

■所有関係別単身世帯の割合 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 

 

③ 居住水準 

「最低居住面積水準未満」の住宅に住んでいる単身世帯の割合は 27.5％となっており、

豊島区全世帯の 19.1％より 8.4 ポイント高くなっています。 

 

■居住面積水準別単身世帯の割合 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 

 

④ 家賃負担 

借家に住んでいる単身世帯の家賃をみると、「６万～８万円未満」が 39.5％で最も高くな

っており、次に「８万～10 万円未満」が 19.7％となっています。 

 

■借家の家賃別単身世帯の割合 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 
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⑥ 年間収入 

年間収入別家賃別 60 歳未満単身世帯の割合をみると、年間収入 700 万円未満の 60 歳未

満単身世帯が家賃６～８万円未満の借家に住んでいる割合は高く、60 歳未満単身世帯が適

切に払える家賃となっています。 

 

■年間収入別家賃別 60 歳未満単身世帯の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査独自集計（平成 30（2018）年） 
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（３）単身高齢者・高齢者の住まい 

① 高齢者の住まい 

65 歳以上の単身高齢者と高齢夫婦世帯数は増加しています。特に単身高齢者数は平成 25

～30（2013～2018）年の５年間で、約 1.1 倍になっています。 

 

■単身高齢者数の推移            ■民営借家に住む単身高齢者数と高齢夫婦世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査 

 

65 歳以上の高齢者のうち、単身高齢者の割合は、令和２（2020）年は 35.6％で平成 27

（2015）年の 33.8％より 1.8 ポイント増加しており、23区平均の 28.4％よりも高く、23区

内では最も高くなっています。 

 

■23 区別の高齢者人口に占める単身高齢者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２（2020）年） 
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高齢夫婦世帯は 76.7％が持ち家に居住している一方で、単身高齢者の持ち家は 56.3％で

あり、38.4％の人が民営借家に住んでいます。 

 

■単身高齢者及び高齢夫婦世帯の割合 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 

 

■世帯構成     ■住宅の所有関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 

 

単身高齢者のうち民営借家に住む割合は 38.4％で平成 25（2013）年の 43.5％より 5.1 ポ

イント減少し、23区内で中野区に次いで２番目に高くなっています。 

 

■23 区別の単身高齢者のうち民営借家に住む割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 

 

単身世帯

90,580

51.2%

夫婦のみ

23,410

13.2%
うち高齢単身

21,900

12.4%

うち高齢夫婦

11,300

6.4%

その他

62,810

35.5%
176,800世帯

30.6 

25.6 26.4 

36.5 
32.9 31.5 

34.6 
36.4 

15.1 

33.1 
29.8 29.6 

25.7 

34.7 

41.1 

31.3 

38.4 

28.6 
31.5 31.6 29.9 28.7 

25.2 

36.7 

0％

10％

20％

30％

40％

50％

特
別
区
部

千
代
田
区

中
央
区

港
区

新
宿
区

文
京
区

台
東
区

墨
田
区

江
東
区

品
川
区

目
黒
区

大
田
区

世
田
谷
区

渋
谷
区

中
野
区

杉
並
区

豊
島
区

北
区

荒
川
区

板
橋
区

練
馬
区

足
立
区

葛
飾
区

江
戸
川
区

23 区平均 30.6％ 

12,320 

(56.3%)

8,670 

(76.7%)

8,400 

(38.4%)

2,230 

(19.7%)

1,060 

(4.8%)

400 

(3.5%)

120 

(0.5%)

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

高齢単身世帯

高齢夫婦世帯

持ち家 民営借家 公的な借家 給与住宅

（世帯）

192,30(11.9%)

21,900(12.4%)

583,900(11.9%)

8,940(5.5%)

11,300(6.4%)

330,200(6.7%)

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0%

H25（豊島区）

H30（豊島区）

H30（特別区）

高齢単身世帯 高齢夫婦世帯



 

30 

 

② 高齢者のための設備の有無 

手すりや段差解消など、「高齢者等のための設備がある住宅」は全体の 40.0％で、持ち家

が 66.3％、借家が 28.0％となっており、借家のバリアフリー化が遅れています。 

 

■バリアフリー化された住宅の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：高齢者等のための設備とは、手すり、またぎやすい高さの浴槽、廊下などが車いすで通行可能な幅、

段差のない屋内、道路から玄関まで車いすで通行可能な通路等をいう。 

資料：住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 

 

③ 所有関係別の居住面積・家賃負担 

単身高齢者及び高齢夫婦世帯の住まいについて、所有関係別にみると、民営借家では、19

㎡以下の住宅が 27.4％であり、30 ㎡以下の住宅に居住している人が 55.4％を超えていま

す。 

 

■所有関係別の延べ面積 

 持ち家 民営借家 

30㎡以下の住宅 5.1% 55.4% 

60㎡以上の住宅 66.1% 13.1% 

資料：住宅・土地統計調査独自集計（平成 30（2018）年） 

 

■所有関係別の延べ面積 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査独自集計（平成 30（2018）年）  
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33.7%

72.0%

不詳

6.9%
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借家
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0.5
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10.0
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26.7

8.6
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2.6
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16.1

1.7
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0.2
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④ 所有関係別の世帯年収・家賃負担 

単身高齢者及び高齢夫婦世帯の住まいについて、民営借家の家賃をみると、「６～８万円」

が 27.8％、「４～６万円」が 23.0％で月６万円が中心といえます。これに対し、年収は、200

万円未満の世帯が 48.7％を占めており、年収に占める家賃負担の割合が高い世帯がいます。 

 

■所有関係別の世帯年収 

 持ち家 民営借家 

世帯年収200万円未満 24.8% 48.7% 

世帯年収400万円以上 30.4% 7.4% 

資料：住宅・土地統計調査独自集計（平成 30（2018）年） 

 

■民営借家の１か月の家賃 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査独自集計（平成 30（2018）年） 

 

■所有関係別の世帯年収 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査独自集計（平成 30（2018）年） 
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27.8

8～10万円

未満

7.7
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未満

10.7

15万円以上

4.5

不詳

16.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家賃

民営借家

100万円

未満

7.5

8.4

100～200

万円未満

17.4

40.3

200～300

万円未満

21.4

21.0

300～400

万円未満

23.4

10.4

400～500

万円未満

9.5

3.6

500～700

万円未満

9.7

1.8

700～1000

万円未満

5.7

1.4
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以上

5.5

0.7

不詳

12.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

世帯年収

持ち家

民営借家
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（４）外国籍住民の状況 

① 外国籍住民の推移 

外国籍住民の国籍は、「中国」が最も多く約半数を占めています。令和元（2019）年まで

は「中国」などの各国籍が増えましたが、その後「ミャンマー」を除いて減少に転じていま

す。 

 

■国籍別の外国籍住民数 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：平成 30（2018）年の上位５カ国とその他の外国籍住民数   資料：住民基本台帳（各年１月１日） 

 

② 外国籍住民の在留資格 

在留資格は、「永住者等」が 33.3％と、長期

在住が多くなっています。 

「留学」が 32.9％、「就労等」が 29.6％と

なっています。 

 

資料：住民基本台帳（令和５（2023）年４月１日） 

 

③ 地域別の外国籍住民の数 

地域別の外国籍住民数は、「池袋」が 4,124 人で突出して多く、次いで「東池袋」が 2,633

人、「南大塚」が 2,343 人、「北大塚」が 2,278 人となっています。外国籍住民は区内で偏在

して住んでいます。 

 

■地域別の外国籍住民数 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（令和５（2023）年１月１日）  
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同居している

19.7%

近居し

ている

18.9%同居も近居もし

ていない

54.7%

不詳

6.7%

n=1,249

（５）世帯別の住まいに関する意識 

① 子育てに必要なサービス 

子育てについて重要なことは、「子育てを支援する施設やサービス」が62.7％と最も多く、

次いで「安全な遊び場」が 59.0％、「安全な道路」が 53.2％となっています。 

 

■子育てに必要なサービス（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

資料：区民意識調査（平成 29（2017）年） 

 

② 同居近居の意向 

親子の同居・近居について、現在「同居も近居もしていない」人は 54.7％を占めていま

す。このうち、同居・近居の意向は 40歳未満で多く、「同居したい」と思っている人は 5.1％、

「近居したい」と思っている人は 28.9％となっています。 

 

■同居・近居の状況                     ■同居・近居の意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：区民意識調査（平成 29（2017）年） 
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③ 老後の住まいに関する不安 

老後の住まいに関する不安の上位５項目についてみていきます。 

世帯別では、「住居費の支払い」がどの世帯構成でも上位の項目です。「高齢者施設に入れ

るか不安」が、単身世帯では２番目、夫婦のみでは４番目、夫婦と子どもでは５番目となっ

ており、単身世帯で高くなっています。 

 
■老後の住まいに関して不安に思うこと上位５項目（世帯構成別） 

 

 

 

 

 

 

 
 
年齢別では、「介護のために自宅では暮らせなくなること」が、40歳未満では４番目なの

に対し、40～64 歳では２番目、65歳以上では１番目となっており、年齢が高くなるほど介

護の不安が高くなります。 

 

■老後の住まいに関して不安に思うこと上位５項目（年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 
 
所有関係別では、「住居費の支払い」が、分譲マンションでは３番目、民営借家では１番

目となっており、持ち家戸建てでは５位までに入っていません。 

 

■老後の住まいに関して不安に思うこと上位５項目（所有関係別） 
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資料：区民意識調査（平成 29（2017）年） 
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④ 老後暮らしたい住まい 

老後暮らしたい住まいは、「特

に決めていない」が34.5％と最

も多く、次いで「今住んでいる住

宅」が27.5％、「高齢者向け住宅」

が15.7％となっています。 

 

  

 

 

 

■所有関係別老後暮らしたい住まい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢別老後暮らしたい住まい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注 高齢者向け住宅：サービス付き高齢者向け住宅など 

注 高齢者施設：特別養護老人ホーム、有料老人ホームなど 

資料：区民意識調査（平成 29（2017）年） 
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⑤ 外国籍住民とのトラブル 

外国籍住民とのトラブルがないと回答した区民の割合は 70.3％と高くなっています。一

方で外国籍住民が住まいさがしで差別や偏見を感じている割合は 62.7％となっています。 

 

■外国籍住民とのトラブルの有無（複数回答） ■住まいさがしで偏見や差別を感じたことの有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：区民意識調査（平成 29（2017）年） 資料：豊島区外国人区民意識調査報告書（平成 27（2015）年） 

 

⑥ 住宅確保の課題になること 

高齢者、障害者、ひとり親世帯、低所得者が、住まいの確保に課題となっていることを聞

くと「家賃が高い」が最も多く、次いで、「保証人がいない」、「生活圏が合わない」の順に

なっています。 

 

■住宅確保の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：居住支援協議会が実施したニーズ調査（平成 28（2016）年） 
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区民意識調査（豊島区住まいに関する区民意識調査） 

 

■調査の目的 

新たな住宅マスタープランを策定するにあたり、区民や区外居住者が豊島区の住宅・

住環境をどのように評価しているかなどについて、アンケート調査を実施しました。 

■調査の設計 

①調査期間：平成 29（2017）年７月 12 日（水）～８月４日（金） 

②調査対象：区内に在住する 20 歳以上の区民 5,000 人 

③抽出方法：住民基本台帳から区内を５地域に分割し、各地域より 1,000 人を無作為抽出 

④調査方法：自記式調査票による郵送配布・郵送回収 

⑤アンケートの回収結果：回収数 1,249 件  回収率 25.0％ 

 

居住支援協議会が実施したニーズ調査（相談員・民生委員へのアンケート調査） 

 

■調査の目的 

区内における居住支援のニーズを把握するため、当事者支援を行っている CSW、民

生・児童委員を対象に、豊島区居住支援協議会がアンケート調査を実施しました。 

■調査の設計 

①調査期間：平成 28（2016）年９月 12 日（月）～11 月７日（月） 

②調査対象：民生委員、相談員（生活福祉課、西部生活福祉課、女性相談（子育て支援課）、包

括支援センター（高齢者福祉課））、CSW（社会福祉協議会）80 人 

③調査方法：自記式調査票による。配布回収は、民生委員は民生・児童委員協議会を通じて配布。

その他は所属の組織を通した。 

⑤アンケートの回収結果：回答数 80 件  回答率 100.0％ 

 

■調査結果の見方について 

￮ グラフ中の“n”は質問に対する回答者数で 100％が何人の回答に相当するかを示す数です。 

￮ 集計した数値(％)は小数点以下第２位を四捨五入して表示しています。このため数値(％)を合

計しても 100.0％にならない場合があります。 

￮ 複数回答の場合は各選択肢の割合を合計すると 100％を超えます。 
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３ 住宅ストックの状況  

（１）住宅ストック 

① 住宅数の推移 

住宅数は年々増加しており、平成 30（2018）年には 206,360 戸となっています。 

居住世帯のない住宅は平成 25（2013）年まで増加しましたが、その後減少に転じ、平成 30

（2018）年には 29,560 戸となっています。 

 

■住宅戸数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査 

 

② 住宅所有関係別と建築時期 

豊島区の住宅所有関係は「民営借家」が 52.5％、「持ち家」が 36.5％です。建築時期をみ

ると、「持ち家」は平成 13～22（2001～2010）年に建築されたものが多くなっています。た

だ、昭和 55（1980）年以前が 25.2％あり旧耐震基準の建物も残っています。「民営借家」は

昭和 56～平成２（1981～1990）年、建築されたものが 19.2％と多く、築 30年を経過してい

ます。 

 

■住宅の所有関係    ■所有関係別建築時期 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 資料：住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 
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■構造別の建築時期 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 

 

■建て方別の建築時期 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 

 

③ 居住面積水準 

豊島区の居住面積水準をみると、最低居住面積水準未満世帯の割合は 19.1％で平成 25

（2013）年の 20.8％より 1.7 ポイント減少しています。所有関係別にみると、持ち家は 3.8％

であるのに対し、借家は 31.2％と高く、特に民営借家は 33.1％と非常に高くなっています。 

23 区平均と比べると、最低居住面積水準未満が 6.0 ポイント高くなっています。平成 25

（2013）年の 4.6 ポイントより 1.4 ポイント増加しています。 

 

■所有関係別の居住面積水準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 
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④ 新設着工住宅の床面積 

新設着工住宅の一戸あたりの平均床面積は「持ち家」は 100 ㎡強で推移しており、「分譲

住宅」は 50～100 ㎡の間で推移しています。「貸家」については 50㎡を超えたことはなく小

規模な住宅が多く供給されています。 

 

■新設着工住宅の床面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅着工統計調査 

 

⑤ 戸建てと長屋建ての敷地面積 

戸建て・長屋建ての敷地面積は、平成 30（2018）年では「50～74 ㎡」が 22.8％で最も多

くなっています。平成 20（2008）年からの変化をみると、「50～74 ㎡」が増えています。 

 

■戸建てと長屋建ての敷地面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査独自集計 
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（２）公営住宅等の状況 

① 公営住宅等ストックの状況 

令和４（2022）年度末現在の公営住宅等のストックの戸数は、「区営住宅」が 221 戸、「福

祉住宅」が 253 戸、「区民住宅」が 12 戸です。さらに、「都営住宅」が 1,345 戸で合計 1,831

戸あります。 

「区民住宅」は借り上げ期限の満了により順次住宅を返還しています。 

 

■公営住宅の供給戸数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

資料：豊島区 

 

② 入居者の状況 

令和４（2022）年度末現在の福祉住宅を除く区営住宅の世帯主は、「65 歳以上」が 61.8％

となっています。世帯人員数では、民営借家では１人世帯が 78.7％と多くなっていますが、

福祉住宅を除く区営住宅では２人以上世帯が多くなっています。 

 

■入居世帯の世帯主の年齢構成と世帯人数 

【民営借家】        【区営住宅】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２（2020）年）   資料：豊島区（令和５（2023）年３月 31日） 
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（３）分譲マンションの適正管理 

① 着工件数 

分譲マンションの供給は、昭和 53（1978）年以降、竣工戸数が増大し、その後、一時減少

し、平成８（1996）年から再び建設が活発になりましたが、平成 28（2016）年から減少傾向

になっています。 

 

■着工件数 

 

 

 

 

 

 

資料：豊島区政策データブック 

 

② 世帯構成 

区内の分譲マンション 1,246 棟に居住している世帯構成は、平成４（1992）年以前のマン

ションでは、単身世帯の比率が高くなっています。平成 15～24（2003～2012）年では、夫婦

と子の比率が高くなっています。 

 

■建築時期別世帯構成 

 

 

 

 

 

資料：住宅課（令和４（2022）年） 

 

③ 高齢化の状況 

区内の分譲マンション1,246棟に居住している世帯主の65歳以上の割合は、昭和57（1982）

年以前のマンションでは高齢化率が 40％を超えるマンションの比率が高くなっています。 

 
■建築時期別世帯主が 65 歳以上のマンション件数 

 

 

 

資料：住宅課（令和４（2022）年）  
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（４）マンションの規模 

マンション１棟あたりの戸数規模をみると、20～29戸のマンションが多くなっています。

50 戸未満の「小規模マンション」は 906 棟（72.7％）、50～199 戸の「中規模マンション」

は 320 棟（25.7％）、200 戸以上の「大規模マンション」は 20 棟（1.6％）です。また、階

数についてみると、「６階～10階」が 547 棟（43.9%）と多くなっています。 

 

■戸数規模別マンション数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅課 

 

■階数別マンション数 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅課 
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４ 地域における住環境の状況 

（１）安全・安心なまちづくり 

① 災害に強い住まい 

「鉄筋・鉄骨コンクリート造」が 55.4％を占め、「防火木造」が 25.1％で、不燃化された

住宅が 97.4％となっています。 

 

■住宅の構造別割合 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査独自集計（平成 30（2018）年） 

 

② 耐震化の状況 

令和４（2022）年の住宅の耐震化率は 92.3％となっています。 

 

■住宅の耐震化の推移 

 

 

 

 

 

資料：豊島区政策データブック 

 

③ 日常生活における安心 

豊島区の防犯について、区内刑法犯認知件数の推移をみると、この 10 年で半分以下に減

少しています。 

 

■豊島区内の刑法犯認知件数の推移 

 

 

 

資料：警視庁  
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※１ 平成 30年度住宅・土地統計調査を基に、住宅数を推計して算出。 
※２ 耐震化の推計方法については、東京都の耐震化率の推計方法に準拠。 
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（２）住宅市場 

① 不動産価格 

住宅地の地価の推移をみると、平成３（1991）年のバブル崩壊前は１平方メートルあたり

135 万円/㎡まで高騰しましたが、その後は落ち着き、平成 18（2006）年に約 41万円/㎡ま

で下落しました。その後は緩やかな上昇傾向が続いており、令和５（2023）年では約 68万

円/㎡となっています。 

 

■地価（住宅地）の推移 

 

 

 

 

資料：地価公示 

 

② 月額賃料 

豊島区の民営借家の床面積１㎡あたりの家賃は 2,615 円/㎡で、23区平均よりやや高くな

っています。また、隣接区と比べると、南側の区（新宿区・中野区・文京区）より安く、北

側の区（北区・板橋区・練馬区）より高くなっています。 

 

■民営借家の月額賃料 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 

 

③ 池袋駅からの家賃相場 

 

池袋駅から自転車で 10～15 分程度（概ね

1.5～3.0km 以内）の賃貸物件の家賃相場は、

ワンルームでは 6.5～7.7 万円、2DK では 11.7

～14.0 万円程度となっています。 

 

 

資料：SUUMO 賃貸マンション家賃相場（令和５（2023）年９月 19日）  
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■池袋駅から自転車で 15 分圏内の家賃相場 
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（３）魅力ある住まいづくり 

① 昼間人口 

昼間人口は、平成２～17（1990～2005）年、いったん減少しましたが、その後は再び増加

に転じ、40 万人強で推移し、まちの賑わいを形成しています。 

 

■昼間人口の推移 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

② 交通利便性 

駅から 10 分以内の距離として直線

距離 800ｍと想定して円を描くと、区

内のほぼ全域が 10 分以内に収まりま

す。 

 

 

 

 

 

 

③ CO₂排出量 

令和２（2020）年度の豊島区の CO₂排出量は、平成 25（2013）年度比で 25.9％の減少とな

っています。部門別で見ると、運輸、業務部門において減少傾向が見られます。今後、令和

32（2050）年にゼロカーボンを達成するためには、部門別割合の高い、業務部門や家庭部門

でのさらなる削減に対する取組みが必要です。 

 

■部門別 CO₂排出量の推移 
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資料：令和４（2022）年度豊島区環境年次報告書 
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５ 豊島区の住生活の現状から見えてきた課題 

 

現状①  コロナ禍の住生活への影響 

 令和２（2020）年に始まった新型コロナウィルス感染症の拡大により、国内外の経済社

会活動の抑制を余儀なくされ、我が国経済に甚大な影響をもたらしました。 

 豊島区では、帰国する外国人が増えたことで、在留外国人が減少し、人口が一時的に減

少しました。「豊島区人口ビジョン」によると、総人口は令和 36（2054）年まで増加す

ると予想しています。（P10 参照） 

 コロナ禍で提唱された「新たな生活様式」はテレワークや時差勤務の拡大等で働き方に

大きな変化をもたらし、その結果、自宅で過ごす時間が増えて、住宅性能へのニーズや

新たな住まい方へのニーズが高まりました。 

 

課題１  コロナ禍の住まいへの影響の対応→視点１・視点２・視点３ 

○ 経済的に困窮した区民の居住の安定の確保 

○ 多様なニーズに応じるための住まい方の確保、住環境の形成 

 

 

 

現状② 子育て世帯の増加とその負担 

 豊島区は特別区の中でも子育て世帯の割合が低いグループに属していますが、子育て

世帯は増加傾向にあります。特に6歳未満の子どもがいる世帯が増加しています。（P11、

P21 参照） 

 令和２（2020）年の「25～29 歳→30～34 歳」の男 38.3％、女 43.4％で、平成 27 年の

男 22.7％、女 25.6％と比べて定住率は高くなっていますが、18歳以下の子どもがいる

世帯の転出状況をみると、63.1％が子どもの年齢が 6 歳に達するまでに転出していま

す。（P13、P24 参照） 

 子育て世帯で家賃を 10 万円以上払っている世帯は 67.3％と、特別区の 59.3％と比べ

て割合が高くなっています。（P23 参照） 

 子育てについて重要なことは、「子育てを支援する施設やサービス」、「安全な遊び場」、

「安全な道路」への割合が高くなっています。（P33 参照） 

 

課題２ 子育て世帯の住まいの確保→視点１・視点２ 

○ 世帯人数に応じた住まいの確保、子育て世帯の定住の推進 

○ 共働き世帯に対しては教育、保育等の子育てに係るサポートの充実、住環境の整備 
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現状③ 単身高齢者の高い割合、高齢化の進展 

 65 歳以上の単身高齢者と高齢夫婦世帯が増加しています。高齢者人口に占める単身高

齢者の割合は 35.6％で、23 区の 28.4％を上回っています。（P28 参照） 

 単身高齢者の持ち家率は平成 25（2013）年 53.2％から平成 30（2018）年 56.3％に微増

しました。一方、38.4％が民営借家に居住しています。高齢夫婦世帯でも 19.7％が民

営借家に居住しています。（P29 参照） 

 単身高齢者の収入をみると、民営借家に居住する世帯では、年収 200 万円未満が 48.7％

です。家賃については、4 万円未満は 9.6％、10 万円以上払っている世帯は 15.2％と

なっています。（P31 参照） 

 豊島区の空き家率は 13.3％となっています。また、高齢者の持ち家は空き家化のリス

クがあります。（P38 参照） 

 

課題３ 高齢者の住まいの確保→視点１・視点２・視点４・視点５ 

○ 単身高齢者、民間賃貸住宅に居住している高齢者が増加していることを踏まえ、高齢

者の居住の安定のための支援の充実 

○ 福祉施策と連携した住宅施策の展開 

○ 空き家関連施策の着実な推進、地域交流の活性化や地域コミュニティの再生、地域福

祉等に資する空き家の利活用 

 

 

 

現状④ 分譲マンションの管理 

 区内の分譲マンションは 1,246 棟です。昭和 57（1982）年と平成元（1989）年に大き

な着工件数のピークがあり、近年では年間 1,000 戸の供給が続いています。（P42 参照） 

 分譲マンションで高齢化が進展しています。昭和 57（1982）年以前に建築された分譲

マンションでは世帯主が 65 歳以上の世帯割合が 40％を超えるマンションの比率が高

くなっています。（P42 参照） 

 豊島区は分譲マンション条例を制定し、適正な管理の支援と地域コミュニティへの寄

与を進めています。 

 

課題４ 適正な維持管理の推進→視点１・視点５ 

○ 管理状況届出制度の情報を活用して管理組合に働きかける等による分譲マンションの

適正な管理の促進 

○ 老朽マンションについて、改修や建替えなどによる再生 
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１ 新たな計画の視点   

この住宅マスタープランの改定にあたっては、現行の住宅マスタープラン策定後の社会

情勢の変化や区民の住まいの現状等を踏まえ、前回の視点に、だれも取り残さないための住

宅施策の展開を加え、次の 5つを「視点」として設定しました。 

現計画 新たな計画 

視点１ ライフステージ・ライフスタイルに

応じた住宅施策の展開 

視点１ ライフステージ・ライフスタイルに

応じた住宅施策の展開 

視点２ だれも取り残さないための住宅施策

の展開 

視点２ 居住の場としての魅力の向上・発信 視点３ 地域の「居場所」の展開 

視点３ 住宅施策と福祉施策の連携による安 

心居住の推進 

視点４ 住宅施策と福祉施策の連携による安

心居住の推進 

視点４ 公民連携と役割分担 視点５ 公民連携による良質な住宅ストック

の形成 
 

視点 1 

ライフステージ・ライフスタイルに応じた住宅施策の展開 

進学、就職、結婚、出産、子育て、家族や配偶者との離別など、ライフステージの変化に

応じて、住まいに求める条件は変化していきます。とくに子どもが生まれて、成長していく

と、住宅についての条件は大きく変化し、地域に住み続けるためには課題が生じます。 

 住み慣れた地域で暮らし続けるための支援や、必要に応じて住み替えながら暮らし続け

るための支援など、区民一人ひとりのライフステージやライフスタイルに応じて、多様な居

住地や住まいを選択できるような環境整備が求められています。 

 
視点 2 

だれも取り残さないための住宅施策の展開 

 豊島区は、単身高齢者の割合が高いため高齢者の居住支援はより重要な課題になってく

ると予想されます。また、今後さらに国際化が進めば、住宅施策における多文化共生への対

応はより重要な課題になってきます。 

令和２（2020）年から始まったコロナウイルス感染症拡大は、豊島区においても多数の人

が住生活において影響を受けました。非正規雇用、高齢者、障害者、子育て世帯、外国籍等

区民など住宅弱者は大きな影響を受けました。そして、ひとりひとりの状況は異なり、きめ

細かな支援が必要になりました。 

 住まいに対する価値観や住まい方そのものの多様化、共働き子育て世帯の増加、少子高齢

化の進行、外国籍等区民の増加等住まいを取り巻く状況は変化しています。 

 こうした状況を踏まえ、これからの住宅施策においては、多様性を尊重し、だれも取り残

さないという、SDGs の理念に基づいた、連続した支援の展開が求められています。 
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視点 3 

地域の「居場所」の展開 

 豊島区は、池袋駅を中心に商業・業務機能が集積し、その周囲に閑静な住宅地が広がって

います。また、大塚、巣鴨、駒込、目白など駅の周辺には特徴あるまちなみが形成されてい

ます。交通利便性や生活利便性に加え、地域ごとに異なる魅力や地域らしさを活かしたまち

づくりの進展も豊島区の特徴のひとつです。 

 都市への人口集中は住宅価格を引き上げ、その結果住宅の面積は縮小します。広い住宅は

高額となるので一般的な所得では住めなくなるためです。このような場合には居住機能の

「外部化」が進んでおり、居住に必要な機能は自宅内だけで完結せず、周辺の地域に、住ま

いを支える機能が不可欠です。近年では、自宅でも職場でもない場所「サードプレイス」が

着目されています。例えば、コ・ワーキングスペースや図書館、保育園、子ども食堂などで

す。居住のための機能は住宅から都市の中へと広がり、街中にあった機能が住宅内に入り込

み、住宅と都市との関係は融合が進んでいます。住宅施策の対象として、住宅そのものだけ

でなく多様な「居場所」や周辺地域の住環境を含めて捉える必要があります。 

 
視点 4 

住宅施策と福祉施策の連携による安心居住の推進 

 住宅を確保するとは、安定した暮らしを営むための前提であり、居住の安定確保はこれま

で以上に重要になっています。 

 豊島区は、区営住宅等の運用や借上型住宅等による居住の安定化や住宅部局と福祉部局

が連携し入居相談や居住支援に取組んできました。平成 24（2012）年７月に居住支援協議

会を設立し、居住支援団体や賃貸事業者団体、NPO等、公と民が連携して住宅確保要配慮者

の居住支援を広げる取組みを進めてきました。コロナウイルス感染症拡大の影響、災害の激

甚化などにより居住にかかる課題は多様化しており、住宅施策と福祉施策との連携により、

地域で居住を支え合える仕組みづくりを進めていくことでより広いニーズに対応していく

必要があります。 

 
視点 5 

公民連携による良質な住宅ストックの形成 

 豊島区内の住宅総数は世帯数を大きく上回り、既存の住宅ストックを活用していくこと

が重要です。そのためには、公民連携により将来の住宅需要に対応していくことが必要です。 

 長期にわたり活用できる住宅ストックを形成していくためには、住宅の機能性を高め、適

切に建物と設備を維持保全していくことが必要です。豊島区民の多くが居住する集合住宅

においては、とくに区分所有者の合意により管理される分譲マンションの適正管理が課題

になっています。 

 そして、空き家について、放置されると、防災、防犯、衛生、景観等の地域住民の生活環

境に深刻な影響を及ぼす可能性も高まります。 
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 また、平成 30（2018）年住宅・土地統計調査によると、豊島区内の空き家率は 13.3％と

23 区で１番高くなっており、発生を抑止し、利活用を促し、適切に維持管理をしていくこ

とが課題になっています。セーフティネット住宅としての活用、地域貢献として活用などに

公民連携により取組んでいくことも必要です。 

注：平成 29（2017）年３月に実施した「豊島区空き家等発生メカニズム分析調査業務」の報告書によると

「将来使う予定がある。」「資産と保有しておきたい。」「建物への思い入れが強い。」との理由で空き家

所有者の 45.9％が利活用したくないとの意向を持っていました。 
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２ 基本理念 

 

安全・安心に 自分らしく暮らせる 魅力あるまち・としま 

 

居住の場としての豊島区の魅力は、商業・業務機能が集積する池袋駅周辺を中心に、大塚、

巣鴨、駒込、目白など、地域の拠点となる各駅に近接して、利便性が高い住宅地が広がって

いることです。 

 居住の場として求められる魅力とは、単身、夫婦、子育てファミリー、高齢者、障害者な

ど、それぞれの世帯にとって質の高い住宅がバランスよく供給され、安全で快適な住環境が

形成されていることです。 

 また、近年は家族構成やライフステージ・ライフスタイルの変化への対応に加え、多文化

共生、家族のありかたの変化など住生活に対する価値観や住まい方そのものが多様化して

きています。 

 今後の住まいづくりにおいては、居住水準の向上や住宅の耐震性の確保、環境性能の向上、

良好な住環境の形成はもちろんのこと、一人ひとりがその人が望んだ住まい方に応じて、適

切な住宅が選択できる環境の構築を行うことで、“自分らしく暮らせる”住まいづくりと地

域の居場所づくりが必要となってきます。 

 長く住んできた人にとっても、新たに住む人にとっても、豊島区が愛着と誇りが持てる

“ふるさと”となるよう、区民や事業者の主体的な参加のもと、住宅・住環境の整備を進め

ていきます。 

 自分で選択した住まいで、地域に愛着を感じるようになった区民は、将来、地域の中心的

な担い手となる可能性を秘めています。このような区民が増えていくことで、区民参加と公

民の連携が広がります。それが安全・安心に暮らせる住環境の形成につながり、さらには都

市の魅力のひとつになります。 

 これらを踏まえ、「安全・安心に 自分らしく暮らせる 魅力あるまち・としま」を基本理

念とし、区民や事業者との協働による役割分担を認識しながら、住宅施策を進めていきます。 
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３ 基本目標 

 

基本目標１ 住み慣れた地域で暮らし続けられる住まいづくり  

 

 住宅施策と福祉施策との連携、公民連携と役割分担により、ライフステージ・ライフスタ

イルの変化等に応じた多様なニーズに応じた住まいの確保が選択可能な施策を展開します。 

 子育て世代の定住化を支援することで、バランスの取れた世代構成による活発な地域コ

ミュニティの形成を促進します。 

また、高齢化の進展に伴い単身高齢者が増加する中、高齢者が安心して暮らし続けられる

ような居住環境を目指すとともに、子育て世帯、障害者、外国籍等区民など住宅確保要配慮

者の住宅セーフティネットを強化し、福祉施策をはじめ様々な施策分野と連携することで、

住み慣れた地域で暮らし続けられる住まいを目指します。 

 

 

【取組みの方針】 

１ 子育て世帯の安心居住の推進 

２ 高齢社会に対応した居住の安定確保 

３ 住宅セーフティネット機能の充実による居住の安定 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

視点１ 

ライフステージ・

ライフスタイル

に応じた住宅施

策の展開 

視点２ 

だれも取り残さ

ないための住宅

施策の展開 

視点４ 

住宅施策と福祉

施策の連携によ

る安心居住の推

進 

視点５ 

公民連携による

良質な住宅スト

ックの形成 
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基本目標２ 良質で長く住み継がれる住宅ストックの形成  

  

 ライフステージ・ライフスタイルにあった自分らしく暮らせる住まいを選択するために

は、地域に多様で良質な住宅ストックが形成されていることが必要です。公民連携と役割

分担により新築住宅と既存の住宅ストックの質を高め持続するための施策を展開します。 

 多様な世代、多様な世帯に応じた良質な民間ストックの供給促進、断熱や設備など分譲

マンションの性能向上を含めた適正な維持管理、空き家の利活用の推進を通して、良質で

長く住み継がれる住宅ストックの形成を目指します。 

 

 

【取組みの方針】 

１ 良質な民間住宅の形成誘導 

２ 適正な維持管理による住宅の質の持続 

３ 住宅市場の活性化 

４ 空き家ストックの総合対策 

 

 

 

 

 

  

視点１ 

ライフステージ・

ライフスタイル

に応じた住宅施

策の展開 

視点２ 

だれも取り残さ

ないための住宅

施策の展開 

視点３ 

地域の「居場所」

の展開 

視点５ 

公民連携による

良質な住宅スト

ックの形成 
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基本目標３ 愛着と誇りが持てる住宅・住環境の創出  

 

 住んでみたい、住み続けたいと思われる豊島区にしていくためには、子どもから高齢者ま

で安全で安心して暮らすことができる地域らしさを大切にした住まいづくりが求められま

す。また、公民連携による新しい豊島区の魅力を活かした住環境を創出していくことも必要

です。居住機能の外部化により住まいをささえる機能が自宅の周辺にも求められるなか、例

えば、地域に様々な”居場所（サードプレイス）”を創出することで生活の利便性が向上す

るとともに安心して暮らせる環境を整備することで、区民が安心して、地域に愛着を持って

住み続けられる環境づくりを展開します。 

 地震や火災などの災害に強い住まいづくりの推進、安全・安心な住宅市街地の整備、地域

における安全・安心の取組みの推進、魅力ある住環境の整備・保全、バランスの取れた世代

構成による活発な地域コミュニティの促進、人と環境にやさしい住宅の普及促進、耐震性や

環境性能の向上やユニバーサルデザイン導入などによって、愛着と誇りが持てる住宅・住環

境の創出を目指します。 

 

 

【取組みの方針】 

１ 安全・安心な住宅・住環境の形成 

２ 魅力ある住宅・住環境の形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点３ 

地域の「居場所」

の展開 

視点１ 

ライフステージ・

ライフスタイル

に応じた住宅施

策の展開 

視点２ 

だれも取り残さ

ないための住宅

施策の展開 

視点４ 

住宅施策と福祉

施策の連携によ

る安心居住の推

進 

視点５ 

公民連携による

良質な住宅スト

ックの形成 
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第４章 

目標と取組み 

  

 

 

●豊島区住宅マスタープラン施策の体系 

●基本目標１ 住み慣れた地域で暮らし続けられる住まいづくり 

●基本目標２ 良質で長く住み継がれる住宅ストックの形成 

●基本目標３ 愛着と誇りが持てる住宅・住環境の創出 
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豊島区住宅マスタープラン施策の体系 

  
視点１ 

ライフステージ・ラ

イフスタイルに応じ

た住宅施策の展開 

視点２ 

だれも取り残さない

ための住宅施策の展

開 

視点３ 

地域の「居場所」の展

開 

視点４ 

住宅施策と福祉施策

の連携による安心居

住の推進 

視点５ 

公民連携による良質

な住宅ストックの形

成 

基
本
理
念 

安
全
・
安
心
に 

自
分
ら
し
く
暮
ら
せ
る 

魅
力
あ
る
ま
ち
・
と
し
ま 

基本目標２ 

良質で長く住み継がれる住宅ストック

の形成 

基本目標１ 

住み慣れた地域で暮らし続けられる住

まいづくり 

基本目標３ 

愛着と誇りが持てる住宅・住環境の創出 
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１ 子育て世帯の安心居住の推進 

２ 高齢社会に対応した居住の安定確保 

３ 住宅セーフティネット機能の充実 

による居住の安定 

１ 良質な民間住宅の形成誘導 

２ 適正な維持管理による住宅の質の持続 

３ 住宅市場の活性化   

４ 空き家ストックの総合対策 

２ 魅力ある住宅・住環境の形成 

１ 安全・安心な住宅・住環境の形成 

１－１ 子育て世帯向けの良質な住宅の供給促進 

１－２ 子育ち・子育てしやすい環境の整備 

１－３ 子育て世帯の定住支援 

２－１ 自立した生活を支える多様な住宅の供給 

２－２ 民間住宅における高齢者の円滑入居の促進 

２－３ 単身高齢者等の住生活支援 

２－４ 高齢者の多様な住まい方の促進 

３－１ 民間住宅を活用した住宅の供給 

３－２ 福祉施策との連携強化 

３－３ 居住支援協議会の機能強化 

３－４ 区営住宅の機能改善 

３－５ 多文化共生による住まいづくり 

１－１ 良質な民間ストックの供給促進 

１－２ 既存ストックの質の向上 

２－１ 分譲マンションの適正な維持管理 

２－２ 分譲マンションの長寿命化支援 

２－３ 分譲マンションの建替え・改修支援 

２－４ 区営住宅の長寿命化と維持管理 

３－１ 既存住宅に関する情報提供と市場の活性化 

３－２ 市場の活性化による民間住宅の活用促進 

４－１ 空き家の利活用の促進 

４－２ 空き家の適正管理の推進 

４－３ 空き家所有者への情報提供・相談体制の充実 

２－１ 魅力的な住環境の整備・保全 

２－２ 人と環境にやさしい住宅の普及促進 

１－１ 災害に強い住まいづくりの推進 

１－２ 安全・安心な住宅市街地の整備 

１－３ 地域における安全・安心の取組みの推進 
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基本目標 1 住み慣れた地域で暮らし続けられる住まいづくり 

１ 子育て世帯の安心居住の推進  
１－１ 子育て世帯向けの良質な住宅の供給促進  
 

 子どもの安全が確保され、子育てを支援する施設やサービスが提供される住宅で、

東京都が認定する「東京こどもすくすく住宅（旧東京都子育て支援住宅）認定制

度」の普及を図るとともに、整備に係る費用の支援や都市開発諸制度等による容

積率緩和の活用により、東京子どもすくすく住宅の供給を促進します。 

 都市再生機構や公社賃貸住宅のうち老朽化した団地の建替えに際して、子育て世

帯向け賃貸住宅の供給を要請します。 

 新たに建設する一定規模以上の共同住宅において、子育て世帯をはじめ、様々な

世帯が生活しやすい多様性社会に応じた面積を有する住戸の供給誘導を図る「と

しまファミリー住戸」の附置義務を導入し、住宅ストックバランスの改善とファ

ミリー世帯の定住化を図ります。 

注：住宅・土地統計調査によると、住宅面積 50 ㎡以上の住宅ストックは、平成 25（2013）年

は 46.0％だったが、平成 30（2018）年には 42.4％へと減少しています。 

 

 

 

 

■東京こどもすくすく住宅（旧東京都子育て支援住宅）認定制度 

「東京こどもすくすく住宅認定制度」とは、居住者の安全性や家事のしやすさなどに配慮

された住宅で、かつ、子育てを支援する施設やサービスの提供など、子育てしやすい環境づ

くりのための取組を行っている優良な住宅を東京都が認定する制度です。 

「東京こどもすくすく住宅認定制度」は、セーフティモデル、セレクトモデル、アドバン

ストモデルの３つの認定モデルがあります。 

また、認定を受けた住宅の整備費の一部が補助金の対象となる等のメリットがあります。 

令和５（2023）年４月７日時点まで、豊島区は二つの新築集合住宅が認定を受けていま

す。 

 

 

 

       

  資料：東京都 HP「東京こどもすくすく住宅認定制度」 
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１－２ 子育ち・子育てしやすい環境の整備  

 

（１）子どもの居場所の充実  

 共働き世帯が安心して子どもを預けることができる保育園など、必要に応じて子

育て支援施設を整備します。その施策のひとつとして、子育て支援施設を整備す

る場合に容積率を割り増すことができる都市開発諸制度を開発事業者などに周

知することにより、都市づくりの活性化の機会を捉えた取り組みを進めていきま

す。 

 子どもや子育て世帯が気軽に利用できて、地域の方々と交流を持ちながら子ども

の成長を助け、保護者と子どもと地域の交流の場になるような居場所づくりを推

進します。 

 

 

■若者のための居場所 モノづくり交流スペース だちゃカフェ 

令和４（2022）年 11 月豊島区に若者が安心して過ごすことができる若者の居場所「だち

ゃカフェ」がオープンしました。 

だちゃカフェではゆっくり飲み物を飲んでぼーっとしたり、おやつを食べながらおしゃ

べりしたり、スマホをいじったり、本を読んだり、気の向くままに創作体験をしたり、過ご

し方は自由です。好きなときにふらっと来て、好きな時間に帰っても大丈夫です。飲み物も

おやつも創作ワークショップもすべて無料です。公認心理師などこころの専門家がいるの

で、話したくなったら、家族や友達のこと、気になることを安心してお話できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：豊島区 HP「すずらんスマイルプロジェクト」 
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（２）子育ち・子育てしやすいまちづくりの推進  

 地域に点在する中小規模公園や児童遊園は、地域コミュニティの場であり、また、

近年では保育園の園庭としても活用されているため、地域のニーズに合わせた活

用を進めるプロジェクトにより、子どもや子育て世帯の快適な環境整備を推進し

ます。 

 子ども、子育て世帯を支援するＮＰＯ法人等が運営するサードプレイス(居場所)

の活動と連携し、住まいに課題のある方を区や居住支援協議会の相談窓口につな

げるなど、居住に関する相談のアクセス性を高め、入居相談体制の更なる強化を

図ります。 

 子育て支援策の充実、ワークライフバランスの推進、子育て世帯向け住宅の確保

など、子育ち・子育てしやすい環境整備を推進するとともに、子育て支援やワー

クライフバランスに関する情報発信を強化します。 

 子育て経験者や様々な経験を有する高齢者などによる育成支援に係る活動への

参加を促す取組みを進めるとともに、ＮＰＯ法人、企業などの参画を促進します。 

 子育て世帯、特にひとり親世帯への入居・居住支援サービスを充実するため、居

住支援協議会に登録している団体や、東京都の居住支援法人との連携を強化しま

す。 

注：子育て世帯、特にひとり親世帯は、経済的に困窮していることも多く、民間賃貸住宅への

入居を拒まれ住宅確保に苦慮している場合があります。 

■プレーパーク 

プレーパークとは、「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットーにしたあそび場です。公園に

あるような遊具はありませんが、屋外で遊べる場所が少なくなっている中、泥遊び・木登り・

焚き火・虫取り・工作遊びなど子どもたちが自由にいきいきと遊べます。そうした遊びの中

で創造性、協調性、自主性を育み、健全な心身の発達を促すことができる貴重な空間です。   

区内では池袋本町公園に常設のプレーパーク（池袋本町プレーパーク）の他、公共施設等

でもプレーパーク事業を実施し、区内各地に子どもの遊びの場を広げています。 

池袋本町プレーパークには、子どもたちが楽しく遊べるように配慮し、子どもたちの行動

に目を配り、一緒に遊ぶ「プレーリーダー」が常駐しています。

子どもたちの好奇心や欲求を大切にし、やりたいことができる

限り実現できるように運営しています。池袋本町プレーパーク

の運営、管理は「NPO 法人豊島子ども WAKUWAKU ネット

ワーク」が行っています。「自分の責任で自由に遊べる」空間づ

くりを目指して、地域や子どもたちとともに活動しています。 
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１－３ 子育て世帯の定住支援  

 

（１）近居・多世代同居の推進  

 親子で支え合いながら子育てできる環境を整備し、子育て世帯が区内で定住でき

るよう、子育て世帯が親世帯と同居・近居する場合の住み替え支援制度を検討し

ます。 

（２）子育てに配慮した良質な住まいづくりの推進  

 子育て世帯の良質な住宅への住み替えを誘導するため、「子育てファミリー世帯

家賃助成」の効果的な運用を図ります。 

 幅広い子育て世帯の定住を促進するため、現行の制度で支援の対象となっていな

い子育て世帯への新たな支援制度を検討します。 

 区営住宅の定期利用対象者をひとり親にも拡大し、制度を充実していくとともに、

「子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業」を活用し、子育てしやすい住宅へ

の改修を進めます。 

（３）子育て世帯の住まいに関する情報提供  

 子育て施策と連携して、子育てしやすい住宅や行政の支援制度などを情報提供し

ます。また、ホームページなどを活用した情報提供の充実に努めます。 
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■住み続けられるための住まい方のイメージ 

子育て世帯は子どもの成⾧により住宅が手狭になり、もっと広い住宅に住替えたいとい

うニーズが生じます。そして、子どもが独立すると広い住宅は必要なくなります。 

子育て世帯が住み続けられるための住まい方の一つのイメージとして、ライフステージ

において、広い住宅が必要な時期だけ、近隣に一部屋賃借して生活空間を広げ、不要になっ

たら解約することで、適切な住居費負担で暮らすことができると考えられます。こうすれば

同じ生活圏に住み続けることができ、地域コミュニティの担い手として活動できる期間も

⾧くなると考えられます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事例 

千葉大学が千葉市花見川区西小山台団地で行った調査1によると、ライフステージの変化

に応じて近隣の住宅を活用している事例を紹介されています。 

5 人家族で住んでいた家庭が、息子が成人になり手狭になったため、隣の住戸を購入して

親世帯と子どもたちで２つの住宅を使用し、部屋の狭小を解消した事例。同時期に入居した

家族が、お隣同士で「引っ越すときには売りましょうか」と声掛けをしようと申し合わせて

いて、実際に、一方の家族が隣の住戸を購入して２つの住戸を使用することで⾧期居住につ

ながった事例が紹介されています。  

                                                      
1 郊外分譲住集合住宅団地再生におけ既存棟の非改造型活用に関する基礎的研究 複数住戸使用と外部所

有者の住戸経営意識から見た既存棟活用の可能性  八木文香、小林秀樹、小杉学 2005 年 日本建築

学会学術講演会梗概 

単身 夫婦 子育て 子ども 
学齢期 

子ども 
独立 夫婦 

1K 

1DK 

1K 

2LDK 2LDK 2LDK 2LDK 2LDK 

子どもが生
まれ、住宅
が手狭にな
った。 

夫婦向けのコ
ンパクトな住
宅を購入又は
借家 

子ども独立後
はコンパクト
な暮らしが可
能住み慣れた
地域に住み続
けられる。 

解約し、 

独立 

同じ町内或いは同
じマンション内に
一部屋借りる。 
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２ 高齢社会に対応した居住の安定確保  

 

２－１ 自立した生活を支える多様な住宅の供給  

 

（１）高齢者向け住宅の供給促進  

 日常の生活支援などを提供する高齢者向け住宅の供給を誘導します。 

 

（２）福祉住宅（シルバーピア等）の供給  

 高齢者（障害者、ひとり親家庭を含む）を対象とする福祉住宅の現在の戸数を維

持しつつ、多世代コミュニティ形成の観点から区営住宅の建替えの際に福祉住宅

の機能を併設する形で供給増を図ります。 

 福祉住宅の建替えにあたっては、管理方法の見直しにより、現行の住み込み型の

「生活協力員方式」から勤務型の「生活援助員（ＬＳＡ）」の配置を進め、生活相

談などの充実を図ります。 

 借上げ型の福祉住宅については、借上終了時期を踏まえた募集のあり方、入居者

及び所有者への対応方針を検討します。 

 

（３）高齢期等に対応した住宅・施設の整備促進  

 高齢者の身体機能低下に対応した住宅改修を促進するため、福祉部局と連携して

「介護保険による住宅改修」や「高齢者自立支援住宅改修助成」を推進します。 

 ケア付き住まいの整備や共同生活を送ることのできるグループホームなどの整

備・運営の支援を進めます。整備については、事業者に対し、施設及び設備の整

備に係る費用の支援を行います。 

 

２－２ 民間住宅における高齢者の円滑入居の促進 

（１）福祉部局と連携した入居支援制度の構築  

 高齢者などが円滑に入居することができる「セーフティネット住宅」、「としま居

住支援バンク」などの制度の普及促進をすることにより、民間住宅の活用を促進

します。  
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 保証人が見つからないなどにより民間住宅への入居が困難な高齢者が、円滑に民

間住宅へ入居するため、福祉部局、社会福祉協議会、不動産事業者、保証会社な

どと協力・連携し、入居支援から生活支援まで連続性のある支援に努めます。 

 民間住宅の活用促進にあたり、高齢者あるいは障害者も含めた、入居しやすく暮

らしやすい住宅として、セーフティネット住宅、としま居住支援バンクの登録を

推進します。 

 居住支援団体の協力による見守りや、不動産関係団体との連携による支援策の検

討などにより、賃貸住宅オーナーの心配事を解消することで、単身高齢者、障害

者、高齢者、ひとり親世帯などに対して住宅を貸しやすい環境づくりに取り組み

ます。 

 

（２）高齢者への住まいに関する情報提供  

 「家賃債務保証制度」、「住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度（住宅セーフ

ティネット制度）」、「あんしん居住制度」の普及に努めます。 

 賃貸借に関する相談体制を拡充するとともに、賃貸借契約の基礎知識、紛争防止

のための留意事項の情報提供に努めます。 

 

２－３ 単身高齢者等の住生活支援  

 

（１）救急通報・安否確認サービス等の普及促進  

 救急通報システムと安否確認の見守りなど、単身高齢者などが在宅で安心して日

常生活を過ごすための支援を促進します。 

 

（２）地域との連携による見守り活動等の推進  

 単身高齢者や高齢者のみ世帯など、見守りが必要な人を早期に発見し、必要なサ

ービスや支援につなげるため、継続的なアウトリーチ活動を推進していきます。

また、地域住民や事業者とも連携し、見守り活動を行っていきます。 

 単身高齢者の将来的な不安に対して、終活あんしんセンターの相談事業を通じて、

必要に応じて家財処分等の手続きを専門家等に依頼する死後事務委任契約につ

なげるなど、安心して居住できるよう支援していきます。 
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２－４ 高齢者の多様な住まい方の促進  

 

（１）高齢者の多様な住まい方の促進  

 高齢者の孤立を防ぐため、単身高齢者や高齢者のみ世帯などが複数の仲間とひと

つの屋根の下で助け合って暮らすグループリビングや高齢者を含む多様な世帯

がプライバシーを保ちながらも生活の一部を共有するコレクティブハウスなど

を運営するＮＰＯ法人などの民間団体と協力し、高齢者の多様な住まい方を普及

促進します。  

 豊島区と交流を持つ自治体間による豊島区とのつながりを実感できる工夫を凝

らした「二地域居住」を推進し、多様化するライフスタイルの選択肢の拡大を図

ります。 

 

 

■家財整理 

賃借人が亡くなった後に残された家財などの整理は遺族や賃貸契約の保証人が行います。

しかし、遺族や保証人がいない場合、遺族が相続を放棄した場合は、大家さんが故人の家財

整理を行わなければならないこともあります。亡くなった後の事務も必要です。このように、

大家さんのリスクと負担は大きいのですが、各種制度が整備されているため必要に応じた

制度の利用が可能です。 

 

少額短期保険 ・掛け金が少額で保険期間が１年以内、２年以内と短いです。 

・入居者が亡くなった際に遺品整理、原状復帰、家賃の損失に対して保

険金が支払われます。 

相続財産管理

人の選任 

・遺族が相続を放棄した場合の対応方法の一つです。 

・遺品管理と整理を任せることができます。 

死後事務委任

契約や終活に

係る生前契約 

・遺品の処分方法を予め定めておく方法です。 

・葬儀や死亡後の事務手続き等を委託する契約です。 

終活情報登録

事業 

・あらかじめご本人が決めた内容を豊島区に登録することで、病気や事

故等で意思表示ができなくなった時、お亡くなりになった時に、登録

した内容をあらかじめ指定した相手に情報を伝えることができます。 
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３ 住宅セーフティネット機能の充実による居住の安定 

 
３－１ 民間住宅を活用した住宅の供給  

 

（１）住宅確保要配慮者が入居する住宅の登録促進 

 一定の基準を満たし、高齢者、子育て世帯、障害者、外国籍住民などの住宅確保

要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を東京都に登録する「セーフティネット住宅

の登録制度」の普及促進を図るため、不動産団体などとの連携をさらに進めてい

きます。 

 家賃助成や改修費助成の対象となるセーフティネット専用住宅の登録促進のた

め、オーナーに登録したいと感じてもらえる区独自の支援のありかたについて検

討します。 

注：住宅確保要配慮者の受け皿として拡大が望まれているセーフティネット専用住宅は住宅用

確保配慮者が入居しない場合は、空室とする、更新料を取ってはいけない等オーナー側に

とって登録するメリットが少ないため登録戸数が増えない現状があります。 

 住宅確保要配慮者の入居が可能な民間住宅の「としま居住支援バンク」への登録

を促進するため、居住支援協議会と連携して制度の普及を図るとともに、不動産

団体との連携をさらに進めます。 

 

（２） 円滑な入居のための環境整備  

 居住支援法人やＮＰＯ法人など、住まいづくりや入居者支援に関する取組みを進

める団体などの活動を支援します。 

 家賃債務保証制度、安否確認サービスの充実や区の相談機能の強化など所有者が

安心して住宅を提供できる体制を構築します。 

 民間住宅を「セーフティネット住宅」として登録した所有者への家賃低廉化と住

宅確保要配慮者の専用住宅として住宅改修する場合の所有者への改修費につい

て経済的支援を行います。  

 住宅確保要配慮者が民間住宅へ円滑に入居するための、地域の理解と協力の確保

に努めます。 
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（３）住み慣れた地域に暮らし続けるための環境整備  

 取り壊し等による立退きにより、住宅の確保に緊急を要する高齢者など住宅困窮

者のために、区が民間アパートを借り上げ、居住の安定を確保する「安心住まい

提供事業」については、長期間空室となっている住戸の返還を進めながら継続す

るとともに、個別のニーズに柔軟に対応できる新たな支援制度を検討します。 

注：「安心住まい提供事業」令和４年度末時点、161 戸中 43 戸が空室となっています。 

空室理由１：入居希望者と借り上げ住戸の地域偏在等でミスマッチが生じています。 

空室理由２：現在は安心住まいの他に、都の居住支援法人などが紹介できる物件もあり、民 

      間の取組みが広がりつつあります。 

 立退きなど転居せざるを得ない世帯に「高齢者世帯等住み替え家賃助成」制度に

より家賃の一部を一定期間支援します。 

 自力で民間住宅を探すことが難しい住宅確保要配慮者に対して、東京都指定の居

住支援法人や事業者等との連携により、民間住宅への入居に係る支援を行います。 

 

（４）地域特性に見合った住宅セーフティネットの実現  

 雇用情勢や家庭環境の変化などにより退職を余儀なくされ、住宅困窮に陥った場

合など、区民の住生活の実態を踏まえ、住宅セーフティネットのあり方について

検討します。  

 公営住宅への入居や家賃助成などの区が関与する既存の住宅施策について、真に

住宅に困窮する住宅確保要配慮者などの区民の住生活の実態を十分に踏まえ、適

宜、見直しや拡充を図ります。 
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■住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会 

国では、今後の単身高齢世帯等の増加による住宅確保要配慮者の居住ニーズの高まりを

見込み、厚生労働省、国土交通省、法務省の３省合同による検討会を設置し、住宅確保要

配慮者の円滑な住まいの確保や、住宅政策と福祉政策が一体となった居住支援機能等のあ

り方について、検討しています。 
 
■議論の方向、提言 

（１）居住支援の充実 

➣総合的で地域に密着したハード、ソフトに関する情報提供・相談体制の構築・充実 

➣各種制度や地域の取組・資源を活用した切れ目のない相談・支援・対応を行う体制の

整備につながる居住支援協議会の活用 

➣居住支援法人等が行政や他の民間の主体と連携しながら、安定的かつ継続的に地域で

必要な取組が可能となる経済的な支援のあり方や事業継続モデルの構築 

（２）賃貸人が住宅を提供しやすい市場環境の整備 

➣利用しやすい家賃債務保証や生活保護受給者への住宅扶助の代理納付の原則化等の検       

討 

➣賃貸人が安心して住宅確保要配慮者に住宅を提供できるよう入居後の生活支援まで含

めた居住支援機能のあり方の検討 

➣地方公共団体との連携も踏まえた、孤独死・残置物処理等の大家の不安軽減に資する

居住支援法人による関与の推進 

➣終身建物賃貸借事業対象住宅の拡大や事務手続きの簡素化 

（３）住宅確保要配慮者のニーズに対応した住宅等の確保方策 

➣住宅確保要配慮者のニーズ・負担に応じた住宅の確保のため、住宅確保要配慮者の安

心安全にも配慮したセーフティネット住宅の居住水準の見直し 

➣十分に活用されていない公的賃貸住宅ストックの積極的な活用の検討 

➣居住支援の効果的な実施に資する、地域における居場所（いわゆるサードプレイスな

ど）づくり 

（４）地域における住宅・福祉・司法と連携した居住支援の体制づくり 

➣居住支援協議会を通じた、行政、不動産事業者、居住支援法人、社会福祉法人、社会

福祉協議会、NPO、更生保護施設等の住宅・福祉・司法等の関係者が連携し、各種制

度や地域の取組・資源を活用した体制整備 

➣様々な状況・課題に合わせた専門的な支援や地域のインフォーマルサービスなど必要

な支援を適切にコーディネートするための体制の検討 

 
資料：国土交通省「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会 

第５回（令和５（2023）年 12 月５日）」 
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３－２ 福祉施策との連携強化  

 

（１）地域包括ケアシステムの推進  

 高齢者や障害者などが住み慣れた地域で暮らし続けるために、住まいを基本とし

た、医療・介護・介護予防・生活支援などを包括的かつ継続的に受けられる「地

域包括ケアシステム」を推進します。 

 「地域包括ケアシステム」を活用したネットワークにより住宅相談窓口へのアク

セス性を高め、子ども、高齢者、障害者などすべての人々が住まいに関する情報

提供や相談を受けられる体制を構築します。 

 

 

■地域包括ケアシステムイメージ  

資料：「豊島区地域保健福祉計画（令和 6（2024）年度～令和 11（2029）年度）」 
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（２）地域生活支援の充実  

 在宅生活を支えるサービスや相談窓口の充実を図り、包括的な支援を必要とする

人やその家族の立場に立った切れ目のない支援を行います。  

 「セーフティネット住宅」の入居者への家賃債務保証など民間住宅への入居に係

る情報提供とともに、居住支援協議会を通じて居住支援法人やＮＰＯ法人などの

育成・支援を行うことで、相談、見守りなどの生活支援の充実を図ります。 

 

（３）自立に向けた支援  

 「生活困窮者自立支援制度」に基づき、生活困窮者に対して生活再建と早期自立

を図るため、専門の相談員が一人ひとりの状況に応じた相談支援を行います。 

 社会福祉法人、ＮＰＯ法人などと連携してそれぞれの状況に応じたプランを作成

し、支援を実施します。 

 

３－３ 居住支援協議会の機能強化  
 

（１）居住支援活動の充実  

 住宅相談サービスの強化により、「セーフティネット住宅」などの情報提供、紹

介・斡旋を行います。 

 家賃債務保証制度、安否確認サービスなど、生活支援に関わる制度の周知するこ

とにより、民間住宅の所有者が安心して住宅を提供できるよう努めます。 

 住宅確保要配慮者の入居に協力的な地域に密着した不動産店などを「としま居住

支援バンク」に協力店として紹介登録する制度を構築することで、住宅確保要配

慮者の入居を支援します。 

 

（２）関係団体との連携促進  

 居住支援協議会が、住宅施策と福祉施策共通のプラットフォームとしての中心的

な役割を担い、不動産関係団体、居住支援法人、社会福祉協議会、地域で相談・

支援を行っている福祉支援者などとの連携を促進することで、民間住宅の所有者

への安心の提供を図ります。  

 

 住宅部局、福祉部局とＮＰＯ法人などで構成している居住支援協議会事務局は、

居住支援団体である社会福祉協議会や民間団体との連携により、住宅確保要配慮
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者の入居から生活支援まで、きめ細やかなサービスを提供していくための体制の

拡大を図ります。 

 

３－４ 区営住宅の機能改善  

 

（１）区営住宅の供給  

 区営住宅の供給については、引き続き、建替えや都営住宅の移管を基本として推

進します。 

 区営住宅の建替えにあたっては、土地を有効活用し、戸数の増加を図るとともに、

多様な世帯構成、世帯規模に対応する住戸を整備します。 

 

（２）入居者の適正化  

 高額所得者や収入超過者については、入居者の状況に応じて、適切に対応するこ

とで、区営住宅が公平に利用できるような運営を行います。  

 子育て世帯の入居拡大のため、子育て世帯を対象とした優遇抽選を実施します。  

 区営住宅をより効果的に運用するため、子育て世帯等を対象に、定期使用の活用

を推進します。 

 世帯構成員の減少などによる居住人数と住戸規模のミスマッチを解消するため、

世帯構成に応じた住み替えの仕組みを検討します。  

 公営住宅法が定める家賃をさらに減額している一般減免制度については、受益者

負担の適正化を図ります。 

 

３－５ 多文化共生による住まいづくり  

 

（１）多文化共生への相互理解の促進  

 日常生活を円滑に営むために、文化の違いを理解し、ともに生きる「多文化共生」

型のコミュニティ形成を推進することで、外国籍等区民が暮らしやすい環境を形

成します。  

 

 外国籍等区民の増加による地域の国際化が円滑に進むように、相互理解の促進に
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努めます。 

 

（２）外国籍等区民が居住するための環境整備  

 外国籍等区民の住宅確保を促進するため、不動産関係団体などと連携し、住宅情

報の提供や居住支援などに努めます。  

 不動産関係団体と連携し、「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」の

普及を図ることで、所有者などに対し外国籍等区民に対する住宅の提供への理解

と協力の確保に努めます。  

 マンション管理組合や管理会社、不動産団体等に対して、マンション管理規約の

内容を分かりやすく伝える多言語による掲示物等による周知を支援します。 

 

（３）住まい方のルール等に関する情報提供・相談体制の充実  

 住まいを探すことが困難な外国籍等区民や、住宅に関するトラブルを抱えた外国

籍等区民向けに住まい方に関する相談体制の構築を検討します。  

 外国人を含めた区分所有者や居住者に対して生活ルールや居住マナーを理解し

てもらうための情報発信を支援します。 
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基本目標２ 良質で長く住み継がれる住宅ストックの形成 

 

１ 良質な民間住宅の形成誘導  
 
１－１ 良質な民間ストックの供給促進 

 

（１）良質な集合住宅の供給誘導  

 「豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例」に基づき一定規模以上の集

合住宅について、高齢者の居住に配慮した設備の設置や管理人室の設置などを促

進します。 

 新たに建設する一定規模以上の共同住宅において、子育て世帯をはじめ、様々な

世帯が生活しやすい多様性社会に応じた面積を有する住戸の供給誘導を図る「と

しまファミリー住戸」の附置義務を導入し、住宅ストックバランスの改善とファ

ミリー世帯の定住化を図ります。 

注：住宅・土地統計調査によると、住宅面積 50 ㎡以上の住宅ストックは、平成 25（2013）年

は 46.0％だったが、平成 30（2018）年は 42.4％へと減少しています。（再掲） 

 

（２）狭小住戸・敷地の発生抑制  

 「狭小住戸集合住宅税」により、狭小な住戸から構成される共同住宅の建設を抑

制し、住宅ストックバランスの回復を図ります。 

 敷地の細分化による狭小戸建ての建設を抑制するため、敷地規制のあり方につい

て検討します。 

 
１－２既存ストックの質の向上 

（１）住宅の耐震改修の促進   

 「豊島区耐震改修促進計画」に基づき、区内の建築物の耐震改修を指導、助言、

助成などを含め、総合的かつ計画的に促進します。 

 

（２）住宅のバリアフリー化の促進  

 高齢者の身体機能低下に対応した住宅改修を促進するため、福祉部局と連携して

「介護保険による住宅改修」や「高齢者自立支援住宅改修助成」の活用を推進し

ます。（再掲） 
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（３）住宅の長寿命化の促進  

 住宅を長く使用するための住宅ストックの維持保全に関する情報などの普及啓

発を図ります。  

 スケルトン部分（柱、はり、床などの構造体）とインフィル部分（内装、間仕切

りなどの内部造作）とを構造的に分離することにより、建物として耐久性が高く、

リフォームなどにも柔軟に対応できるスケルトン・インフィル（ＳＩ）住宅の普

及を図ります。 

 経済的な事情により住宅の修繕を行うことが困難な方に対して「住宅修繕・リフ

ォーム資金助成」の活用を促すことで、良好な住宅ストックの増加を図ります。 

 

（４）リフォームに関する情報提供・相談体制の充実  

 住宅修繕やリフォームについて「豊島区住宅相談連絡会」との連携により相談体

制を強化するとともに、住宅の修繕やリフォームにより住宅の長寿命化を促進し

ます。  

 民間住宅の所有者などにバリアフリー化や温熱環境向上に関する情報提供や普

及啓発を図ります。 
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２ 適切な維持管理による住宅の質の持続 

 

２－１ 分譲マンションの適正な維持管理  

 

（１）マンションの適正な維持管理の推進  

 「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」および「豊島区マ

ンション管理推進条例」に基づく管理状況届出書の届出率の向上及び届出内容を

活用した支援により、マンションの管理の適正化を推進します。  

 管理状況届出書により実態把握したマンションについてはデータによる一元管

理を行い、マンションの老朽化や管理状況に応じた管理組合が運営されるように、

個々のマンションの実情に応じた支援を行います。  

 管理状況届出書の提出がされていないマンションには「マンション管理支援チー

ム派遣」などにより届出書の提出を促します。  

 管理状況届出書の内容から管理不全の兆候があるマンションに対しては「マンシ

ョン管理支援チーム派遣」や「マンション専門家派遣」などにより適正に管理運

営されるよう支援します。  

 区分所有者の高齢化による管理組合活動の停滞を防ぐため、マンション管理組合

への相談支援を行います。 

 大手の管理会社を中心に導入が進められている第三者管理方式については、その

メリットとデメリット等をマンション管理組合が正しく理解してもらうように

周知を図ります。 

※ 第三管理方式には、理事の負担の軽減、役員の担い手不足の解消等の効果がある一方、費

用負担の増加、区分所有者の管理当事者意識の希薄化等の課題があります。特に、管理業

者が外部管理者になった場合は、管理組合と管理業者が利益相反関係になるため、管理組

合が十分なチェック体制を構築していることが重要となります。 
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■マンションの第三者管理方式 

マンション管理士などの外部の専門家が理事⾧（役員）になり、直接管理組合の運営に携

わる方法で、管理組合の役員の担い手不足を背景に、導入事例が増えてきています。 

マンションの第三者管理方式について、「理事・監事外部専門家型又は理事⾧外部専門家

型」「外部管理者理事会監督型」「外部管理者総会監督型」の 3 つがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第三者管理方式の種類 

種類 ① 理事・監事外部専
門家型又は理事長
外部専門家型 

② 外部管理者理事会監
督型 

③ 外部管理者総会監督
型 

理事会の有無 理事会あり 理事会あり 理事会なし 

理事長の有無
と役割 

理事長あり 
管理者＝理事長 

理事長あり 
管理者≠理事長 

理事長なし 

外部専門家の
役割 

従来通り理事会を設
け、理事会役員に外部
専門家をいれるパター
ン 

外部専門家を区分所有法
上の管理者として選任
し、理事会は監事的立場
となり外部管理者を監視
するパターン 

外部専門家を区分所有法
上の管理者として選任
し、理事会は設けないパ
ターン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省 

■一般的な管理組合イメージ（理事会有） 

②外部管理者理事会監督型 ①理事・監事外部専門家型 
又は理事長外部専門家型 

 

③外部管理者総会監督型 

管理組合

総会（意思決定機関）

組合員 （区分所有者）

総会で意思決定。
理事会での方針

に対して決議

総会の決議案

理事会

理事長 （外部専
門家）

管理者

副理事長
又は理事
又は監事

（区分所
有者）

総会（意思決定機関）

組合員 （区分所有者）

総会で意思決定。
理事会での方針

に対して決議

監視

理事会

管理者

総会の決議案

理事長

（外部専門家）
副理事長
又は理事
又は監事

（

区
分
所
有
者）

管理組合

総会（意思決定機関）

組合員 （区分所有者）

総会で意思決定。
理事会での方針

に対して決議

総会の決議案

理事会

理事長

理事

（

区
分
所
有
者）

管理者

監事 （区分所有者や外部専門家）

管理者 監事

（区分所有者）

総会
（意思決定機関）

組合員

（区分所有者）

総会で意思決定。
理事会での方針

に対して決議

監視 理事会なし
監査法人等
外部監査

（外部専門家）
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（２）管理計画認定制度によるマンション管理水準の向上 

 管理組合が作成した管理計画が基準を満たした際に区が認定する「豊島区マンシ

ョン管理計画認定制度」を周知し、管理組合によるマンション管理水準の向上に

努めます。 

（３）管理組合等への情報提供・相談体制の充実  

 「マンション管理セミナー」を通じて、管理組合の運営方法や耐震化など様々な

情報提供を行うとともに、管理組合役員のなり手不足、駐車場の空き問題など個

別問題に対しても専門家による相談体制の充実を図ります。問題が解消したマン

ションの管理組合の事例を紹介するなど、「マンション管理セミナー」の開催方

法の見直しを適宜行います。 

 マンションの維持管理や大規模修繕などの相談について「マンション専門家派遣」

の利用を促進し、管理組合の円滑な活動を支援します。また、個別相談会の開催

など相談体制の充実を図ります。  

 専門家や関係団体、各種相談機関との連携を図り、管理組合や居住者の相談に柔

軟に対応できるよう相談体制の充実を図ります。 

 

２－２ 分譲マンションの長寿命化支援 
 

（１）共用部分の積極的な修繕の支援  

 長期修繕計画の作成がされていない管理組合や見直しを予定している管理組合

に対して、「マンション管理支援チーム派遣」、「マンション専門家派遣」、「マン

ション計画修繕調査費助成」の活用を推進し、計画的な修繕・改修を支援します。  

 東京都の「マンション改良工事助成」や（独）住宅金融支援機構の「マンション

共用部分リフォーム融資」の普及啓発を図ります。 

 長寿命化や住宅性能の向上へ向けた、専門家による具体的なアドバイスや技術的

支援を充実します。 

（２）耐震化の支援  

 耐震性の確保は、生命・身体の安全性に関わる重要な問題であるため、旧耐震基

準で建てられたマンションの管理組合や居住者に対し、耐震化工事に向けた合意

形成を得るための支援を行います。 

 耐震化を促進するため、「耐震診断助成」の活用を推進します。診断の結果、耐震

性が不足しているマンションには耐震改修設計助成や耐震改修助成の活用を推

進します。 
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２－３ 分譲マンションの建替え・改修支援  

 

 建替えや機能向上を目指した改修等を支援するために専門家派遣の活用を促し

ます。 

 管理組合がマンションの建替え・改修を検討するために、東京都の「マンション

建替え・改修アドバイザー制度」の利用促進を図ります。 

 「都心共同住宅供給事業」などの補助制度などを普及していくことで、マンショ

ン建替えが円滑に進むよう情報提供や支援を行います。 

 建替え資金に関して、（独）住宅金融支援機構の「まちづくり融資」などの情報提

供に努めます。 

 マンションの状況に応じた各種助成制度やマンション敷地売却制度など、最適な

手法を円滑に選択できるように最新の情報提供に努めます。 

 

２－４ 区営住宅の長寿命化と維持管理 

 

（１）区営住宅の長寿命化  

 区営住宅の長寿命化を図るため、長期的な視点に立って「豊島区公営住宅等長寿

命化計画」を見直し、従来の対処療法的な維持管理に留まらず、予防保全的な改

善や修繕を積極的に行います。  

 

（２）環境に配慮した取組みの推進  

 環境に配慮した区営住宅を長期に使用していくことで、エネルギーの効率的利用

と CO2 排出量の削減に取り組みます。  

 屋上や開口部の断熱性向上、省エネ型設備の採用、太陽光パネルなどの自然エネ

ルギーの利用、緑化の推進などにより環境負荷の低減に取り組みます。  

 

（３）バリアフリー化の推進  

 区営住宅などの内部改修などの際は、段差の解消や便所、浴室などへの手すり

設置などバリアフリー化を図ります。  
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３ 住宅市場の活性化 

 

３－１ 既存住宅に関する情報提供と市場の活性化 
 

（１）既存住宅の流通促進  

 売主、買主双方が安心して既存住宅を売買でき、また住宅のリフォームやメンテ

ナンスなどの予定が立てやすくなる「住宅診断（ホームインスペクション）」の

普及を図ります。  

 長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストックを形成していくため、「長期優

良住宅認定制度」を普及促進します。  

 住宅の性能を分かりやすく表示する「住宅性能表示制度」の普及を図ることで、

中古住宅を安心して購入することができる環境を整備します。 

 
（２）賃貸マンションに対する老朽化支援  

 賃貸マンションの所有者に向けて、維持管理についての情報提供や耐震化、専門

家の派遣などの支援について検討します。 

 
（３）リフォームに関する情報提供・相談体制の充実  

 住まいのリフォームについての所有者向けの情報提供を図り、住宅の修繕やリフ

ォームによる住宅の長寿命化を促進します。 

  

■住宅性能表示 

「住宅性能表示制度」とは、平成 12（2000）年４月１日に施行された「住宅の品質確保

の促進等に関する法律（品確法）」に基づく制度です。様々な住宅の性能をわかりやすく表

示し、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられました。 

住宅の性能を表示するための共通ルールとして、「日本住宅性能表示基準」が定められて

おり、住宅の性能評価方法として、「評価方法基準」が定められています。 

 

住宅性能評価を受けた住宅に対するメリット 

・民間金融機関による「住宅ローン」の金利引き下げ（例：フラット３５S） 

・耐震等級に応じた「地震保険料」の割引 

・「贈与税」の非課税枠の拡大 

・「住宅かし保険」の加入や「⾧期優良住宅」の認定手続きの簡素化   など 

資料：新築住宅の住宅性能表示制度かんたんガイド（令和４（2022）年 11 月７日版） 
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３－２ 市場の活性化による民間住宅の活用促進  

 

（１）居住支援協議会等と連携した民間住宅の活用  

 豊島区居住支援協議会や居住支援法人、不動産関係団体などと連携して、既存の

民間住宅を住宅確保要配慮者向けの専用住宅である「セーフティネット専用住宅」

への登録促進を図ります。 

 
（２）民間住宅を活用した多様な住まい方の推進  

 戸建て空き家及びマンションなどの空き室が利活用されるように、不動産関係団

体及び所有者などに活用方法の提案を行います。 

 「家族的な住まい方」の認定制度については、この間の社会情勢等の変化を踏ま

えて、実情に応じた見直しを検討していきます。 

注：家族的な住まい方の認定制度は、既存戸建住宅オーナーがシェアハウスとして運用するこ

とについて、予め区が認定することにより、用途が住宅のまま、適切なシェア居住を普及

することを目的にはじまった区独自の制度です。しかしながら、これまでに申請・認定件

数とも実績がありません。本制度を利用しなくてもシェアハウスは、民間事業者が建設し

一般的なものとなっています。 

 多様な世帯の居住者同士で食事・育児など暮らしの一部を支え合うコレクティブ

ハウスの普及や自立生活を営む高齢者がお互いのプライバシーを保ちながら共

同生活を送るグループリビングの普及に努めます。 

 
（３）持ち家の有効活用の促進 

 高齢者世帯などが居室に余裕のある戸建ての持ち家から住み替え、子育て世帯向

けの賃貸物件として活用する持ち家の資産活用の普及を図ります。 

 所有者が安心して貸借することができる定期借家契約などの普及を図り、空き家

などを市場で流通するための環境を整備します。また、所有者、賃借人双方に契

約のメリットについて普及啓発を図ります。 

 

（４）住宅の賃貸借に関するトラブルの防止  

 賃貸借に関する紛争を未然に防止するため、原状回復や入居中の修繕などの基本

的な考え方をまとめた、東京都の「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」の普及

啓発を図ります。  

 欠陥住宅の発生を未然に防止するため、東京都の「安心して住める家のための

ガイドブック（戸建て住宅編）」についての情報提供と活用を促進します。 
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４ 空き家ストックの総合対策  

 

４－１ 空き家の利活用の促進  

 

（１）空き家情報の把握  

 「豊島区空き家実態調査」や関連部署、地域から寄せられる情報提供などを通じ

て空き家に関する情報の更新を行い、利活用可能な空き家の情報把握に努めると

ともに、空き家オーナーに積極的に働きかけることで、空き家の利活用を促進し

ます。 

（２）空き家の利活用の普及啓発  

 「豊島区空家活用条例」における空き家登録制度の周知を図り、登録した所有者

に対して、相談から活用方法の提案まで総合的な支援を行います。 

 空き家を活用する事業者に「空家活用事業者」としての登録を促すとともに、登

録した事業者情報をホームページなどを通じて周知します。空家活用事業者につ

いては、社会情勢に併せて登録要件の見直しを行います。 

 空き家・空き室を賃貸用・居住用として活用する居住支援協議会や居住支援法人

などと協働・連携し、「としま居住支援バンク」の普及を図ることによって、居住

支援に活用可能な空き家の登録を充実させます。 

 空き家・空き室を地域の資源として有効に活用していくため、地域コミュニティ

維持・活性化するための地域活性化施設や交流スペース、シェアハウス等として

活用する場合に、空き家オーナーと活用事業者のマッチングや改修費助成等の支

援を行います。 

 

４－２ 空き家の適正管理の推進  

 

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」や「豊島区建物等の適正な維持管理を

推進する条例」に基づき、管理不全な建物などに指導・助言を行います。また、

除却費の助成や専門家を派遣することで、活用困難な空き家の適正な維持管理を

推進します。  

 「豊島区建物等の適正な維持管理を推進する条例」に基づき、空き家以外に樹木

の繁茂・ごみなどの問題のある空地に対して指導などの対応により周辺環境の保

全に努めます。 
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 「豊島区空家等対策計画」に基づき、「豊島区建物等適正維持管理推進連絡協議

会」などを通じ、警察や消防など関係機関及び専門士業などと連携しながら空き

家の解消や活用に向けた総合的な体制で取り組みます。 

 

４－３ 空き家所有者への情報提供・相談体制の充実  

 

 空き家の活用を促進するために、空き家所有者や今後空き家の発生が見込まれる

住宅などの所有者に対して、セミナーの開催やホームページなどを活用した区の

空き家施策や活用事例の情報提供を行います。  

 空き家所有者や空き家対策に関心がある方に対して、不動産団体や金融機関、専

門士業、（公財）シルバー人材センターなどの各種団体との連携により、幅広い

相談にきめ細かく対応できるよう相談体制の充実を図ります。 

 豊島区終活あんしんセンターと連携により住まいの終活相談を推進し、相続等に

伴う空き家発生の抑制に努めます。 
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基本目標３ 愛着と誇りが持てる住宅・住環境の創出 

１ 安全・安心な住宅・住環境の形成  
 
１－１ 災害に強い住まいづくりの推進  
 

（１）災害に強い住環境の形成  

 「豊島区耐震改修促進計画」に基づき、区内の建築物の耐震改修を指導、助言、

助成などを含め、総合的かつ計画的に促進します。 

 ブロック塀の点検と改修、建築物の外壁や窓ガラス、広告物などの屋外落下防止

などの啓発に努めます。また、ブロック塀の倒壊による被害を防ぐため、生垣化

やフェンス化などを促進します。 

 「豊島区無電柱化推進計画」に基づき、区民の生活道路の防災性向上のため区道

の無電柱化を推進します。 

 「洪水ハザードマップ」、「土砂災害ハザードマップ」により、地域の状況把握や

避難勧告や避難指示が発令された場合に救援センターへの速やかな避難のため

に周知します。 

 

（２）住宅の防災性能の向上  

 火災発生の原因となる通電火災などの発生を防止するため、火災危険度の高い地

域や木密地域を中心に感震ブレーカーなどの普及啓発を行います。  

 火災発生時の安全確保を図るため、管轄消防署と連携し火災警報器、消火器など

の設置を指導します。  

 震災時の家具の転倒・落下・移動による被害を防ぎ、迅速かつ円滑に避難できる

よう、家具転倒防止器具の活用について、啓発、情報提供を行います。 

 

（３）マンションにおける防災力の向上  

 マンション代表者などにおける防災用品の備蓄、定期的な防災訓練の実施、マン

ション居住者のうち災害時において特に支援を必要とする居住者の情報把握、防

災に関する手引きの作成・居住者への周知徹底などの取組みを支援します。  

 マンション居住者における、家具の転倒防止などによる室内の安全確保及び防災

用品の備蓄、居住しているマンションの防災に関する手引の確認、消防設備点検

への協力及び防災訓練への参加などの取組みを支援・誘導します。  
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 マンション内の自助・共助の視点から、災害時に有効なマンション共用部分の取

扱いの促進を促します。 

 

（４）震災復興を想定した住宅対策の推進  

 震災発生後における区営住宅などの入居者の安全確保及び施設の維持管理を行

います。  

 不動産関係団体と連携し、震災発生後における住宅供給や相談体制の構築を図り

ます。  

 円滑な都市復興の手順や指針を示した「震災復興マニュアル」を活用し、復興に

必要な事前の準備を進め、震災後の区民生活の早期回復・再建を図ります。 

 

１－２ 安全・安心な住宅市街地の整備  

 

（１）不燃化の促進  

 災害時に大きな被害が想定される木造住宅密集地域において、居住環境総合整備

事業や東京都の「不燃化推進特定整備地区（不燃化特区）制度」（期間限定）を活

用し、市街地の不燃化を促進します。不燃化特区全域の老朽化した住宅や、特定

整備路線沿道において、延焼遮断機能を高める住宅などの建替えに対し、経済的

支援を講じて、地域の防災性を向上します。 

 木造住宅密集地域で地区整備に伴い、住宅に困窮する高齢者などに対して、従前

居住者用賃貸住宅などの活用により、適切な住宅支援を行います。 

 不燃化特区の区域内では、「東京都建築安全条例」に基づく新たな防火規制の区

域指定により、木造住宅の個別の建替えに合わせた不燃化を促進します。 

 地域の防災に対する機運を醸成させるため、地域の住民が主体となって組織した

まちづくり協議会などに対し、運営の支援や防災まちづくりの情報提供を行うこ

とにより居住環境の改善に取り組みます。 

 住宅等の建替え支援により街区単位の防災性を高めるため、細街路の付け替えや

行き止まり道路の解消、敷地の共同化や有効利用、オープンスペースの確保など

をさらに進めます。共同化にあたっては、「密集市街地における防災街区の整備

の促進に関する法律」に基づく「防災街区整備事業」や東京都の「街区再編まち

づくり制度」を活用し、住宅等の建替え促進を後押しします。 
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（２）市街地の再開発等による住宅・住環境の整備  

 大規模敷地の開発などにあたっては、地域の特性に応じて、都市開発諸制度等を

適切に運用し、土地の有効利用による良質なファミリー向け住宅の供給、オープ

ンスペースの確保、生活道路の整備などを誘導します。  

 市街地再開発事業においては、道路や広場を整備するとともに、利便性の高い良

質な共同住宅の整備も検討します。  

 大規模マンション開発にあたり、良質な住宅や生活に便利な施設の附置を誘導し

ます。 

 

（３）都市計画道路の整備による住宅・住環境の整備  

 「補助 73 号線」、「補助 81 号線」、「補助 82 号線」、「補助 172 号線」など、住宅

地を貫通する新たな都市計画道路の整備にあたり、沿道における良質な共同住宅

の建設や街並み景観の形成を誘導するとともに、後背住宅地との調和を図ります。  

 都市計画道路事業により、高齢者など住宅困窮者が発生した場合は、必要に応じ

て「高齢者世帯等住み替え家賃助成」や「安心住まい提供事業」など適切な住宅

支援を行います。 

 

１－３ 地域における安全・安心の取組みの推進  

 

（１）防犯性の高い住宅の普及啓発  

 住宅の防犯性を高めるため、犯罪防止に配慮した構造、設備などに関する情報提

供を強化します。  

 防犯性の高い住まいを確保するため、防犯設備に関する情報提供を進めるととも

に、地域コミュニティと連携を図り、地域の防犯性を高めていきます。 

 

（２）セーフコミュニティ活動の推進  

 「けがや事故などは、偶然の結果ではなく、原因を究明すれば必ず予防でき

る」との理念に基づき「セーフコミュニティ」の活動を推進するため、区民、

民間事業者、ＮＰＯ法人、行政、区施設など多様な主体による横断的な連携を

進め、生活の安全と健康の質を高めていく活動を続けていきます。  
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２ 魅力ある住宅・住環境の形成 

 

２－１魅力的な住環境の整備・保全  

（１）地域の魅力を活かした住宅地の形成  

 地域の特性や課題に応じて区分した「住宅市街地」などを設定し、「住宅市街地」

の整備の方向を踏まえつつ、地域の実情に応じたきめ細かな誘導を図り、良好な

住環境の確保に努めます。 

 良好な住環境を形成する地域では、住環境の維持・保全に努めるとともに、区民

との協働、地域コミュニティとの協働により地域特性に応じたまちづくりを進め、

快適な住環境の形成に取り組みます。 

 居住機能の外部化に伴う多種多様な居場所（サードプレイス）づくりを推進しま

す。 

 密集市街地においては、建替えなどによる耐震性、不燃性の向上を進めながらも、

これまで時間をかけて育まれていた界隈性や地域コミュニティを大切にしたま

ちづくりを進めていきます。 

 交通利便性や生活利便性を活かして、ライフスタイルにあった都市生活を楽しめ

る住環境を形成します。 

 「豊島区と区内大学との連携・協働に関する包括協定」を締結した大学と連携し

て、学生が地域と良好なコミュニティを形成するための地域住民との交流促進を

図ります。 
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■住生活を支える地域の居場所 

地域に居場所(サードプレイス、居住機能の外部化)を確保することができれば、地域コミ

ュニティの形成につながります。また、居場所が、居住機能の一部を担うことにつながれば、

ファミリー向けの住宅面積の不足分を補うことができます。 

豊島区では、認定ＮＰＯ法人豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワークによる宿泊機能

をもつ子どもの居場所である「ＷＡＫＵＷＡＫＵホーム」の運営や、大塚にある「里葉（り

よう）」による地域貢献型空き家利活用事業を活用して空き家をリノベーションしたコミュ

ニティカフェの運営などの事例があります。 

                         

       

 

 

 

 

 

豊島区の事例１ ＷＡＫＵＷＡＫＵホーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊島区の事例２ コミュニティカフェ 

 

 

 

 

 

 

資料：認定ＮＰＯ法人豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワーク HP 

地域に居場所を確保
することで、地域の
コミュニティの形成
につながります。 
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（２）地域に配慮した住環境づくり 

 「住宅宿泊事業法」に基づいて、住宅を利用する宿泊事業に対して、区として適

切な対応を行います。無届けなどの違法な宿泊営業については、同法及び「旅館

業法」に違反するものとして指導・是正などを行います。  

 町会、自治会などへの加入を促進するため、多様な世帯に対して地域の町会活動

などに関する情報の提供に努めます。  

 「豊島区マンション管理推進条例」で町会の加入について協議が義務化されてい

る分譲マンションにおいて、協議が進んでいない管理組合に対しては、区民部局

と連携した取組みで地域コミュニティの形成を促進します。  

 分譲マンションの共用部分の地域開放など、分譲マンションの居住者間及び地域

コミュニティの形成の普及を図ります。 

 「豊島区都市づくりビジョン」、「豊島区景観計画」などに基づき、地域ごとの特

性を活かした街並みや住環境の優れた住宅地の形成を誘導します。 

 

２－２ 人と環境にやさしい住宅の普及促進  

（１）ユニバーサルデザインの普及啓発  

 ユニバーサルデザインの考えに基づく人にやさしい住まいづくり、住まい方の工

夫、設備・部品などに関する情報提供を進めていきます。 

 

（２）環境配慮・省エネ対策への支援  

 住宅や設備の環境性能を高めるため、環境に配慮した設備・機器の導入取組みに

ついて「豊島区エコ住宅普及促進費用助成金」などにより支援を行います。  

 「家庭用燃料電池コージェネレーションシステム」や「住宅用エネルギー管理シ

ステム（ＨＥＭＳ）」など家庭におけるエネルギー消費量や二酸化炭素排出量を

「見える化」するマネジメントの普及を図ります。  

 再生可能エネルギーを活用した太陽光発電システム、蓄電池システム、太陽熱温

水器の導入促進を図ります。 

 

（３）環境配慮・省エネ対策の普及啓発  

 地球温暖化問題や環境配慮行動について普及啓発・情報提供を行うことで、環境

にやさしい住まいについて区民の意識向上を図っていきます。 



第４章 目標と取組み 
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（４）健康に配慮した住宅の普及啓発  

 シックハウスの原因である有害化学物質の少ない、より健康的な住まいづくりを

目指すため、都の「健康・快適居住環境の指針」などによる情報提供を行います。  

 アスベストの大気への飛散による健康被害を防止するため、建築物の解体時など

における飛散防止対策の徹底を図ります。 

 

（５）緑化の推進  

 「豊島区みどりの条例」に基づき、一定規模以上の建築行為を行う場合に緑化の

義務付けや、住宅地の樹木、生垣やプランター緑化など様々なみどりでネットワ

ークを形成する住宅整備を促進します。 

 公共施設の跡地活用などによる拠点となる公園の整備や、住宅地などの身近なみ

どりを増やし広げることで、みどりの多様な機能を活用し、グリーンインフラの

効果を高めるとともに脱炭素社会のまちづくりを進めます。 

 「グリーンとしま」再生プロジェクトにより、身近なみどりが連なる美しい都市

景観を創出し、四季を感じられるまちづくりを進めていきます。 

 

■省エネ性能表示と省エネ基準義務化 

「省エネ性能表示制度」は令和６（2024）年 4 月から実施し、不動産広告の物件情報に

省エネ性能を表示することで、消費者が、住宅を購入、賃貸するときに住宅の省エネ性能を

把握することができるようにすることを目的としています。 

令和７（2025）年 4 月から、全ての新築の建築物の省エネ基準適合が義務化されます。

小規模な一戸建て新築住宅であっても、建築確認申請において、「建築物エネルギー消費性

能適合性判定」を受け省エネ基準適合していることの証明を受けることが必要になります。 

省エネ基準には「外皮性能基準」と「一次エネルギー消費量基準」があります。 
 

外皮性能基準 ・建物の断熱性と日照遮蔽性についての基準です。 

・７段階の等級に分かれており、地域により基準値が異なっています。 

・2025 年以降の新築建物は４等級以上であることが求められます。 

一次エネルギ

ー消費量基準 

・住宅の空調や照明などに使用するエネルギーを換算して算出するもの

で、建物の仕様や規模ごとに基準が定められています。 

資料：国土交通省 HP 
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１ 公的住宅等の供給目標       

公的住宅の供給を含めた住宅の確保については、これまで都営住宅の移管、民間住宅の借

上による直接供給のほか、区が民間事業者に対する建設費補助や入居者に対する家賃助成

などによる総合的な対応を行ってきました。 

この住宅マスタープランにおける今後の公的住宅の供給については、区内の住宅総数が

世帯数を大きく上回ることから公営住宅を新たに建設するのではなく、既存の民間賃貸住

宅の利活用によって対策を講じていくことが重要です。そのため、効果的な管理運営、長寿

命化などを含めた総合的な取組みを行うことにより、区営住宅 221 戸、福祉住宅 253 戸の

戸数を維持していくとともに、区営住宅などの建替えの際には、老朽化や現行の建築基準法

への適合性、入居者の意見などを踏まえながら、戸数の増加を図っていきます。 

また、取り壊し等による立退きにより、住宅の確保に緊急を要する高齢者など住宅困窮者

のために、区が民間アパートを借り上げ、居住の安定を確保する「安心住まい提供事業」に

ついては、長期間空室となっている住戸の返還を進めながら継続するとともに、個別のニー

ズに柔軟に対応できる新たな支援制度を検討します。 

さらに、社会資本ともいえる既存の民間住宅の利活用を積極的に進め、住宅セーフティネ

ット機能の強化を図っていくため、セーフティネット専用住宅の戸数増に向けて経済的支

援などによる区独自の支援策を検討します。 

注：「安心住まい提供事業」令和４（2022）年度末時点、161 戸中 43 戸が空室となっています。 

空室理由１：入居希望者と借り上げ住戸の地域偏在等でミスマッチが生じています。 

空室理由２：現在は安心住まいの他に、都の居住支援法人などが紹介できる物件もあり、民 

      間の取り組みが広がりつつあります。 
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■公的住宅等の供給目標 

施策種別 
2019～2028 年度 

（10 年間） 

 

（前期 5 年間） 

2019～2023 年度 

（後期 5 年間） 

2024～2028 年度 

目標 実績見込 目標 

公営 

住宅 

区営住宅の募集数 130 戸 65 戸 48 戸 82 戸 

福祉住宅の募集数 240 戸 120 戸 156 戸 120 戸 

小計 370 戸 185 戸 193 戸 204 戸 

民間 

住宅 

セーフティネット住宅登録戸数 

        専用住宅戸数 

100 戸 

― 

50 戸 

― 

700 戸 

34 戸 

― 

50 戸 

としま居住支援バンク登録戸数 100 戸 50 戸 18 戸 82 戸 

小計 200 戸 100 戸 718 戸 132 戸 

高齢者世帯等住み替え家賃助成件数 230 件 115 件 123 件 115 件 

子育てファミリー世帯家賃助成件数 600 件 300 件 225 件 375 件 

小計 830 戸 415 戸 348 件 490 件 

注：後期計画での公的住宅等の供給目標の設定にあたっては、10 年間の目標量の半数を基本としています。ただし、前

期期間の目標が達成できていないものは、前期目標量の不足分を後期目標に加えています。 

注：前期計画では、セーフティネット住宅の登録数を目標に掲げていましたが、家賃低廉化や住宅改修への補助等によ

り、住宅確保要配慮者への住宅確保に役立つセーフティネット専用住宅の登録数に目標を変更しました。 
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２ 都営住宅の移管  

（１）都営住宅の移管の現状 

本区においては、東京都との協議が整った 11 団地 217 戸の都営住宅の移管を進めてきま

した。 

 

■都営住宅から移管された区営住宅 

 名   称 
移管前 

戸数 
移管年月 

移管後 

戸数 

構造 

階数 
開設年月など 

1 千川二丁目アパート 15 平成4(1992)年1月 15 RC・3階 昭和52(1977)年2月 

２ 要町三丁目アパート 15 平成4(1992)年1月 15 RC・3階 昭和54(1979)年4月 

３ 千早四丁目アパート 30 平成5(1993)年1月 30 RC・3階 昭和50(1975)年4月 

４ ライブピア長崎※ 24 平成5(1993)年1月 26 RC・3階 平成8(1996)年12月(建替) 

５ 高松三丁目アパート 9 平成10(1998)年2月 9 RC・3階 昭和63(1988)年1月 

６ 高松三丁目第二アパート 15 平成10(1998)年2月 15 RC・3階 平成1(1989)年8月 

７ 高松三丁目第三アパート 17 平成12(2000)年12月 17 RC・3階 平成7(1995)年8月 

８ 長崎六丁目アパート 18 平成14(2002)年2月 18 RC・3階 平成7(1995)年4月 

９ 上池袋二丁目アパート 30 平成15(2003)年2月 30 RC・5階 昭和63(1988)年2月 

10 西巣鴨二丁目第二アパート 34 平成21(2009)年4月 34 RC・5階 平成11(1999)年3月 

11 ライブピア池袋本町※ 10 平成5(1993)年11月 12 RC・4階 平成22(2010)年4月(建替) 

合   計 217 － 221  

※ライブピア長崎とライブピア池袋本町は、建替時に戸数増 
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（２）都営住宅の移管の方針 

区内の都営住宅のうち池袋本町三丁目アパート１団地 55 戸が移管対象となっています。

移管に際しての問題点が解決し、東京都との協議が整った場合、移管を実施します。 

東京都に対しては移管を受ける際の建替えや大規模修繕にあたっての財政的支援や仮住

居の確保、移管条件などの弾力的運用を要請します。 

 さらに、老朽化が著しい場合には、「建替時都営住宅制度」の活用についても検討します。 

また、移管にあたり従前居住者と区営住宅入居者との入居の適正化を図り、円滑な移管を

進めていきます。 

 

 

■移管協議の方針 

・隣接地との境界が確定しており、土地・建物一体の移管が可能である。 

・耐震、安全性が確保され、かつエレベーターなどが配置されるなど、高齢者の居住に

対して配慮がなされている。 

・建設年度からの経過が35年未満である。 

 

 

■豊島区内にある都営住宅 

 名称 戸数 構造・階数 建設年度 備考 

1 要町ニ丁目アパート 19 RC・5階 昭和55(1980)年度 民有借地 

2 池袋本町三丁目アパート 55 RC・5階 昭和49(1974)年度 移管対象団地 

3 北池袋アパート 94 SRC・14階 昭和45(1970)年度 都施設併設 

4 高松三丁目第四アパート 239 RC・8階 昭和57(1982)年度 平成17年度建替え 

5 北大塚一丁目アパート 126 SRC・12階 昭和43(1968)年度  

6 西巣鴨ニ丁目アパート 179 RC・6,8,9階 昭和45(1970)年度 令和5(2023)年度建替え 

7 南大塚ニ丁目アパート 431 SRZ・14階 昭和46(1971)年度  

8 駒込二丁目アパート 207 SRX・6,12,14階 昭和52(1977)年度  

合計  1,350    
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３ 住宅供給数の見込み        

 

住宅着工数は、世帯の増減数と、住宅の耐用年限による既存住宅が建替えられる住宅数の

合計です。 

計画期間内における世帯数は、令和５（2023）年の 181,270 世帯から令和 10（2028）年

の 173,500 世帯まで 7,770 世帯減少すると推計されます。建替えについては、耐用年限を超

える住宅の建替えから、24,280 戸となり、計画期間内における住宅ストックの適正量とい

う観点から、住宅着工数は 24,280 戸と 7,770 世帯の差分の 16,510 戸と見込まれます。 

 

 
 

○令和10（2028）年の人口・世帯数の想定 

令和10（2028）年の人口と世帯数は、「豊島区人口ビジョン（平成28(2016)年３月）

※」における豊島区の目指すべき将来人口から、令和７(2025)年と令和12(2030)年の5年

間の増減に着目して推計します。令和10（2028）年と令和５（2023）年を比べると、人

口は増加し、総世帯数は7,770世帯減少します。 

 

■人口・世帯数の推計 ■世帯構成の推計 

 

実績  推計 
H30 

（2018） 
R２ 

（2020） 
R5 

（2023） 
 

R7 
(2025) 

R10 
(2028) 

R12 
(2030) 

住基 国勢調査 住基  人口ビジョン 

人口(人) 287,111 291,167 288,704  292,016 292,792 293,310 

総世帯数(世

帯) 
177,700 183,687 181,270  174,000 173,500 172,700 

世帯当たり人

員(人/世帯) 
1.6 1.6 1.6  1.7 1.7 1.7 

資料：国勢調査（令和２（2020）年）、住民基本台帳（令和５（2023）
年１月１日）、豊島区人口ビジョン（平成28（2016）年３月） 

 
 
 

  

105,349 98,124

23,545
24,136

41,185 44,209

7,621 7,031

177,700 173,500

0

50,000

100,000

150,000

200,000

H30 R10(世帯)

単独世帯 夫婦のみ世帯
ファミリー世帯 その他の世帯

※豊島区人口ビジョンによる人口・世帯数の推計は新型コロナウイルス感染症の発生前の推計のため、新

型コロナウイルス感染症の影響による人口・世帯の変化が含まれていません。 
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○令和５（2023）～10（2028）年の建替えられる住宅数の見込み 

住宅の耐用年数により、令和５（2023）～10（2028）年の建替えられる住宅数を推計

します。耐用年数について、木造住宅は30年、非木造住宅（鉄筋・鉄骨コンクリート造、

鉄骨造）は70年とします。 

令和10（2028）年までに建替えられる木造住宅数は築後30年経過した平成10（1998）

年以前に建築された木造住宅数となり、非木造住宅数は築後70年経過した昭和33（1958）

年以前に建築された非木造住宅数となります。 

「住宅・土地統計調査」（平成30（2018）年）によると、平成12（2000）年以前に建

築された木造住宅数は24,290戸、昭和45（1970）年以前に建築された非木造住宅数は

2,580戸となっています。 

 

■構造別建築時期別住宅数（平成30(2018)年） （単位：戸） 

構造別 1970年以前 1971～1980年 1981～1990年 1991～1995年 1996～2000年 
合計 

（2000年以前） 

木造住宅 6,170 6,020 6,190 2,660 3,250 24,290 

非木造住宅 2,580 16,480 23,630 6,960 12,610 62,260 

資料：住宅・土地統計調査 

 

下記の計算式の通り、令和５（2023）～10（2028）年に建替えられる住宅数は、平成

10（1998）年以前に建替えられる木造住宅22,990戸と昭和33（1958）年以前に建替えら

れる非木造住宅1,290戸の24,280戸です。 

 

 

 

 

 

 

           = 

 

 
 

 

  

= 

1998 年以前に 

建築された木造住宅数 

22,990 戸 

2000 年以前に 

建築された木造住宅数

24,290 戸 

- 

1996～2000 年に 

建築された木造住宅数 

3,250 戸 

÷5×2 

1958 年以前に 

建築された非木造住宅数 

1,290 戸 

1970 年以前に 

建築された非木造住宅数

2,580 戸 

÷2 
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４ 住宅市街地の整備方針       

（１）住宅市街地の整備方針 

地域特性に対応した住宅市街地の整備の方向性については、「豊島区都市づくりビジョン」

の土地利用の方針と都市づくりの方針３に、それぞれの地域の整備方針を示します。 

なお、国や東京都、民間の大規模施設などにおいて、土地利用転換が想定される場合には、

それぞれの地域の整備方針を踏まえつつ、都市開発諸制度等の活用と合わせて、地域の実情

に応じ、土地の有効活用による良質なファミリー向け住宅の供給、オープンスペースの確保、

生活道路の整備等をきめ細やかに誘導することにより、良好な住環境の確保に努めること

とします。 

 

■ 土地利用方針図（豊島区都市づくりビジョン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５章 住宅整備の方向性 

 

 

101 
 

第
５
章 

 

住
宅
整
備
の
方
向
性 

（２）住宅市街地重点地区 

東京都住宅マスタープランでは、23 区全域を住生活基本法第 17条第２項第６号に基づく

住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域（以下、「重点供給地域」といいま

す。）として指定しています。このうち特に安全で快適な住環境の創出、維持・向上、住宅

の建替え、供給等に関する制度・事業を実施又は実施の見込みが高い地区について、特定促

進地区として指定しています。豊島区における特定促進地区は、次のとおりです。 

 

■ 特定促進地区位置図 
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■ 特定促進地区（東京都住宅マスタープラン 令和４（2022）年３月） 

特定促進地区の名称 
面積

(ha) 
主在計面・整備手法 図面番号 

池袋本町・上池袋地区 131 

防災密集地域総合整備事業(事業中) 

住宅市街地総合整備事業<密集型>(事業中) 

都市防災不燃化促進事業(事業中) 

市街地再開発事業(予定) 

防災街区整備事業(事業中) 

地区計画(一部決定済) 

豊  ．1 

染井霊園周辺地区 39 

住宅市街地総合整備事業<密集型>(事業中) 

地区計画(決定済) 

都市防災不燃化促進事業(事業中) 

豊  ．2 

東池袋四・五丁目地区 20 

防災密集地域総合整備事業(事業中) 

住宅市街地総合整備事業<密集型>(事業中) 

市街地再開発事業(一部完了、一部事業中) 

防災街区整備事業(予定) 

再開発等促進区を定める地区計画(決定済) 

地区計画(決定済) 

要請型従前居住者用賃貸住宅建設事業(完了) 

豊  ．3 

雑司ヶ谷・南池袋地区 65 

防災密集地域総合整備事業(事業中) 

住宅市街地総合整備事業<密集型>(事業中) 

市街地再開発事業 

再開発等促進区を定める地区計画(決定済) 

地区計画(一部決定済) 

豊  ．4 

目白二丁目地区 1 機構住宅団地再生事業 豊  ．5 

長崎・南長崎地区 153 

防災密集地域総合整備事業(事業中) 

住宅市街地総合整備事業<密集型>(一部完了) 

都市防災不燃化促進事業(事業中) 

防災街区整備事業(予定) 

地区計画(一部決定済) 

豊  ．6 

大塚駅周边地区 64 市街地再開発事業(予定) 豊  ．7 

巣鴨駅周辺地区 24 市街地再開発事業(予定) 豊  ．8 

駒込駅周辺地区 15 市街地再開発事業(予定) 豊  ．9 
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１ 区民・事業者との協働        

（１）区の役割 

区は、住まいと住環境が地域社会の基盤を成すものであるという観点から、区民との協働

によるまちづくりと連動しながら、安全で安心な住環境の創出や区民の福祉の向上に必要

な住宅施策を実施します。 

そのため、公共住宅の機能向上及び入居支援などを行うとともに、民間住宅の借上や利活

用等により、良質な住宅ストックと良好な住環境の形成に向けて、総合的かつ計画的な住宅

施策を展開します。 

 

（２）区民との取組み 

区民は、まちづくりの主体として住まいや住生活に対する意識を高め、まちづくりへの積

極的な取り組みを通じて、良質な住宅及び良好な住環境の維持及び改善に努めることが求

められます。 

近隣で互いに助け合う「共助」の意識の再生と発展に向けて、区は区民と協働して、住民

の積極的な参加による地域コミュニティの発展や人と人、人と地域資源が世代を超えてつ

ながる地域共生社会の実現に取り組みます。 

また、公共住宅居住者とは、公共住宅等の適正な管理・運営により、区民共有の財産であ

る土地や住宅などが有効に活用されるよう積極的に協力していきます。 

 
（３）地域の活動団体（住宅関連事業者、NPO 法人、町会等）との取組み 

地域の活動団体は、地域社会を構成する一員として、区が実施する住宅施策に対して積極

的な協力が求められます。 

区は、住宅関連事業者（不動産事業者、建設事業者等）が市場におけるサービス提供の主

要な担い手として、良質な住宅の供給、良好な住環境の形成など、地域の住宅・住環境づく

りが進むように協力するとともに、住宅ストックを活用した市場の活性化に協働して取り

組みます。 

社会福祉法人、地域のまちづくり組織、ＮＰＯ法人など住宅・住環境づくりに取り組む団

体とは、住情報の提供や居住関連サービスの提供、新たなコミュニティ形成、住宅確保要配

慮者への支援などにおいて一層の積極的な連携を図ります。 

町会は、安全で安心な住みよいまちづくりを推進する団体であり、地域の自治の極めて

重要な担い手です。区は町会等と協働し地域コミュニティの発展に取り組みます。 
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２ 幅広い連携に基づく施策の推進     

（１）施策連携の強化 

住宅施策を総合的・計画的に推進し、豊島区の地域価値を高めていくため、まちづくり（建

築、都市計画）や福祉施策などとの連携を強化し、住宅施策を支援するための体制の充実や

各種制度の拡充を行います。 

また、居住支援協議会と協力し、区民、ＮＰＯ法人、民間関連団体などと行政とが連携し、

区民や地域の活動団体における活動などの支援や、空き家など住宅の活用を支援すること

で、安心して暮らせる住環境の構築を目指します。 

 

（２）国・都・その他関係機関との連携強化 

多岐にわたる住宅問題に対処し、住宅施策を推進するため、国をはじめ、東京都、(公財)

東京都防災・建築まちづくりセンター、（独）都市再生機構、（独）住宅金融支援機構など関

係機関との連携を強化します。 

 

 

３ 相談・情報提供の充実         

区内の住宅相談関連団体との連携を強化しながら、高齢者、障害者、外国籍等区民などの

住宅に関する相談、情報提供の充実に努めます。特に住宅確保要配慮者がどこの窓口に相談

してもスムーズに適切な支援が受けられるように、住宅施策や福祉施策などと緊密に連携

しながら相談体制の充実を図ります。 

また、区民が地域の住まいづくり・まちづくりに主体的に参加していくうえで、適切な情

報を容易に取得できることが必要です。そのため、区は、これまで以上に住宅施策に関する

情報を積極的に区民に提供します。行政サービスの DX化を推進し、提供可能な情報の充実

強化を図るとともに、住宅相談や情報提供のアクセス性の向上に努めます。 
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４ 財源の確保             

（１）住宅基金の活用 

住宅施策を安定的かつ継続的に展開していく財源を確保するため、住宅基金の積み立て

を計画的に行います。 

 

（２）交付金・補助金の活用 

住宅施策の展開にあたっては、国や東京都の交付金・補助金制度の積極的な活用による財

源の確保に努めます。 

 

 

５ 国・東京都への提言         

国・東京都に対しては、豊島区の住宅施策を推進していくために必要な住宅関連法制度の

整備や住宅施策の拡充などについて提案・要望を行います。また、情報交換を積極的に行っ

ていくことで、豊島区の住宅施策との整合性を図ります。 
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６ 未来に向けた新たな取組み 

豊島区の住宅施策においては、これまで様々な状況の区民の方への住まいに関する支援

を行ってきました。今後は、中堅所得者層など、これまで支援が行き届いていなかった方へ

の支援について検討してきます。そして、あらゆる年齢層の方に、「ここに住みたい、住み

続けたい。」と思ってもらえるまちにしていくために、公民連携を図りながら住宅施策だけ

でなく総合的な観点からの支援を検討していきます。 

 

■豊島区における住宅施策の分布 

 

  

単身世帯
（65歳未満）

子育て世帯 高齢者世帯
（65歳以上の単身世帯を含む）

中
堅
所
得
者
以
上

低
所
得
者
向
け

セーフティネット（専用）住宅（住宅確保要配慮者）

安心住まい提供事業（障害者・ひとり親・高齢者）

住宅確保要配慮者用の住宅

民間賃貸住宅入居者への家賃助成

子育てファミリー世帯等家賃助成
高齢者世帯等

住み替え家賃助成

公営住宅等

都営住宅（家族・単身）

区営一般住宅（若年ファミリー向け住戸含む）

福祉住宅（障害者・ひとり親・高齢者）

区民住宅
※Ｒ６年度で供給終了

都民住宅

UR賃貸住宅（旧都市公団）／公社住宅

公共住宅等

介護保険サービス等

有料老人ホーム

特別養護老人ホーム

認知症高齢者
グループホーム

ケア付住まい

高齢者向け優良賃貸住宅

サービス付高齢者向け住宅

居住支援バンク（住宅確保要配慮者）

【新たな施策の方向性】
・子育て世帯と親世代の同居・近居支援の検討
・幅広い子育て世帯の定住促進のための新たな支援
制度の検討

定住化支援の
ターゲット

住宅施策だけでなく総合的な観点からも対応

住宅市場の活性化
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７ 住宅マスタープランの進行管理     

この住宅マスタープランに基づく施策の進捗状況については、目標と取組みごとに達成

状況を「住宅マスタープラン進行管理 分野別シート」により定性、定量的に把握し、引き

続き、住宅対策審議会による客観的な評価を行い住宅施策の実効性の確保を図ります。 

 

■「住宅マスタープラン進行管理 分野別シート」による進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この住宅マスタープランの進行管理を行っていくにあたっては、以下の指標を設定し、客

観的な評価を行います。 

設定する指標は、基本目標ごとに「協働のまちづくりに関する区民意識調査」から事業や

活動の結果についての「区民の意識」を指標に設定し、目指すべき方向を示します。また、

取組みの方針に対しては、基幹的な統計データから客観的に測定する「成果指標」と、区の

事業の実績を示す「活動指標（実績）」を設定します。 

これらの指標については毎年度、総合的、客観的な評価を行うことにより、効果的な進行

管理を行います。 

なお、設定する指標については、住宅対策審議会の議論を踏まえ、適宜見直しを行います。 

  

取組みの名称 

事業の実績は？ 

進捗の状況は？ 

課題は？ 

効果的に取り組むに

は？ 

 
■１年ごとに、住宅施策をより効果的なものに改善 

■５年ごとに住宅マスタープランの体系を見直し 

進行管理シートの記入 客観的な評価 必要に応じ見直し 住宅施策の取組み 

住宅対策審議会での

客観的評価、改善に向

けた助言 

施策の内容の見直し、

改善、効果の高い新た

な取組み 

住宅マスタープランに

基づく住宅施策の推進 

取組みの実績の整理、自

己評価、課題の発見 

進捗評価、

課題の分析

など 

効果的に取

り組むため

のアイデア 

今後の展

望などの

意見 
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基本目標

区民の意識

取組みの方針

成果指標
住宅施策

活動指標（実績）

・「単身向け、ファミリー向けなど、良質な住宅がバランスよく供給されている」と回答 

をする区民の割合             （10.8% H29 年度→14.3% R4 年度） 

基本目標２ 良質で長く住み継がれる住宅ストックの形成 

・「地域特性に合わせたまちづくりが進み、快適な街並みが生まれている」と回答をする 

区民の割合                （24.8% H29 年度→35.9% R4 年度） 

基本目標３ 愛着と誇りが持てる住宅・住環境の創出 

住宅施策ごとに「活動指標」を設定 

取組みの方針ごとに「成果指標」を設定 基本目標ごとに「区民の意識」を設定 

・「地域に住み続けるための住宅制度が充実している」と回答をする区民の割合 

（7.1% H29 年度→10.5% R4 年度） 

基本目標１ 住み慣れた地域で暮らし続けられる住まいづくり 
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【基本目標１】 

取組み方針 成果指標 
目指すべ

き方向 
活動指標（実績） 

１ 子育て世

帯 の 安 心

居 住 の 推

進 

○ファミリー世帯の構成割合 
【住宅課】19.9%（H29 年度） 

→19.4%（R4 年度） 

 
○子育て世代の区内定住率 

【池袋保健所】70.0%（H29 年度） 

→70.9%（R4 年度） 

⤴ 

向上 
 

 

⤴ 

向上 

東京都子育て支援住宅供給戸数 

(H29 年度 0 戸→R4 年度 66 戸) 
 
子育てファミリー世帯家賃助成世帯数 
(H29 年度 124 世帯→R4 年度 183 世帯) 
 

同居・近居支援の検討状況 

(実態把握に向けた調査の実施) 

２ 高齢社会

に 対 応 し

た 居 住 の

安定確保 

○高齢者のための設備がある住

宅の割合 
【住宅・土地統計調査】44.0%（H25 年） 

→40.0%（H30 年） 

 
○一定のバリアフリー化を行っ

ている高齢者世帯の割合 
【住宅・土地統計調査】41.5%（H25 年） 

→40.0%（H30 年） 

 

⤴ 

向上 
 
 

⤴ 

向上 
 

ケア付き住まいの供給戸数 
(H29 年度 171 戸→R4 年度 249 戸) 
 
高齢者等入居支援件数 
(H29 年度 情報提供 152 件) 

(R4 年度 情報提供 127 件) 

 

高齢者自立支援住宅改修助成件数 

(H29 年度 12 件→R4 年度 7 件) 
 

介護保険による住宅改修費助成件数 

(H29 年度 898 件→R4 年度 590 件) 
 

住宅修繕・リフォーム資金助成件数     

(H29 年度 5 件→R4 年度 14 件) 

 
高齢者世帯等住み替え家賃助成世帯数    
(H29 年度 56 世帯→R4年度 133 世帯) 

３ 住宅セー

フ テ ィ ネ

ッ ト 機 能

の 充 実 に

よ る 居 住

の安定 

○住宅相談の件数 
【住宅課】1,609 件（H29 年度） 

→5,853 件（R4 年度） 

 

 
○最低居住面積水準未満世帯の

割合 
【住宅・土地統計調査】20.8%（H25 年） 

→19.1%（H30 年） 

 

⤴ 

向上 
 
 
  

⤵ 
解消 
 

セーフティネット「専用」住宅の登録

戸数 
(R4 年度 26 戸) 

 
豊島区居住支援協議会による入居支援件数 
(H29 年度 4 件→R4 年度 11 件) 
 
高齢者等入居支援事業協力不動産店
の件数 
(H29 年度 70 店→R4 年度 70 店) 
 
福祉と連携した入居支援制度の検討
状況 

(公的住宅、住宅相談窓口等事業の所管替

え) 

 

区営住宅の定期使用住宅の戸数 
(R4 年度 2 戸) 
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第
６
章 

 

計
画
の
実
現
に
向
け
て 

【基本目標２】 

取組み方針 成果指標 
目指すべ

き方向 
活動指標（実績） 

１ 良質な民間

住宅の形成

誘導 

○住戸面積 50㎡以上の住宅スト

ックの割合 

【住宅・土地統計調査】46.0%（H25 年） 

→42.4%（H30 年） 

 

○敷地面積 65 ㎡以下の一戸建・

長屋建住宅の割合 

【住宅・土地統計調査】29.9%（H25 年） 

→30.1%（H30 年） 

⤴ 

向上 
 
 
 
 

⤵ 
減少 

豊島区中高層集合住宅建築物の建築に 
関する条例による事前協議件数 
(H29 年度 33 件→R4 年度 45 戸) 

 

 

狭小住戸・敷地の発生抑制の検討状

況 

狭小住戸集合住宅の供給棟数・供給戸数 

(H29 年度 37 棟 881 戸→R4 年度 21 棟

524 戸) 

２ 適切な維持

管理による

住宅の質の

持続 

○マンション管理状況届出書の

届出率 
【住宅課】67.8%（H29 年度） 

→80.3%（R4 年度） 

 

 
 
○25 年以上の長期修繕計画を作
成しているマンションの割合 

【住宅課】37.9%（H29 年度） 

→43.4%（R4 年度） 

 

⤴ 
向上 

 

 

 

⤴ 

向上 

 

マンション専門家派遣回数 
(H29 年度 26 回→R4 年度 18 回) 

 
マンション管理支援チーム派遣棟数 
(H29 年度 111 棟→R4 年度 166 棟) 

 
マンション計画修繕調査費助成件数 
(H29 年度 11 棟→R4 年度 15 棟) 

 
マンション管理セミナー開催状況 
（参加者） 
(H29 年度 110 名→R4 年度 47 名) 

 

公営住宅等長寿命化計画実施状況 

(千早四丁目アパート大規模改修等) 

３ 住宅市場の

活性化 

○住宅取得における中古住宅購

入の割合 

【住宅・土地統計調査】15.9%（H25 年） 

→23.2%（H30 年） 

 
⤴ 

向上 
 

長期優良住宅認定件数 
(H29 年度 75 件→R4 年度 78 戸) 

 
【再掲】 

セーフティネット「専用」住宅の登

録戸数 
(R4 年度 26 戸) 

４ 空き家スト

ックの総合

対策 

○空き家率 

【住宅・土地統計調査】15.8%（H25 年） 

          →13.3%（H30 年） 

 
⤵ 
減少 

空き家の登録戸数 
(H30 年度 新規→R4 年度 1 件 累計

16件) 

 
地域貢献型空き家利活用事業件数 
(R 元年度 新規→R4 年度 0件 累計 3

件) 
 
共同居住型空き家利活用事業件数 
(R 元年度 新規→R４年度 1 件 累計 2

件) 

 

空き家の除却件数 

(H29 年度 区条例…1 件、特措法…1 件) 

(R4 年度 区条例…1件、特措法…1 件) 
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【基本目標３】 

取組み方針 成果指標 目指すべ

き方向 

活動指標（実績） 

１ 安全・安心

な住宅・住

環境の形成 

○不燃領域率 

【地域まちづくり課】62.6%（H29 年度） 

→65.6%（R4 年度） 

 

○住宅の耐震化率 

【建築課】89.0%（H29 年度） 

→92.3%（R4 年度） 

⤴ 

向上 
 
 

⤴ 

向上 
 

不燃化特区・都市防災不燃化促進事
業助成金件数 
(平成 29 年度 150 件) 

(令和 4年度 110 件) 

 
耐震診断助成件数 
(H29 年度 木造 10 件・ 

非木造 0件・マンション 5件） 

(R4 年度 木造 1件・ 

非木造 0件・マンション 1件） 

 

耐震改修補助件数 

(H29 年度 木造 4件・マンション 0件) 

(R4 年度 木造 0件・マンション 0件) 

２ 魅力ある住

宅・住環境

の形成 

○マンション管理状況届出書の

届出をしている分譲マンショ

ンの町会加入率 
【住宅課】72.0%（H29 年度） 

→60.5%（R4 年度） 

 
○一定の省エネ対策を講じた住
宅ストックの比率※ 

【住宅・土地統計調査】19.9%（H25 年） 

→16.6%（H30 年） 

※全部又は一部の窓に二重サッシ又は

複層ガラス使用を講じた住宅 

 

⤴ 

向上 
 
 
 
 

⤴ 

向上 
 

【再掲】 
マンション管理支援チーム派遣棟数 
(H29 年度 111 棟→R4 年度 166 棟) 

 

 
 

エコ住宅普及促進事業助成件数 

(H29 年度 126 件→R4 年度 126 件） 
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１ 豊島区住宅基本条例 

平成５年３月30日 

条例第15号 

（目的） 

第１条 この条例は、豊島区（以下「区」という。）における住宅政策の基本理念及び施策

の基本となる事項を定めることにより、区民の住生活の安定を図り、もって生活の豊かさ

を実感できる住宅及び住環境の創造に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 区は、安全で快適な住宅及び良好な住環境を確保することが、安定した区民生活に

とって欠くことのできない基礎的条件であることを確認し、すべての区民がその人間性

を尊重され、安心して住み続けられるとともに、豊かな地域社会を形成できることを目標

とした住宅政策を総合的に推進するものとする。 

（用語） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）事業者 区の区域内において開発事業を行う者をいう。 

（２）開発事業 都市計画法（昭和43年法律第100号）第４条第12項に定める開発行為及び

建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第13号に定める建築をいう。 

（区の責務） 

第４条 区は、第２条に定める基本理念を実現するため、国、東京都及び関係機関との連携

を図り、地域の特性に応じた住宅施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。 

２ 区は、住宅施策を推進するため、住宅及び住環境に関する情報を区民及び事業者（以下

「区民等」という。）に提供しなければならない。 

（区民等の責務） 

第５条 区民は、良質な住宅及び良好な住環境の維持及び改善に努めなければならない。 

２ 事業者は、良質な住宅の供給、良好な住環境の形成及び区が実施する住宅施策への協力

に努めなければならない。 

（財源の確保） 

第６条 区は、住宅施策のための安定的な財源の確保に努めるものとする。 

（マスタープランの策定） 

第７条 区長は、住宅政策を総合的かつ計画的に推進するため、豊島区住宅マスタープラン

（以下「マスタープラン」という。）を策定する。 

２ マスタープランにおいては、次に掲げる事項について定める。 

（１）居住水準及び住環境水準の目標 

（２）住宅供給の目標量及び目標年次 
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（３）前号の目標を達成するために必要な住宅供給の促進に関する施策 

（４）住宅市街地の整備の方向及び整備手法に関する事項 

（５）前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

３ 区長は、区民の住宅需要の動向その他の社会経済情勢の変化に応じて、マスタープラン

の見直しを行う。 

４ 区長は、マスタープランを策定し、又は変更しようとするときは、豊島区住宅対策審議

会（以下「審議会」という。）の意見を聴かなければならない。 

５ 区長は、マスタープランを策定し、又は変更したときは、区の広報紙への掲載その他の

適切な方法により、区民等に周知しなければならない。 

（住宅白書の作成等） 

第８条 区長は、区の区域内の住宅及び住環境の実態を的確に把握するため、これらに関す

る調査を定期的に実施するとともに、豊島区住宅白書として作成し、公表する。 

（公共住宅の供給促進等） 

第９条 区は、第1条の目的を達成するため、区営住宅、区立住宅及び区が借り上げる良質

な民間住宅（以下「区営住宅等」という。）の供給を促進し、かつ入居管理の適正化のた

めの施策を推進しなければならない。 

２ 区は、区営住宅等を供給する場合において、高齢者、障害者等の福祉の向上を図るため、

必要な配慮を行う。 

３ 区は、区営住宅等の入居者の住居費負担について、入居者の収入、住宅の立地条件及び

規模等を勘案し、供給目的に応じた適切な水準となるよう努める。 

４ 区は、東京都、独立行政法人都市再生機構その他の関係機関に対して、公共住宅等の整

備について要請する。 

（平12条例67・平16条例34・一部改正） 

（区民の住宅建設等に対する支援） 

第10条 区は、住宅の質を向上させるため区民が自ら居住する住宅を建て替え、又は改良等

を行おうとする場合において、技術的又は経済的な支援を行うことができる。 

２ 前項の支援を行う場合において、当該住宅が多世代の居住に資するとき、及び高齢者又

は障害者の利便の向上に資するときは、当該支援について特別な配慮をする。 

（良質な中高層集合住宅の供給誘導） 

第11条 区は、区の区域内において中高層集合住宅を建設する事業者に対して、当該住宅が

適切な規模並びに快適な住生活を営むために必要な性能及び設備を備え、かつ良好な住

環境の形成に寄与するものとなるよう指導を行う。 

（高齢者等に対する支援） 

第12条 区は、高齢者、障害者等に対して、住み慣れた地域において居住を継続できるよう

家賃助成その他の適切な支援を行うことができる。 

（民間住宅に係る相談） 
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第13条 区は、良質な民間住宅の供給を図るため、区民等に対して住宅に関する相談を実施

する。 

（民間賃貸住宅への入居等に関する啓発） 

第14条 区は、民間賃貸住宅に入居しようとしている者又は入居している者が、高齢、障害、

国籍等の理由により、入居の機会が制約され、又は居住の継続が制限されることがないよう、

賃貸人その他の関係者に対する啓発に努める。 

（まちづくりに関する施策との一体性の確保） 

第15条 区は、良質な住宅の供給及び良好な住環境の形成を図るため、住宅施策とまちづく

りに関する施策とを一体的に推進するよう努める。 

（土地建物の共同化等への支援） 

第16条 区は、地域の特性に応じた土地及び空間の有効活用により、住宅の確保及び住環境

の整備を図るため、土地建物の共同化等を促進するための支援を行うことができる。 

（区民に対する助言等） 

第17条 区は、住環境の維持及び向上を図るために区民が自主的に行う活動に対して、必要

な助言及び援助を行う。 

（審議会） 

第18条 区の住宅政策の適切な推進を図るため、区長の附属機関として、審議会を置く。 

２ 審議会は、区長の諮問に応じ、第7条に定めるマスタープランの策定及び変更に関する

事項その他の住宅施策に関する事項を審議して答申する。 

３ 前項に定めるもののほか、審議会は、住宅施策に関する重要な事項について、区長に意

見を述べることができる。 

４ 審議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員をもって組織する。 

（１）学識経験者 ９人以内 

（２）区議会議員 ６人以内 

（３）区民 ５人以内 

５ 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を

妨げない。 

６ 審議会に、会長を置く。 

７ 会長は、委員の互選によって定める。 

８ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

９ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

10 審議会は、区長が招集する。 

11 審議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。 

12 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。 

13 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。 
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（平13条例61・一部改正） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年11月１日条例第67号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成13年11月１日条例第61号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年６月28日条例第34号） 

この条例は、平成16年７月１日から施行する。 
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２ 策定経過 

（１）住宅マスタープランの策定経過 

住宅対策審議会 

令和５年   6月9日 第66回 住宅対策審議会 
●豊島区住宅マスタープラン・住宅白書の改定スケジュールについて 
●豊島区住宅マスタープラン・住宅白書の改定の方向性について 

8月21日 第67回 住宅対策審議会 
●住宅白書の改定の要点について 
●住宅白書の改定（案）について 
●豊島区住宅マスタープラン改定骨子たたき台について 

 12月26日 第68回 住宅対策審議会 
●豊島区住宅マスタープランの素案について 

令和６年   3月28日 第69回 住宅対策審議会 
 ●豊島区住宅マスタープランの区長答申等 

住宅対策審議会専門部会 
令和５年   6月20日 第１回 住宅対策審議会専門部会 

●住宅白書改定の方向性について 
●住宅白書の改定スケジュールについて 
●豊島区の住生活に関する現状について 
●豊島区の住宅施策の実績について 

7月28日 第2回 住宅対策審議会専門部会 
●豊島区住宅マスタープラン改定骨子たたき台 
●豊島区住宅マスタープラン改定の方向性 

9月8日 第3回 住宅対策審議会専門部会 
●豊島区住宅マスタープラン改定骨子案 
●豊島区住宅マスタープラン改定の方向性 

10月5日 第４回 住宅対策審議会専門部会 
●豊島区住宅マスタープラン改定の視点、基本理念 
●豊島区住宅マスタープラン改定の基本目標ごとの施策 
●子育て世帯の定住促進に向けた課題整理 

12月4日 第5回 住宅対策審議会専門部会 
●豊島区住宅マスタープラン 後期５年 素案について 
●高齢者の住宅課題について 
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（２）第 16 期豊島区住宅対策審議会委員 

会長 

学   

識

経

験

者 

定行 まり子 日本女子大学家政学部住居学科教授 

委員 加藤 仁美 公益財団法人 東京都都市づくり公社理事 

佐々木 誠 日本工業大学建築学部建築学科教授 

篠原 みち子 篠原法律事務所 弁護士 

井本 佐保里 日本大学理工学部准教授 

齋藤 浩一 独立行政法人 都市再生機構 東日本都市再生本部 

事業推進部事業推進第１課 担当課長 

小池 武次 東京都宅地建物取引業協会豊島区支部常任幹事 

廣瀬 達雄 豊島区住宅相談連絡会副会長 

山本 ナミエ 豊島区民生委員・児童委員協議会会長 

区

議

会

議

員 

松下 創一郎 豊島区議会議員 

磯 一昭 豊島区議会議員 

高橋 佳代子 豊島区議会議員 

川瀬 さなえ 豊島区議会議員 

儀武 さとる 豊島区議会議員 

原田 たかき 豊島区議会議員 

区

民 

田中 嘉夫 公募委員 

木川 るり子 公募委員 

栗林 知絵子 公募委員 

原田 敏郎 公募委員 

田中 秀忠 公募委員 

任期：令和５（2023）年６月７日～令和７（2025）年６月６日 
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３ 用語の解説 

 

 ア 

□ アウトリーチ 

手を伸ばす、手を差し伸べるという意味で、医療や福祉の分野で潜在的なニーズや問

題などを早期に発見し、必要なサービスや支援につなげるため、支援が必要な人に対し

て支援者の方から積極的に訪問して支援を提供することです。 

□ 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号） 

適切な管理が行われていない空き家等を対象に、地域住民の生命・身体・財産の保護、

生活環境の保全、空き家等の活用を目的とした法律です。実態調査、所有者へ適切な管

理の指導の他、適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定し、助言・指導・

勧告・命令、罰金行政代執行を主な内容としています。令和５（2023）年に改正され、

市町村は、経済的社会的活動の促進のために空家等及び空家等の跡地の活用が必要とな

ると認められる空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を定めること、及び放置す

れば特定空家になるおそれのある空家（管理不全空家）に対し、管理指針に即した措置

を、市区町村長から指導・勧告ができるようになりました。 

□ アスベスト 

石綿です。繊維状の鉱物です。建築物の耐火材・保温材に使用されていましたが、吸

入による石綿肺や肺がんの原因となるため、現在では使用が禁止されています。 

□ 新たな生活様式 

新型コロナウイルス感染症専門家会議からの提言（令和２（2020）年５月４日）を

踏まえ、厚生労働省が示した、新型コロナウイルス感染症が感染拡大するのを防止す

るための行動指針です。この指針には、手洗いやマスク着用、身体的距離の確保、３

密の回避、人との接触を減らすことなどが含まれています。 

□ あんしん居住制度 

利用者（高齢者など）の費用負担により、見守りサービス（緊急時対応サービス、24

時間電話相談）や、万一の場合における葬儀の実施、残存家財の片づけを行う、（公財）

東京都防災・建築まちづくりセンターが実施している制度です。 
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□ 安心して住める家のためのガイドブック 

住宅購入者の利益の保護、住宅の品質確保の促進及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正

解決を図ることを目的として住宅の品質確保の促進等に関する法律を踏まえ、欠陥住宅

の発生を未然に防止し、住宅取得の際の不安を少しでも解消することを目的として、住

宅取得時に際し留意する必要がある事項をまとめたガイドブックです。 

□ 安心住まい提供事業 

立ち退き等により、住宅の確保に緊急を要する高齢者、障害者、ひとり親世帯を対象

に、区が借り上げた民間アパートを所得に応じた低廉な家賃で提供する事業です。 

□池袋副都心交通戦略 

池袋副都心交通戦略は、交通環境の変化とまちづくりが連動して都市再生を実現する

姿を取りまとめたものです。 

□ 一般減免制度 

認定月額所得が65,000円以下の世帯は申請により使用料を10～15％減額することが

できる制度です。 

□ エコ住宅普及促進事業 

地球環境の保全を目的とし、地球温暖化の進行に影響の大きい CO2 削減に配慮した、

住宅用の新エネルギー・省エネルギー機器等を導入する方に対し、設置にかかる費用の

一部を助成する事業です。 

□ ＮＰＯ 

Non-Profit Organizationの略。ボランティア団体や市民活動団体などの利益追求の

ためではなく、社会的に必要な公益的活動する組織や団体で「民間非営利組織」です。 

□ オープンスペース 

公園・広場・道路・河川・樹林地・農地など、建築物によって覆われていない土地の

総称です。加えて、宅地内における広場や歩行者空間、植栽地として整備された空間や

建築物間の空地などを指します。 
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 カ 

□ 街区再編まちづくり制度 

「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」に基づき、密集市街地など、まちづくりの

様々な課題を抱える地域において、都市計画に基づく規制緩和などを活用して、細分化

された敷地の統合や細街路の付け替えなどを行いながら、共同建替えなどを進めること

により、魅力ある街並みを実現しようとする制度です。 

□ 外国籍等区民 

「外国籍区民」、「外国籍住民」、「外国にルーツを持つ日本籍区民」のことです。 

「外国籍区民」とは国籍が日本以外の区民の人です。 

「外国にルーツを持つ日本籍区民」とは、①届出により日本の国籍を取得した区民、

②親の両方、またはいずれかが外国出身者である日本の国籍を持つ区民の人です。 

□ 外国籍住民 

国籍が日本以外の区民のうち、豊島区に住民登録をしている人です。 

□ 介護保険 

加齢に伴う病気などにより介護を必要とする状態になっても、できる限り自立した日

常生活を送ることができるよう、必要なサービスを利用者自らの選択に基づいて受けら

れる制度として平成 12（2000）年に創設された社会保険制度です。社会全体で要介護被

保険者を支えるため、40 歳以上の被保険者が納める保険料と公費とで保険給付費をま

かなっています。区市町村が保険者となり、３年を１期として策定する介護保険事業計

画に基づき保険給付を行います。 

□ 家族的な住まい方 

豊島区空家活用条例に定められた制度です。豊島区においては、一定の要件を満たし

たシェア居住を家族的な住まい方として認定することで、住宅の用途のままシェア居住

を行うことが可能になりました。 

□ カーボンニュートラル 

令和２（2020）年 10 月、政府は令和 32（2050）年までに温室効果ガスの排出を全体

としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。「排出を全体

としてゼロ」というのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、

植林、森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを

意味しています。カーボンニュートラルの達成のためには、温室効果ガスの排出量の削

減並びに吸収作用の保全及び強化をする必要があります。 
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□ 感震ブレーカー 

設定値以上の震度の地震発生時に自動的に電気の供給を遮断するものです。各家庭に

設置することで通電復旧後の出火を防止するとともに、他の住宅等への延焼を防ぎ、被

害を大きく軽減することができます。 

□ 幹線道路 

都心や他の副都心などとの連携を担う都市計画道路です。概収１～２ｍ道路網間隔で

配置し、都市計画道路のうち放射・環状道路と補助 26 号線で構成します。 

□ 救急通報システム 

豊島区に住む 65歳以上の一人暮らし高齢者（日中独居を含む）、または高齢者のみ世

帯の方を対象とする事業で、家庭内で急病等の緊急事態が起きたとき、ボタンを押すだ

けで民間受信センターに通報され、救急の要請や緊急連絡先へ連絡し、同時に現場派遣

員も駆けつけるシステムです。 

□ 旧耐震基準 

昭和 56（1981）年６月１日の建築基準法の耐震基準の見直しより前に用いられてい

た耐震基準です。 

□ 狭小住戸集合住宅税 

１住戸の専用面積が 30 ㎡未満の狭小住戸を９戸以上有する集合住宅を建設しようと

する場合にかかる法定外普通税です。納税義務者は建築主です。 

□ 居住環境総合整備事業 

道路や公園等の都市基盤が未整備のまま過密都市化が進み、特に木造老朽住宅等が密

集して立地する地区では、老朽住宅などの除却、建替えを促進するとともに、地区施設

の整備を総合的に行う事業です。 

□ 居住支援協議会 

高齢者や子育て世帯などの住宅確保要配慮者の民間住宅への円滑な入居の促進を図

るため、地方公共団体や不動産関係団体、居住支援団体などが連携し、住宅確保要配慮

者及び民間住宅の賃貸人双方に対し、住宅情報の提供などの支援を実施する組織です。 

□ 居住支援法人 

住宅確保要配慮者の民間住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に

対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなど

の生活支援などを実施する法人として都道府県が指定するものです。 
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□ 居住面積水準 

居住面積水準は，国民の住生活の安定の確保及び向上の促進が図られるよう，住生活

基本計画（全国計画）に定められた住宅の面積に関する水準です。 

・最低居住面積水準：世帯人数及びその特性に応じて、健康的で文化的な住生活を営む

基礎として必要不可欠な住宅の面積です。 

・誘導居住面積水準：世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライ

フスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準です。誘導居

住面積水準には、都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定した都市居住

型と、都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定した、一般

型があります。 

 算定式 

子どもに係

る世帯人数

の換算 

世帯人数別の面積 

（単位：㎡） 

単身 ２人 ３人 ４人 

最低居住面積水準 

 

①単身者：25㎡ 

②２人以上の世帯：10 ㎡

×世帯人数+10 ㎡ 

３歳未満 

0.25 人 

３歳以上６

歳未満 

0.5 人 

６歳以上10

歳未満 

0.75 人 

25 30 
40 

【35】 

50 

【45】 

誘導居住面

積水準 

都市居

住型 

①単身者：40㎡  

②２人以上の世帯：20 ㎡

×世帯人数＋15㎡ 

40 55 
75 

【65】 

95 

【85】 

一般型 

①単身者：55㎡ 

②２人以上の世帯：25 ㎡

×世帯人数＋25㎡ 

55 75 
100 

【87.5】 

125 

【112.5】 

注１）子どもに係る世帯人数の換算により、世帯人数が２人に満たない場合は、２人とする。 

注２）世帯人数が４人を超える場合は、５％控除される。 

注３）世帯人員別の面積欄の【 】内は、４歳児が１名いる場合の例 

□ 区営住宅 

公営住宅法に基づく住宅、または同法施行令に定める基準の範囲内の収入のある者に

対して区が設置し、管理運営する住宅です。 

□ 区民住宅 

中堅所得ファミリー世帯の定住化を図り､バランスのとれた地域社会の形成を目的に

国の特定優良賃貸住宅制度を活用した住宅で、豊島区が借り上げて管理するものです。

20 年間の借り上げ期間終了後は順次オーナーに返却しています。 

□ 「グリーンとしま」再生プロジェクト 

高密都市豊島区を緑豊かなまちにするために、平成 21（2009）年度に始まったプロジ

ェクトです。区内の様々な団体、学校、事業者などの協力を得て、限られたスペースを

有効活用し、区内約 100 か所に「いのちの森」「学校の森」をつくるなど、区内緑化の

推進に取り組んでいます。 
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□ グループホーム 

高齢者や障害者が、少人数で家庭的な雰囲気の中で共同生活をし、同居者あるいは介

護スタッフが生活援助を行う施設です。 

□ グループリビング 

一人暮らしの高齢者や高齢夫婦など、独立した生活に不安を抱える人たちが、比較的

低廉な料金で、地域でお互いの自主性を尊重して助け合いながら共同生活を営むことに

より、生涯自己実現を図りつつ健やかに老いることを目的とする小規模在宅型の共同住

宅です。 

□ ケア付き住まい 

バリアフリー化され、緊急時対応通報や安否確認等のサービスの質が確保されるとと

もに、高齢者が適切な負担で入居可能なケア付きすまいとして東京都が供給促進してい

る高齢者向け優良賃貸住宅及びサービス付き高齢者向け住宅の総称です。 

□ 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号） 

建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康、

財産の保護を図り、公共の福祉の増進に役立つことを目的とする法律です。ここでいう

最低の基準とは、単に数値で定めたものだけでなく、国民の生命、健康、財産の保護を

図り、公共の福祉の増進に役立つための様々な最低の基準も含まれます。 

□ 公営住宅 

公営住宅法に基づき、所得の低い方を対象とした住宅です。区内には都が管理する都

営住宅と、区が管理する区営住宅及び一部の福祉住宅があります。 

□ 高額所得者 

公営住宅に引き続き５年以上入居し、最近２年間引き続き政令で定める基準を超える

高額の収入がある入居者です。 

□ 公共住宅 

東京都や区市町村、住宅供給公社、都市再生機構などの公的な住宅事業者が供給し管

理している住宅のことです。 

□ 公社賃貸住宅（JKK 住宅） 

東京都住宅供給公社が管理している住宅です。 

□ 高齢者自立支援住宅改修助成 

65 歳以上の高齢者に対して、安全な生活が送れるように、段差解消や手すりの取り

付け、洋式便器への取り替え等について、費用を助成する事業です。介護認定の有無に

よって内容が異なります。 
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□ 高齢者世帯等住み替え家賃助成 

豊島区内の民間住宅（アパート）に住んでいる高齢者世帯、障害者世帯、18 歳未満の

子どもを養育している世帯及び低所得者が、取り壊し等により現在の住宅での居住が困

難となり転居をする場合、転居したあとの家賃の一部を助成する制度です。 

□ 高齢者等入居支援事業 

民間住宅の確保が困難な高齢者等に対して、賃貸住宅の情報の提供、身元保証制度

の利用助成、不動産店への同行サービスを実施することにより、高齢者等の居住の継

続を図る事業です。 

□ 国際アートカルチャー都市 

国際アートカルチャー都市とは福祉や子育て、教育、安全・安心なまちづくりなどを

基礎としたうえで、多様な文化を享受し合い、人や文化が交わることにより新たな価値

を生み出し、にぎわいあふれる“ひと”が中心の誰もが主役になれるまちの姿です。 

□ 子育て世帯 

この住宅マスタープランでは、夫婦と子の世帯、ひとり親と子の世帯、３世代世帯を

子育て世帯としています。なお、第２章 11 ページ「世帯数の推移と将来推計」「世帯構

成の 23 区比較」では、豊島区人口ビジョンに合わせ、夫婦と子の世帯、ひとり親と子

の世帯、３世代世帯（親族のみの世帯）を子育て世帯としています。それ以外の国勢調

査では 18歳未満の子どもがいる世帯、住宅・土地統計調査では、夫婦と 18 歳未満の子

の世帯をいいます。 

□ コージェネレーションシステム 

発電とともに、発生した熱を冷暖房や給湯などに有効利用するシステムです。 

□ 国勢調査 

国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、総務省統計局により５年ごとに行われ

る全国調査です。 

□ 子育てファミリー世帯家賃助成 

子育てファミリー世帯の良質な賃貸住宅への誘導と居住環境の改善を図るため、豊島

区内の民間住宅（アパート）に転入・転居した場合に転居後の家賃と基準家賃の差額の

一部を助成する制度です。 

□ 子ども食堂 

子ども食堂とは、子どもが一人でも行くことのできる無料または低額の食堂です。

豊島区では、子ども食堂を運営している方々、開設を考えている方々が情報共有をし

たり、学び合う場としま子ども食堂ネットワークを支援しています。 
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□子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業 

東京都は、「『未来の東京』戦略」（令和３（2021）年３月策定）においてその核に据

えた３つのＣ（Children(子供)、Chōju(長寿)、Community(居場所)）に係る取組を区

市町村と連携して推進しています。本補助事業では、区市町村による先駆的・分野横

断的な取組に対し、ソフト・ハード両面から補助を実施しています。 

□ コレクティブハウス 

複数人の仲間と１つ屋根の下で助け合って暮らす住まい方で、それぞれ独立した住戸

に居住して自立した生活を行うとともに、私生活の領域とは別の共用空間を設け、居住

者同士のコミュニケーションを育みながら食事・育児などをともにする住まい方です。 

□ コ・ワーキングスペース 

コ・ワーキングスペースとは、異なる職種や所属の人々が共有するオフィススペー

スのことです。コ・ワーキングスペースは、シェアオフィスやレンタルオフィスとは

異なり、オープンスペースを共有することが特徴です。 

 

 サ 

□ サードプレイス 

サードプレイスとは、自宅や職場とは異なる、居心地のよい第 3の居場所を指しま

す。サードプレイスは、コミュニティにおいて、自宅や職場とは隔離された、心地の

よい場所であり、カフェ、クラブ、公園などがその例です。 

□ サービス付き高齢者向け住宅 

バリアフリー化され、ケアの専門家が日中常駐するとともに、生活相談サービス、安

否確認サービスなどが付いた住宅として都道府県に登録された住宅です。 

□ 細街路 

幅員４メートル未満の狭い道路のことをいいます。 

□ 敷地の細分化 

敷地の売買などのため、もともとの敷地を細かく分割することです。 

□ ＣＳＷ(コミュニティソーシャルワーカー) 

コミュニティに焦点をあてた社会福祉活動・相談支援を担う専門職です。具体的な取

組みとして、対象者を限定せずに区民からの総合的な福祉相談に対応する「個別相談支

援」や、地域課題の解決に向けて住民や町会・自治会、民生委員・児童委員、青少年育

成委員、関係機関や団体などとの協力による「地域支援活動」などを行います。 
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□ シェア居住・シェアハウス 

複数人で住居を借り、台所や風呂・トイレなどを共同で利用する居住の形態、または

そのための住宅です。住居内の各部屋が住居者のプライベートな空間となり、そのほか

は共同利用の空間となります。 

□ 市街地再開発事業 

都市再開発法に基づき、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新

を図るために、建築物及び建築敷地の整備とあわせて公共施設の整備を行う事業です。

建築物と公共施設を一体的に整備することで、木造住宅密集地域や住宅、店舗及び工場

などが混在し、防災面や居住環境面で課題を抱える市街地の改善を図ります。 

□ シックハウス 

高気密化や化学物質を放散する建材・内装材の使用等により、居住者に様々な体調不

良が生じるものです。平成 15（2003）年には建築基準法が改正され、シックハウス対策

に係る規制が導入されました。 

□ 社会福祉協議会 

社会福祉法に基づき設置されている社会福祉活動を推進することを目的とした非営

利の民間組織です。さまざまな福祉サービスに加え、在宅福祉サービス、福祉サービス

利用援助、成年後見制度の利用支援、障害者関係団体への助成、生活福祉資金の貸付け

などを行なっています。 

□ 借家 

住宅・土地統計調査において借家の種類は、公営の借家、都市再生機構・公社の借家、

民営借家に区分されます。 

□ 終活あんしんセンター 

令和３（2021）年２月 15 日に開設された終活に関する総合的な相談場所。豊島区か

ら委託され、豊島区民社会福祉協議会が運営しています。人生の終末を迎えるにあたり、

介護、葬儀、相続などについての希望をまとめ準備を整えること（終活）について、の

総合的な相談を受け付けています。 

□ 住生活基本計画  

住生活基本法に基づいて策定する計画で、全国計画と都道府県計画とがあります。全

国計画は平成18（2006）年９月に閣議決定し、平成28（2016）年３月に改定されました。 

□ 住生活基本法（平成 18 年６月８日法律第 61 号） 

豊かな住生活の実現を図るため、住生活の安定の確保と向上の促進に関する施策につ

いて、その基本理念、国・地方公共団体・住宅関連業者の責務の明確化、住生活基本計

画の策定その他住宅政策の基本となる事項について定めた法律です。 
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□ 住宅確保要配慮者 

低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、外国人など住宅の確

保に特に配慮を要する者のことです。 

□ 住宅基金 

豊島区住宅基金条例（平成 15（2003）年４月１日施行）に基づく、住宅施策の推進に資

するための基金です。 

□ 住宅金融支援機構 

一般の金融機関による住宅の建設などに必要な資金の融通を支援するための貸付債

権の譲受などの業務を行うとともに、国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良

質な住宅の建設などに必要な資金の調達などに関する情報の提供その他の援助を行う

独立行政法人です。 

□ 住宅市街地総合整備事業 

 既成市街地において、快適な住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形

成、密集市街地の整備改善等を図るため、住宅等の整備、公共施設の整備等を総合的に

行う事業です。 

□ 住宅修繕・リフォーム資金助成 

豊島区内の住宅の修繕工事及びリフォーム工事について、工事代金の一部を助成する

ことにより、住み慣れた地域での生活の安定や住宅ストックの適切なメンテナンスを図

る制度です。 

□ 住宅宿泊事業法 

訪日外国人旅行者が急増する中、多様化する宿泊ニーズに対応して広がりつつある民

泊サービスについて、その健全な普及を図るため、住宅を使った宿泊営業をする住宅宿

泊事業者に届出が義務化されました。また年間提供日数の上限など、事業を実施する場

合の一定のルールを定め、人を宿泊させる日数が年間 180日を超えないことと規定され

ています。 

□ 住宅診断（ホームインスペクション） 

 住宅の基礎、外壁等に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化事象・不具合事象の状況

を目視、計測等により調査するものです。 

□ 住宅ストック 

現在までに蓄積された住宅の総数のことで、既存ストックともいいます。 
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□ 住宅セーフティネット 

住宅セーフティネットとは、自力で住宅を確保できないかたに対して、行政が関与・

支援して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備していくという意味です。 

□ 住宅性能表示制度 

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく制度で、消費者による住宅性能の相互

比較が可能となるよう住宅を建てたり購入したりするときに、その住宅の性能を全国共

通の基準で第三者の評価機関で評価性能の表示基準を設定するとともに、客観的に性能

を評価する第三者機関を設置し、住宅の品質・性能の確保を図っています。 

□ 住宅・土地統計調査  

住宅及び世帯の実態を把握するため、総務省統計局が昭和23年以来５年ごとに実施し

ている全国的調査です。国勢調査が全数調査であるのに対して、住宅・土地総計調査は

標本調査です。 

□ 住宅用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ） 

ＨＥＭＳとは「Home Energy Management System（ホーム エネルギー マネジメント 

システム）」の略で、電気やガスなどの使用量の「見える化」等により家庭で使うエネ

ルギーを節約するための管理システムです。 

□ 収入超過者 

公営住宅に引き続き３年以上入居し、政令で定める基準を超える収入がある入居者で

す。 

□ 住民基本台帳  

 氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民に関す

る事務処理の基礎となるものです。住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付などによ

り、住民の居住関係を公証するとともに、行政の事務処理のために利用されています。 

□ 障害者の地域移行の推進 

豊島区障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画では、障害者自身が地域で安心し

て暮らし続けられるよう、地域生活支援拠点の整備、入所施設や病院等からの地域移行

の推進等を目標として掲げています。 

□ シルバーピア  

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯を対象として、高齢者向けの設備を備え、生

活協力員を配置した集合住宅です。必要に応じて入居者に生活指導・相談、一時介護な

どのサービスを提供するケアセンターを設置することとしています。 
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□ 震災復興マニュアル 

震災復興の一連のプロセスを迅速かつ適切に遂行するため、事前に区民との合意形成

のあり方や復興のための業務に携わる職員の行動指針や手順などをまとめたものです。 

□ 生活援助員 

福祉住宅に通いで、高齢者に対し、日常の生活相談、安否確認、緊急時対応のサービ

スを提供する専門知識を有する生活援助員です。ライフサポートアドバイザー（LSA）

ともいいます。 

□ 生活協力員 

福祉住宅に住みこみ、入居者の相談、安否確認、緊急時の対応などを行います。豊島

区では福祉住宅に生活協力員又は、生活援助員がいます。 

□ 生活困窮者自立支援制度 

経済的に困窮し最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方へ包

括的な支援を行う制度です。この制度には、自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、

就労準備支援事業や家計改善支援事業などを含みます。 

□ セーフコミュニティ 

世界保健機関（ＷＨＯ）が推奨する安全・安心なまちづくりの国際認証制度です。豊

島区は、平成 24（2012）年 11 月、世界では 296 番目、日本では５番目、東京では初め

てこの国際認証を取得しました。 

□ セーフティネット  

「安全網」のことです。住宅におけるセーフティネットとは、自力で住宅を確保でき

ないかたに対して、行政が関与・支援して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を

整備していくという意味です。 

□ セーフティネット住宅 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 29（2017）年法

律第 24 号）に基づき、規模、構造、設備などについて一定の基準に適合する住宅で、

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として都道府県に登録した住宅です。 

□ 総合設計許可要綱 

一都市づくりに関する計画等に基づき、良好な市街地環境の整備改善等に寄与する建

築計画に対して、容積及び形態の制限を緩和する総合設計制度の取扱方針を定めたもの

です。 
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□ 大規模修繕 

建築物の全体あるいは複数の部分について周期的に行なう大規模な修繕で機械・電

気・配管等の工事を含めた全体的な更新を伴う修繕工事です。（建築基準法上の「大規

模の修繕」とは定義が異なります。） 

□ 耐震化率 

建築基準法の新耐震基準またはこれと同等の耐震性有する建築物の割合を示します。 

□ 耐震診断助成 

昭和56（1981）年５月31日以前に建築された住宅の耐震診断に対する助成制度です。 

□ 建替時都営住宅制度 

建替え時期にある都営住宅において、都が現居住者の仮移転先住宅の確保と移転折衝

を行い、空き家となった住宅を区市町村へ移管する制度です。移管を受けた区市町村は、

住宅を除却し、地域の実情にあった公営住宅などを建設します。 

□ 多文化共生 

国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こう

としながら、地域社会の構成員として共に生きていくことです。 

□ 地域コミュニティ 

町会区域を基礎的な単位とする地域における多様な人と人とのつながりです。 

□ 地域包括ケアシステム 

高齢者が重度の要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の

最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・介護予防・生活支援を一体的

に提供する体制のことです。 

□ 地区計画 

建築物の建築形態、公共施設等の配置などから、それぞれの地区の特性にふさわしい

良好な環境を整備、保全するために定められる計画であり、都市全体の観点から適用さ

れる地域地区制度と個別の建築物の規制を行う建 築確認制度の中間領域をカバーする

地区レベルのきめ細かな計画制度です。 

□ 昼間人口 

常住している人口（夜間人口）から、他の地域へ通勤・通学している者（昼間流出人

口）を減じ、他の地域から通勤・通学に来ている者(昼間流出人口)を加えた人口をいい

ます。買い物客など非定常的な移動は含みません。 
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□ 長期修繕計画 

快適な居住環境を確保し、資産価値の維持を図ることを目的として、マンションなど

の共用部分に係る経年劣化などに対応するための長期にわたる修繕の計画及びその実

施にかかる経費の積算並びに資金計画のことをいいます。 

□ 長期優良住宅 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、所管行政庁により認定される住宅

で、劣化対策、耐震性、可変性などの性能を有し、長期にわたり良好な状態で使用でき

る住宅です。 

□ 長寿命化 

環境負荷や住宅に関する費用負担を軽減し、住宅の資産価値を向上させるため、住宅

を長期にわたり住み続けられるための措置を講じることです。 

□ 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン 

賃貸住宅のトラブルを防止するために、退去時の復旧や入居中の修繕に関する費用負

担の原則や、契約及び住まい方で注意すべきことについて説明します。条例で義務付け

ている説明の意味や内容などを、よりよく理解するためのガイドラインです。 

□ 定期使用住宅 

公営住宅の利用機会の公平性を確保し、入居機会を拡大するため、入居期限を設定す

る制度です。東京都では若年夫婦・子育て世帯向けの制度があります。 

□ ＤＸ（デジタル・トランスフォーメンション） 

ＤＸとは、デジタルトランスフォーメーションの略称で、デジタル技術を活用して業

務効率化やコスト削減を実現することを目的とします。 

□ 東京都建築安全条例 

建築基準法では、地方の気候、風土の特殊性を配慮し、法や同法施行令の規定よりも

制限を強化する条例を定めることができるとされています。これらに基づき、都は「東

京都建築安全条例」において、がけ、防火構造及び特殊建築物などに関する制限の附加

並びに敷地及び道路との関係における制限の附加などを定めています。 

□ 東京都子育て支援住宅 

居住者の安全性や家事のしやすさなどに配慮された住宅で、かつ、子育てを支援する

施設やサービスの提供など、子育てしやすい環境づくりのための取組を行っている優良

な住宅です。東京都が認定基準を設け、認定する制度です。 
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□ 東京都住宅マスタープラン 

東京都の住宅政策を総合的かつ計画的に推進するため、住宅政策の目標や施策につい

て示した計画です。平成 28（2016）年度から平成 37(2025)年度までの 10年間を計画期

間としています。住生活基本法に基づく住生活基本計画の都道府県計画としての性格を

併せ持つものです。 

□ 東京都防災・建築まちづくりセンター 

東京都及び区市町村の出資により設立された公益財団法人で、まち、住まい、建物の

安全・安心を推進する防災・まちづくりに関する事業を実施しています。 

□ 都営住宅 

公営住宅法に基づき所得の低いかたを対象とした都が管理する公営住宅です。 

□ 特定整備路線 

震災時に特に甚大な被害が想定される整備地域を対象に、災害時の延焼遮断や避難路、

緊急車両の通行路となるなど、地域の防災性向上に大きな効果が見込まれる都市計画道

路です。 

□ 都市開発諸制度  

公開空地の確保など公共的な貢献を行う建築計画に対して、容積率や斜線制限などの

建築規制を緩和することにより、市街地環境の向上に資する都市開発の誘導を図る制度

で、｢再開発等促進区を定める地区計画｣｢特定街区｣｢高度利用地区｣｢総合設計｣がありま

す。 

□ 都市計画道路 

都市計画法第 11 条の都市施設として都市活動を支え、生活に必要な都市の骨組みを

形作るために、都市計画として定めることができる都市決定された道路です。 

□ 都市再生機構 

都市基盤整備公団と地域振興整備公団の都市部門が平成 16（2004）年に統合し発足

した独立行政法人です。日本住宅公団から受け継いだ住宅の管理の他、まちづくり事業

を実施しています。 

□ としま居住支援バンク 

住宅確保要配慮者への入居支援のため、豊島区居住支援協議会で運営する空き家・空

き室の登録制度です。 
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□ 豊島区空家活用条例（平成 30 年４月１日施行） 

空き家の有効活用に関し必要な事項を定めることにより、生活環境及び景観の悪化等

の社会問題による都市の活力や魅力の低下並びに火災及び犯罪の発生を防止し、もって

安全で安心して住み続けられるまちづくり及び区民等の多様なライフスタイルの実現

に寄与することを目的としています。 

□ 豊島区空家等対策計画 

空家等対策の推進に関する特別措置法第６条に基づき、国土交通大臣及び総務大臣が

定める基本指針に即して、区市町村がその区域内で空き家などに関する対策を総合的か

つ計画的に実施するために作成することができる計画です。 

□ 豊島区環境基本計画 

豊島区環境基本条例第９条に基づき、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るための計画です。 

□ 豊島区基本計画  

豊島区基本構想を具体化するとともに、区の各分野における計画を総合的に調整する

計画。豊島区基本構想の見直しを踏まえ、平成28（2016）年３月に策定しました。 

□ 豊島区基本構想  

分権型社会における豊島区のあるべき将来像とその実現のための総合的かつ計画的

な地域づくりの方向を定めることを目的とし、区民、地域で活動する団体、企業等と区

に関わりのある全ての人が、あるべき将来像の実現を共通の目標とし、様々な活動を進

めるための指針となるものとして、構想期間を21世紀の四半世紀として平成15（2003）

年３月に策定。平成27（2015）年３月に内容の一部見直しを行いました。 

□ 豊島区景観計画 

景観法第８条に基づき、景観行政団体が景観計画区域、良好な景観のための行為の制

限に関する事項、良好な景観の形成に関する方針などを定める計画です。 

□ 豊島区景観条例（平成 28 年４月１日施行） 

これまでのアメニティ形成の実績を踏まえながら、景観法に基づく景観行政団体に移

行し地域特性を生かした景観まちづくりを推進するため、平成 28（2016）年３月に豊島

区景観計画を策定、豊島区景観条例を４月に施行しました。 

□ 豊島区高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

老人福祉法に規定する「市町村老人福祉計画」並びに介護保険法に規定する「市町村

介護保険事業計画」の性格をもつもので、高齢者保健福祉分野および介護保険事業にお

ける具体的な施策とその目標を示す計画です。 
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□ 豊島区子ども・若者総合計画 

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画である「豊島区子どもプラン」を引き継

ぐ計画となり、すべての子ども・若者の権利が保障され豊かな文化の中で自分らしく成

長できるまちづくりの実現を目指すために策定された計画です。 

□ 豊島区住宅基本条例（平成５年３月 30 日施行） 

区民の住生活の安定を図り、生活の豊かさを実感できる住宅及び住環境の創造に寄与

することを目的として豊島区の住宅施策の基本理念及び施策の基本となる事項を定め

た条例です。 

□ 豊島区住宅相談連絡会 

豊島区内の５つの建設組合で構成されており、区民からの住宅相談に広く応じるとと

もに、区の事業である「住宅修繕・リフォーム資金助成事業」において、施工業者の案

内や検査などを行っています。 

□ 豊島区障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画 

この計画は、障害のあるかたを取り巻く社会情勢の変化やさまざまな支援ニーズに的

確に対応し、障害福祉施策の一層の推進を図ることを目的として、「豊島区地域保健福

祉計画」の分野別計画に位置づけられ、整合性を保ちながら策定するものです。 

□ 豊島区人口ビジョン 

日本における人口減少社会の克服を目指し、豊島区の目指す「地方創生」を実現する

ため、「まち・ひと・しごと創生法」第 10 条に基づき策定されました。今後の目指すべ

き方向性と人口の将来展望を提示しています。 

□ 豊島区耐震改修促進計画 

建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、区内の住宅・建築物の耐震診断及び

耐震改修を計画的かつ総合的に促進することで、地震による被害から区民の生命と財産

を守ることを目的に策定された計画です。 

□ 豊島区建物等の適正な維持管理を推進する条例（平成 30 年４月１日施行） 

建物等の適正な維持管理を推進することにより区民が安全で安心して住み続けられる

まちづくりの実現のため、建物の倒壊・損壊・部材の落下による事故・火災・犯罪の発

生を防止することを目的としています。 
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□ 豊島区地域防災計画 

災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、区民の生命、身体及び財産を保護するとと

もに、地域での災害に関して、災害予防、災害応急対策および災害復旧・復興に至る一

連の防災活動を適切に実施し、区全体の防災対応力を向上させることを目的に豊島区防

災会議が策定する計画です。 

□ 豊島区地域保健福祉計画 

社会福祉法第 107 条の規定にもとづく地域福祉計画として、地域の福祉について「共

通して取り組むべき事項」を記載するとともに、区の基本構想および基本計画を具体化

し、地域保健福祉の推進における理念や基本的な方向を示すものです。 

□ 豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例（平成 17 年１月１日施行） 

一定規模以上（地階を除く階数３以上で、かつ住戸数が 15 以上）の共同住宅を建築

するときに、良好な集合住宅の確保、良好な近隣関係の維持向上及び高齢者社会の進展

に対応した居住環境の整備を図ることを目的とした条例です。 

□ 豊島区と区内大学との連携・協働に関する包括協定（平成 19 年 11 月締結） 

人的・知的・物的資源の交流、教育機能の向上、豊かな地域社会の創造を図るため、

平成 19（2007）年に豊島区と区内大学との間に締結された協定です。 

□ 豊島区都市づくりビジョン 

都市計画法第 18 条の２に基づいて定められた「都市計画に関する基本的な方針」で

す。区は地方自治法に基づく「基本構想」と広域的な都市計画の基本計画である「都市

計画区域の整備、開発または保全の方針」に即して定めることが義務づけられています。 

□ 豊島区文化政策推進プラン 

豊島区の「文化による地域力の創出」をめざすための指針であり、文化の持つ力で、

区民や豊島区を訪れる人々を元気にし、輝きのある「文化創造都市」の実現のために策

定されました。 

□ 豊島区マンション管理推進条例（平成 25 年７月１日施行） 

分譲マンションの管理について、区、管理組合、居住者、専門家等がそれぞれ取り組

む事項について示し、合意形成の円滑化、居住者同士および地域とのコミュニティ形成・

活性化を図ることにより、マンションの良好な管理を推進するための条例です。 

□ 豊島区みどりの基本計画 

都市緑地法に基づいて、区の特性と独自性を活かした、緑地の保全と緑化の推進につ

いて定めたみどりの総合的な計画です。 
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□ 豊島区みどりの条例（平成 15 年４月１日施行） 

豊島区におけるみどりの保護及び育成について必要な事項を定めることにより、区、

区民及び事業者が一体となってみどり豊かなまちの形成を図り、区民の健康で快適な生

活環境を確保することを目的に、平成14（2002）年12月に制定された条例です。 

□ 都心共同住宅供給事業 

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法に基づき、都心

及びその周辺地域において、良質な中高層共同住宅の供給を支援することを目的とした

事業です。 

 

 ナ 

□ 二地域居住 

都市住民が地方などの地域にも同時に生活拠点を持つことをいいます。多様なライフ

スタイルの視点を持ち、地域への人の誘致・移動を図ります。 

 

 ハ 

□ バリアフリー 

高齢者や障害者が社会参加する上での障壁（バリア）をなくす（フリー）ことです。

段差等の物理的障壁を除却するだけではなく、社会的、制度的、心理的な全ての障壁を

除去するという意味でも用いられます。 

□ 福祉住宅 

公営住宅法に基づく住宅、または同法施行令に定める基準の範囲内の収入のある高齢

者、障害者、母子世帯者に対して区が設置し、管理運営する住宅です。高齢者、障害者

向け住宅には、生活援助員または生活協力員が配置されています。 

□ 不燃化推進特定整備地区（不燃化特区） 

整備地域の中でも、地域危険度が高いなど、特に重点的・集中的に改善を図るべき地

区について、区からの整備プログラムの提案に基づき、区から提案を受け、東京都が期

間や地域を限定して、老朽木造建築物の建替え・除却への助成や固定資産税などの減免

措置など特別の支援を行う地区です。 

□ 不燃領域率 

市街地の「燃えにくさ」を表す指標です。建築物の不燃化や道路、公園などの空地の

状況から算出し、不燃領域率が 70％を超えると市街地の焼失率はほぼ０となります。 
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□ 補助幹線道路 

区域内の交通を主要道路へ連結する機能を担う地区の幹線にあたる都市計画道路で

す。幹線道路と一体となって、道路ネットワークを構成します。 

 

 マ 

□ まちづくり融資 

（独）住宅金融支援機構によるまちづくり事業を行う場合に、事業の初動期から完了

までの各段階の資金ニーズに対応する融資制度です。長期事業資金・短期事業資金・高

齢者向け返済特例があり、長期事業資金は自社使用や賃貸事業を目的として、再開発事

業やマンション建替え事業による権利床の増床や保留床を取得する場合に活用できま

す。 

□ マンション改良工事助成制度 

分譲マンションの適正な維持管理の促進を目的として、建物の共用部分の外壁塗装や

屋上防水、バリアフリー化など、計画的に改良・修繕する管理組合に対し、（独）住宅

金融支援機構と連携した助成を行う東京都の制度です。 

□ マンション管理計画認定制度 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、マンションの管理計画が一

定の基準を満たす場合にマンションの管理計画を豊島区が認定する制度です。豊島区で

は令和５（2023）年４月１日より制度を開始しました。 

□ マンション管理規約 

建物の区分所有等に関する法律では、区分所有者間の所有関係や権利・義務といった

基本的なことを定めていますが、個々のマンションの実状に応じて規約を定めることが

できるとしています。この規約を「管理規約」といいます。 

□ マンション管理士  

マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき創設された国家資格で、専門

的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関し

て、管理組合の管理者等またはマンションの区分所有者などの相談に応じ、助言、指導

その他の援助を行うことを業務とします。 

□ マンション共用部分リフォーム融資 

（独）住宅金融支援機構の融資制度で、一定の基準を満たすマンション管理組合が共

用部分をリフォーム工事や耐震改修工事などをする場合に、対象となる工事費の一部を

融資するものです。  
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□ マンション敷地売却制度 

マンションを建替え等の円滑化に関する法律により、マンションを建替えるとき、建

替えを計画するときに、多数決によってマンションと敷地を売却することができる制度

です。 

□ マンション専門家派遣 

分譲マンションの管理組合に、マンション管理の専門家であるマンション管理士、一

級建築士、建築設備士、税理士を無料で派遣し、マンションの維持管理・大規模修繕・

建替えなどの疑問やご相談について、情報提供や助言を行います。 

□ マンション建替え・改修アドバイザー制度 

分譲マンション管理組合等が、建替えか改修かの検討を行う際、東京都分譲マンショ

ン建替え・改修アドバイザー制度を利用し、派遣料の３分の２を助成する事業です。 

□ 密集市街地 

道路などの基盤整備が行われないまま、建築物が高密度に立ち並んだ市街地をいいま

す。 

□ 民営借家 

住宅・土地統計調査において、民営借家は、国・都道府県・市区町村・都市再生機構

（旧公団）、公社以外のものが所有又は管理している住宅で、「給与住宅」でないもので

す。 

□ 民生・児童委員  

民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの担当地域において、つ

ねに住民の立場に立って、高齢者や障害者、生活に困っている人などの相談を受け、支

援を行ったり必要な福祉サービスにつなぐ役割を果たしています。また、児童福祉法に

よる児童委員も兼ねており、地域の子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配

ごとなどの相談、支援なども行っています。 

□ 木造住宅密集地域 

老朽化した木造住宅が密集し、オープンスペースが少なく、道路が狭いために防災及

び住環境の課題を抱えている地域です。 
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 ヤ 

□ 家賃債務保証制度 

高齢者住まい法（高齢者の居住の安定確保に関する法律）に位置づけられた（一財）

高齢者住宅財団の制度で、高齢者が、高齢や保証人がいないことを理由に賃貸住宅への

入居を断られることがないように、家賃を保証するものです。 

□ ユニバーサルデザイン 

障害の有無や年齢、性別、国籍などにかかわらず、誰もが使いやすい施設、製品、環

境などのデザインのことです。 

 

 ラ 

□ ライフスタイル  

 個人の生き方や生活様式のことを指します。 

□ ライフステージ  

人間の一生において節目となる出来事(出生、入学、卒業、就職、結婚、出産、子育

て、退職等)によって区分される生活環境の段階のことをいいます。 

□ リノベーションまちづくり構想  

公民の適切な役割分担の下で遊休化した不動産である空間資源と潜在的な地域資源

の活用により、都市、地域経営課題を複合的に解決し、住んで子育てして、働きながら

暮らし続けられるまちを実現する目的で策定されました。 
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４ 参考・引用した調査 

 

■国の調査 

○ 国勢調査             総務省統計局が５年ごとに実施 最新の調査は令和２年 

○ 住宅・土地統計調査   総務省統計局が５年ごとに実施 最新の調査は平成 30 年 

本書では、公表されている「平成 30 年」値を最新の集計結果として使用しています。 

○ 住民基本台帳人口移動報告   総務省統計局 年計、時系列 

○ 住宅着工統計調査     国土交通省 月報、年計、年度計、時系列 

○ 地価公示         国土交通省が毎年１月１日時点を調査 

 

■豊島区の調査 

○ 居住支援協議会が実施したニーズ調査    平成 28 年 10 月 

○ 豊島区住まいに関する意識調査    平成 30 年３月 

○ 協働のまちづくりに関する区民意識調査   令和４年 11 月 

○ 豊島区子ども・若者総合計画策定のためのアンケート調査 平成 31 年３月 

○ 豊島区空き家等発生メカニズム分析調査   平成 29 年３月 
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